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［都市］

都市A. 基本目標

A 1. 固有な都市川絨/A2. 市街地へ貫入する紐の強化

都市B. 川越市街地全体の構成

Bl. 固有な性格を持った地区が共存する/B2. 通週交通を排除する地区を確保

都市C. 北部市街地の構成

C 1. 18城下町地区を自律的なコミュニティとしてたてなおす/C2. 固有な性格を持った地区を適切

な墳界で画する/C3. 近隣単位としての一 香街/C4. 近隣単位に墳界

都市D. 地区単位相互を関連づける

D 1. 通遇交通は外周躇へ/D2. 子育てのネットワ ー ク/D3. 便利でわかりやすい公共交通概閲

都市E. 地区環境を守るための原則を立てる

E 1. 建築の高さは3階が限度/E2. 駐車場は小規横なものを分散配置/E3. 主蔓な通りを生活の

場に敗り戻す /E4. 神聖な空間の保存/E5. 年令バランスのとれたコミュニティ

都市F. 中心をたてなおし、 賑わいを取り戻す

F 1. 回道路（プロムナ ー ド） /F2. 夜の戸外生活も牽しく

都市G. 街区を再生する

G1. 様々なライフステ ー ジの家族がとなリあう/G2. 住宅喜1を段陪的に楕成する/G3. 鰻の窪床

に町家/G4. 高齢者が安心して住める町

都市H. 町の社会経済活動を高める

H 1. 醐住一体/H2. コミュニティ活動の拠点づくリ/H3. 餌人商店が集まって商店街を作る/H

4. 空地・空家を手早く活用

都市I . 交通施設を整備する

I 1. 歩行者と車のネットワ ー ク/ I 2. 歩者共存の工夫/ I 3. 子供の領域を確（最する

都市J. 外部空間を形づくる

J 1. 祭りの舞台にもなる空間づくり/J2. Hけさをネットワ ー キング/J3. 身近に紐/J4. ポ

ケットバ ー ク/J 5. 登ってみれる高いところ/J 6. 神壁な場所へ至る空間秩序

都市K. 点的施設を配置する

K 1. 外部空間にさまざまな意味・猥熊をさらに重ねる/K2. 併用住居としての町家/K3. 基本と

しての個人商店/K4. 人の集まるスポット
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［建築 1

建築A. 建物•町並みは群で構成する

A 1. 達物は一 体でなく棟を分けて••/A2. 高さは園囲を見て決める事事/A3. 空地をできるだ

け残す•/A4. 主要な達物や棟が目立つように•/A5. 駐車場はなるべく享が見えないように亭亭

建築B. 建物・棟の配置

B 1. 外部空間が8だまリになるように＊寓/B2. 中庭をうみだすように棟を配置亭/B3. 自然採

光が受けられるように棟は細く長く事/B4. 棟（建物）は次々と連結する軍事/B5. 4間·4間 ・

4間のルー ル* * 

建築C. 建物の内と外をつなぐ

C 1. 玄閲と街路の間に中間的空間寓•/C2. 中庭をいかす亭/C3. 屋根のある建築•/C4. 屋

根に庭

建築D. 街路等の外部空間が人々の社会生活の場となるように

D 1. 廷物の正面を連統させて街路空間を形づくる拿宣/D2. 庇下空間を開放し． 連続させる亭/D

3. つぎつぎに巽味をひく街路景親の展開を演出する拿•/D4. 街路・広場の績は小さな渚まり場で

囲む/D5. 広場には要となるものを置く

建築E. 店づくり

E 1. 入リやすいショッアフロント•/E2. ウィンドっ ・ ショッピング寓/E3. 中庭を店づくりに

いかす•/E4. 接客十店曾コ ー ナー

建築F. 構法・仕上げ

F 1. 伝統構法を活用しよう寓/F2. 材料は自然的素材． 地場産を優先/F3. 色は烹彩色を基綱に

＊寓/F4. 建物をいかす雹板寓拿
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「町づくり規範 J 細項目による目次

（都 市） 35 都市J-5登ってみれる高いところ

1 都市A·l固有な都市•川越 36 都市J-6神壁な場所へ至る空間秩序

2 都市A·2市街地へ貫入する緑の強化 37 都市K·l外部空間にさまざまな意味・機能を

3 都市B·I固有な性格を持った地区が共存する さらに重ねる

4 都市B-2通過交通を排除する地区を確保 38 都市K-2併用住居としての町家

5 都市C-1旧城下町地区を自律的なコミュニティとして 39 都市K-3基本としての個人商店·

たてなおす 110 都市K-4人の集まるスポット

6 都市C-2固有な性格をもった地区を適切な墳界で画する

7 都市C-3近隣単位としての一番街 （建 築）

8 都市C-4近隣単位に墳界 41 建築A·l建物は一体でなく棟に分けて＊＊

9 都市D-1通遅交通は外周路へ 42 建築A-2高さは周囲を見てきめる＊＊

1 0 都市0-2子育てのネットワ ーク 43 建築A-3空地をできるだけ残す＊

1 1 都市D-3便利で分かりやすい公共翰送機関 44 建築A-4主要な棟や建物が目立つように＊

1 2 都市E-1建築の高さは3階が限度 45 建築A-5駐車場はなるべく車が見えないように＊＊

13 都市E-2駐車場は小規模なものを分散配置 46 建築B-1外部空間が日だまりになるように＊＊

14 都市E-3主要な通りを生活の場にとりもどす 4. 7 連築B-2中庭を生み出すよう棟を配置＊

1 5 都市E-4神聖な空問の保存 48 建築8·3自然採光が受けられるよう棟は編く長く＊

1 6 都市E-5年齢バランスのとれたコミュニティ 49 建築B-4棟（建物）は次々と連結する＊＊

17 都市F'-1賑わいの結節点を布石する 50 建築8-5四問•四問•四問のルー ル＊＊

18 郡市F・2回遊踏（プロムナ ー ド） 51 建築C·l玄閲と街躇の間に中問的空間＊＊

19 都市F·3夜の戸外生活も楽しく 52 建築C-2中庭をいかす＊

20 都市G-1さまざまなライフステ ー ジの家校が隣り合う 63 建築C·3屋恨のある建築＊

2 1 都市G-2住宅群を段階的に構成する 54 建築C-4屋根に庭

22 都市G-3鰻の寝床に町家 66 遍築0-1建物の正面を連続させて街踏空間を形づくる＊＊

23 都市G-4高齢者が安心して住めるIJ 66 建築0-2庇下空間を閃放し、連続させる＊

24 郎市H-1閤住一体 67 建築0·3次々に興味を引く街路景観の展間を演出する＊＊

26 都市H-2コミュニティ活動の拠点づくり 58 建築D-4街躇•広場の縁は小さな濯まり場で囲む

26 都市H-3個人商店が集まって商店街を作る 59 建築D-5広場には要となるものを置く

27 都市H-4空地•空家を手早く活用 60 建築E·l入りやすいショップフロント＊

28 都市I·I歩行者と車のネットワ ー ク 6 1 建築E·2ウィンドゥ•ショッピング＊

29 都市1-2歩車共存の工夫 62 建築E-3中庭を店づくりに生かす＊

30 都市I·3子供の領岐を確保する 63 建築E-4接客＋店零コ ー ナ ー

3 l 都市J·I祭りの鐸台にもなる空閂づくり 64 建築f'-1伝統構法を活用しよう＊

32 都市J-2静けさをネットワ ー キング 65 建築f"-2材料は自然的素材、地場産を優先

33 都市J-3身近にみどり 66 建築f'-3色は慧彩色を基調に＊＊

34 都市J-4ポケットバーク 67 建築F-4建物をいかす看板＊＊
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はじめに

この「町づくり規範」は、川越市一番街商業協同組合が締結した

「町づくり規範に関する協定呑」 (1987年4月24日）にしたがって、

町並み委員会が協議を重ね、1988年4月 14日に開催された委員会に

おいて決定したものである。

「町づくり規範」の目的、町並み委員会、町づくり規範を尊重し、

町並み委員会と協議する義務などの基本的事項は、本書に添付した

「町づくり規範に関する協定書」に明記されている。 さらに詳細な

手続き等について、 「町並み委員会運営規則」「町づくり規範運用

細則」の2つの規則が定められている。 とくに後者は、 「協定書」

第 5項 (2) に定める「町並み委員会」との協議を実施するために

必要な細目を定める。

以下、 「町づくり規範」の見方、読み方を簡潔にまとめる。

(1) 「町づくり規範」は67項目よりなる町づくり原則集である。

(2) これら項目は、川越市全域を対象とする大きなスケ ールに関

するものから、建築の細部といった小さなスケールに関するも

のへと配列している。最初から見ていくと、 ちょうど地域を望

IV 



遠レンズで次々とズー ムアップしていくような並べ方となって

いる。

(3)従来の計画書にあるような、道路、公園、住宅といったいわ

ゆるタテ割的な配列はとっていない。これはあいまいな形を徐

々に具現化していくという創造・設計を促すプロセスを重視し

たためである。それだけでなく、総合性を確保し、詳細な技術

的標準に拘泥されてより基本的な趣旨を見失うことを避けるた

めにも必要なことと考えた。なお、タテ割的に関連項目だけを

拾いだしてみたいときは、本文中の指示にしたがって辿ること

ができる。 （この点については、下の(8)を参照。）

(4) 6 7項目をただ順に並べただけではわかりにくいので、大項

目と小項目で二段階に分類してある。大項目の分類は、都市に

関する規範と建築に関する規範の2つである。分類の目安とし

ては前者は公的な分野、後者は私的な分野となるが、あくまで

便宜的なものである。小項目では2-4項ずつまとめてある。

目次を参照のこと。

(5)建築に関する項目には、＊または＊＊の印がついている場合

がある。その意味は次のとおりである。

＊＊・・• いかなる敷地でも必ず守るべき事項

＊・・・・敷地条件などの条件が許すかぎり守るべき事項

無印・・・参考にするとよいと思われる事項

＞
 



(6)各項目は原則として1枚のシートにまとめてある。表のペー

ジには上から、 ［タイトル］、 ［写真］、 ［課題］、 ［結論］、

［スケッチ］と並んでいる。裏のページには、小さな字で［課

題］から［結論］を導き出すまでの［検討］を掲載する。必要

に応じて参照されたい。

(7) [タイトル］は、 いわば合言葉である。短く的確に内容を示

すような表現になるよう努力したが、 いまだ不十分の感はまぬ

がれない。今後さらに磨きをかけていきたい。タイトルには、

そのイメ ージを換起するための［写真］を添えた。

(8) [課題］は、問題提起と言いかえてもよい。できるかぎり普

遍的な鰈題で表現されている。この課題を解く形で［結論］を

導き出す。都市生活、環墳、 建築に関する普遍的な課題を、川

越という場の中で、固有の解として解いていくのである。［課

題］に対する答えが［結論］である。結論を視覚的に印象づけ

るだめ［スケッチ］をそえた。また、裏ベージにより具体的な

補足説明が添えてある場合がある。

(9)哀ベージの最初には現在の項目よりも若い番号の項目で参照

すぺき関連項目が紹介してある。また、 ページの最後にはこれ

から後に出てくる関連項目が紹介してある。 これらをたどれば、

タテ割で項目を拾い集めていくこともできる。

ー
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(1 0) [検討］はおおむね次の手順で進める。

a)課題の補足説明などの形で、 ［課題］の内容をさらに展開す

る。 （ただし、必要な場合のみ）

b) [課題］が歴史的にはどのように解決されていたか、あるい

は解決されていなかったがゆえにどのような問題が生じている

のか。歴史的段階を復元しつつ考察する。保存すべきものに関

しては、 ここでその意味が明らかになる。

c) 歴史的段階をひとつの初期条件として捉え、その後の変化を

辿り、変化の実態を把握する。そしてその結果、 どのような問

題が発生したか、または解決されたかを明らかにする。さらに、

現在の変化を放置した場合の予測を行ない、 なんらかの手当が

必要かどうかの判断を示す。

d)それら変化を引き起こした要因を探る。変化を修正していこ

うという場合、 ［鰈題］をこれら要因の答えとなるように組み

立てる。

e) [課題］に関して今までどのような議論があり、 どのような

提案や計画がたてられてきたかを筒潔に整理する。必要ならば

それらに対する現段階でのコメントをそえる。

f)そのほか、町並み委員会における議論の経過、修正などの記

録を記す。

VII 



(1 1) [タイトル］ ［課題］ ［結論］は町並み委員会の議決事項

である。 従って、削除、修正、追加等の改定は、町並み委員会

の議決を経て行なう。 それ以外の部分については、町並み委員

会の指導を得て、事務局においてたえず充実につとめるものと

する。

* * *

「町づくり規範」は、 いわゆる規制ではない。住民を初め町づく

りにかかわるさまざまな主体が創意工夫をもって町づくりに参加し、

いきいきとした町を生成することを可能にするシステムとして、 ア

メリカの建築家、 c. アレキサンダー氏の提唱するバタン・ランゲ

ージに範をとって作成されたものである。 このようなシステムの可

能性を教えてくれた同氏らの著作に感謝すると共に、今後の実践の

中で、鍛え、修正し、真に自分達の言葉として身に着けていく努力

を重ねていきたい。
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JII息一裔仕j I 圃づくり見籍 1:開する'定書
1 . Lまじめに

川越一 番街は、 埼玉県西部の一 大中心地として栄えてきた。 その繁栄を背景と

してつくられた、 蔵造りとPIJ家、 そして近代洋風建築が熾りなす町並みは、江

戸時代から現代に至るわが国都市建築の変還を示す、 本邦随 一のものといえよ

う。

しかし多くの建物が老朽化し、 建てかえの時期を迎えて、町並みにはさまざま

な変化が起ころうとしている。いっぼう商業活動もかつての嬰いを維持してい

るとはいいがたい。町並みの変化と商業活動の活性化、 そして居住環境の充実・

改善が必ずしも歩調をあわせていないのが現状である。

私たちは、この傾向に由止めをかけるべくさまざまな努力を重ねてきた。今の

ところ、 これら努力は個人のレペルにとどまっている。しかし、町並みは、自

由な個人の努力が交摺し、単独では得られない一 段と高い価値を実現するとき、

限りない魅力を発揮しうるのだといえよう。川越一番街商業協同組合は、 自律

的な個人の努力が一番街再生へ向けて結菓されるよう、組合貝の総意に基づき、

本協定書を定める。

2. この協定の目的

この協定醤は、川越一番街の区成における町づくりの目標ならびにそれを遠成

するための町づくり規範の制定、およびその運用租織に関する基本的事項を定

め自律的な個人の行動と総合的な町づくりとの連動を図ることを目的とする。

IX 
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3. 一番街町づくりの甚本目棟

'
\ 

一番街の町づくりは以下の3項目を甚本目標とする。

I 1. 商業活動の活性化による経済基盛の確立

2. 現代にふさわしい居住環境の形成と豊かな生活文化の創造

3. 地域固有でしかも人類共有の財産としての価値を持つ歴史的町並みの保存と

継承

4. 町づくり規範の制定

(1)前条に定めた目標を達成するため、 町づくりに関する行為の規準とすぺき、

具体的な町づくりの原則を集成した、 「町づくり規範」を定める。

(2) 「町づくり規範」は以下の基本原則に基づいて「PIJ並み委員会」が作成す

る。

1,_-、

|＇

1. 商業活性化と良好な居住環境形成のために；

・いきで古風な川越商業の特質を受け継ぎ、 発展させる。 そこで商う品の貨と

趣味は厳しく選び抜き、 「川越惑覚」を磨きあげる。

• 高い水準の商家の生活文化を川越商業の基本とする。 それを育む豊かな居住

環境を維持 ・ 強化する。 さらに、 伝統に根ざした新しい生活様式の創造・提

唱につとめる。

2. 良好な居住環境形成と町並みの保存のために；

• 住宅地としての良好な環境の維持・改善につとめる。特に、 日熊・通風・騒

音 ・ プライパシ ー などの相隣関係に注意を払う。 また縁など、 自然環境の育

成に努める。

・伝統的な建物の建て方が生活環境を守ってきた基本の確かさを学び、 受け紺

いでいくことと、 現代にふさわしい居住環境への改善を図ることとの一致点

を追求する。

'
、

I
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J. 町並みの保存と商業活性化のために；

.'云絞的建物は原則としてこわさない。新しい建物は伝統的建物を尊勇し、 そ

れと共鳴しあってより登かな町並みを発展させていくような建築とする。

• 一番街の空間的特貨を活かした商業活動を展開する。町を訪れる人々が、 期

待に胸をときめかしながら、 ゆったりと時間を過ごせる空間づくりをすすめ

る。

5 • 町づくり規範を尊重し、町並み委員会と協讃する義務

(1) 一番街において町づくりに関する行為を行なう場合は、 「町づくり規範」

を尊望するものとする。

(2) 以下に定める町づくりに関する行為をしようとする者は、 できるだけ早い

段階でその計画を「町並み委員会」に届け出、 協損しなければならない。町並

み委員会は「町づくり規範」にしたがって、 当該計画が一番街の町づくりの目

標に適合するかどうかを検討し、 問題があると考えるときは意見を述べること

ができる。

1. 土地・建物の用途を変更する場合。

2. 建物の新築· 増築、 改修・改装、 撮去を計画する場合。

3. 道路 ・ 広場等公共的施設の新設・増設、 改修・改装を計画する場合（標識そ

の他ストリートファニチュア類を設置する場合を含む）。

4看板、 塀、 その他工作物の新設・増設、 改修 ・ 改装、 撤去を計画する場合。

5土地・建物の所有潅または利用権を損渡または設定する場合。

6. その他一 番街の環境に影醤を及ぽす行為をしようとする場合。

XI 



6. 町並み委員会

1
ー

ー
！ー

(1) 「町並み委員会」は、 一番街商業協同組合理峯長1名、 副理事長より1名、

紐合員の互選によって選ばれた者 8 名、 学識経験者 3 名、 地元有識者 7 名をも

って構成する。 このほか助言者として、 川越市及び川越商工会議所の出席を求

めるものとする。

(2) 「町並み委員会」は、 次の事項について企画、 訓整、 実行する（壬に当る

1. 「町づくり規範」の作成・改正・運用に関すること。

2. 前条に定めた事項について「町づくり規範」との調整を図ること。

3. 町づくりに関する企画・研究・提言に関すること。

4. 個人ならびに公共団体等関係者・機関との連絡· 調整に関すること。

7. 至

(1)運用上必要な細則を、 町並み委員会において定めることができる。

(2) 隣接区域については、 極力、 本協定嘗の趣旨にそうよう、 関係者にお願い

していく。

位

この協定は昭和62年4月24日をもって発効する。
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町並み委員会運営規則
（目 的）

第一条 この規則は、「川越一番街•町づくり規範に関する協定書」にもとづいて設定

された「町並み委員会」 （以下、「委員会」と言う。）の適正な運営を計るため

に必要な事項を定めることを目的とする。

（組 織）

第二条 委員会は、川越一番街商業協同組合理事長l名、副理事長より1名、組合員の

互選によって選ばれた者10名、学識経験者3名、地元有識者10名をもって構成す

る。このほか助言者として、川越市及び川越商工会織所の出席をもとめるものと

する。

（委員の任期等）

第三条 委員の任期はニヶ年とし、再任を妨げない。

（委員長及び副委員長）

第四条 委員会は、委員長1名及び副委員長2名を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行す

る。

（会 議）

第五条 委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。

2 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

3 委員会の議事は、委員の過半数の出席のもとに行い、出席委員の過半数をもっ

てこれを決する。

4 委員長は、必要と認める場合には、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞

くことができる。

（事務局）

第六条 事務局は、川越一番街商業協同組合が担当し、理事長宅に設置するものとする。

（雑 則）

第七条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要なる事項は、委員が

委員会にはかって定める。

附則抄

1 この規則は、昭和62年9月9日町並み委員会発会式より適用する。

2 第二条、第四条の変更は平成9年6月2 6日町並み委員会1 0周年報告会より

適用する。
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町づくり規範運用細則

（目 的）
第一条 この規則は、「一番街町づくり規範に関する協定書」 （以下「協定吉」と

言う。）第5項(2)に定める「町並み委員会」への協議を実施するために必
要な細目を定めることを目的とする。

（協議の手続）
第二条 「協定笞」第5項(2)に定める「町並み委員会」への届け出及び協議の手

続は、別紙1記載の例による。

（届け出時期）
第三条 「協定書」第5項(2)にいう「できるだけ早い段階」とは、建築行為にあ

っては、原則として基本計画を確定する直前の時期をいい、その他の行為に
あっては、これに準ずる時期をいうものとする。

（添付書面）
第四条 「協定書」第5項(2)に定める届け出をなす場合には、建物の新築・改築

•増築については、以下に定める図書を添付するものとし、その他の行為に
ついては、これに準ずる図書で計画内容を明らかにすることが出来るものを
添付するものとする。

a-. 敷地の利用計画

b . 主要な建物の各階平面計画の概略（少くとも、店舗、住宅、倉庫、事
務等の用途が明確にかわるもの）

C• 断面の計画

d. 街路に面する部分の立面図

e • 屋根伏

f . 外部の仕上げ表、面積表

g. 現況と計画の逹いを表示する対照図

.
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（届け出の窓口、時期）
第五条 「協定書」第5項(2)に定める届け出は、 一番街商業協同紺合、町並み委

員会担当者に行うものとする。

（委員会の開催）
第六条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、 「届け出」に対する結論をすみ

やかに出すものとする。

〖付 貝lj ヤ少
1 この規則は、昭和63年4月22日より適用する。
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万•J糸氏 1 町並み委員会との協議の手続き

組合員 町並み委員会 JII 越 市

亭前相駿 I鴫 ,! 町づくり規範 I
説明 指導

,又,tt 付

町並 み 委 員 会
開 催 協 ！籍

計画案の決定

建築確認申！存 I)( 受 付

（建築指導諜）•

I ＇ 

I 確 認通知 1� 審 査

非組合員
-· —·-

事前相談

町並み委員会 川 越 市

町づくり規範
説明 ・ 指導

（都市計画諜）

町づくり規範
説明 ・ 指導

受 付

町 並 み 委 員 会
開 催 協 隕

計画案の決定

建築確認申請 受 付
（建築指導課）

確認通知 審 査
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都市 A. 基本目標・ ・ ・ (1)

1 . 固有な都市・川越

川越は中世以来の城下町としての伝統を有する町である。 しかし、 東京の衛星都

市としての性格を強め、 その自律性と固有な性格が薄れつつある。

* * *

川越市は、 首都圏にあって、 自律・固有な都市をめざすべきである。

その場合、 旧城下町地区を川越市の顔として再生・整備することは、 ひとつの大き

な手がかりとなろう。 このことを都市づくりの目標のひとつにすえた政策を 、 川越

市が引き続き充実していくことが望まれる。

さらに首都圏計画等の広域計画において、 そのような川越の位置付けがなされる

よう求めていく。

．況.:,.:;.:;心.,.,.,.;;;.ぇ：：:::-: 吟：.••.;;;.;;;.;.;;. ぇ：：.,.::: ・:-:::-:::•沿： .;.;;-;.,:; .. ;.;;.;-;;.;;; ふ：.,., .;.;. ぇ：．；.ぇ：．；.；.；．：ヤX・：殴：.;. 兌-::故.;.; ; .,.,.,.,●： :-;.;:;. ぇ：.,. ,.;.; 忍·ぇ：・ぇ：：.;.; ・埃.,:.;.;.;.;.ぷ·心.;.;心-:•:•::ヤ.,. 沿•:•::・；.埃.;;.;.:;母.,.,.,.;ぶ•魯： .,: ・：ャ：・硲：ヤ埃·双.,:.;;.;.;.;;.玲：ャ：-:::-:-:: ヤ沿：：.;.:;.:;.:;:: ャ：：：：.;;.;.• ... 

19B8年4月1 4日町並み委員会決定
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・・・まず 、 もっとも基本的な方針

を確認しよう．

1)謙踵

《川越は中世以来の城下町としての
伝統を有する町である． しかし、 東

京の衛星都市としての性格を強め．

その自律性と固有な性格が藩れつつ
ある． 》

・ー. __ .... � ―― 
I I •  II 一

図1 - 1 

2)歴史的段階における川越の地域

的位置

川越は江戸時代にはいってからは

常に江戸との結び付きの強い都市で

あった． 政治的にはいわば江戸の文

城であって ー 川越城には親藩· 穫代

の大名が配置された． 経済的には、

江戸と直結した武蔵西部の物資集散

の拠点であった． 文化的にも 、 小江

戸という名称にみるように喰 町並み、

祭礼など至る所に江戸の影響が見い

•一

万
事

I
I

 

●冨

... , . 鼻 ▲●

図 1 - 2 旧村域別人 D 動態図（左）
各駅年間乗降客敷（右）

出される． ある意曲では. Ill姐の衛

星都市化はすでに 、 徳川家康による

後北条時代の領国経済体制解体と｀

関東地域の 一 円的な再績成とともに
始まったとのだいえよう．

しかし ． このことを現在道行しつ

つある衛星都市化と同列に這じるべ

きではない• 第 1 に川越が依拠した

武蔵西部は ． 早くから開け放自の文 I 4 >衛星都市としての近代化による

化を育んできた地域であった• 第2

にそのような地域にあって川越の地

域中心地としての地位は現在よリも

格段に高かった• 第3に十組問匿に

みるような商人の高度な自治組織が

存在した． そして第4に、 嬢づくり

の町並みは皐なる江戸日本橋の横饒

ではなく 、 当時西欧文化環入に狂奔
していた中央政府及び東京へのアン

チテ ー ゼとして ． 川越商人が主体的

に選択した結果であった． （注 ｀ 初

田亨『都巾の明治』1911)

3)衛星都市への変貌

川越の衛星都市としての変貌は隕 I 整覆では｀ 祭を中心に強固な結束を

後いち早く始まった． その状況は国

勢調査の昼間流出人口数の推移で冨

付けられる． （浪出人0/桟人口）

表1 - 1 流出人口／絃人口

1960• • • 6466/107623 

1965 ・ ・ ・ 11271/127155

1970 ・ ・
・ 15044/171038

1975• • • 20424/225465 

図1 - 3 
人口集中地区(D I D)の変遷

増加した人口の多くは18市岱地の南
側に住みついた． このことはDID

の変遷にみる市街ti!! の変化で真付け

られる． こうして南部の駅を中心と

した巾街地の発展と ． 北部の旧市街

地の衰退の対比が決定的に明確にな

った．

飛躍を目指した都市政策

ここでは 、 実際の衛星都市化よリ

も｀ それを促違した川越の都市政策

が反省されねばならない． 川越の穀

後の町づくりでは ． 一貫して東京の

衛星都市としての飛霞による近代都

市化目指す政策がとられたのだ． と

りわけ書 首都園整備法09561による市

街地開発区域の指定を受けることが

最重要謙題とされた． その指定を受

けるために都市計面が定められ09591 、

町名地香整理が行なわれたo,● 11. 都

市計画では一 番街の通リを2倍に拡

幅する計画がたてられた． 町名沌誓

誇ってきた町内会が解体された．

「近代化」がすべて善とされた 、

当時のやむ得ない事情があるとはい

え 、 地域中心都市としての自主性を

かなぐりすて 、 中央の都市計画に引

きずられた 一 連の措置にはやはり総

括が必甕であろう． 事実これらはそ

の櫓の町づくリの隕書であリつづけ
てきた．

ち）既往計画

『首都園整備計画』1958/1

川越· 狭山地区を「巾街地開発区

域」に指定．

『Ill越都市計画立案親令書』1960/9

人口規横については現況のまま推

移した場合には昭和50年には約1

2万7千人であり ． 現市街地区域を

中心に約8万7干人が収容され ． 農

村地区には約4万人が収容されるで

あろう．

工巣開発を中心とする開発が行な

われた場合の計画人口としては昭和

50年において約20万人となる．

この場合 ． 現市街地区域及び工業団

-2-



地を中心とする開発地域に約1 7万
人が収容され 疇 晨村地域には約3万
人が収容されることになる．（都市
計llBi協会）

表1 - 2実際の人口推移(IE巽調査）

全人口 DID人口 その他

昭和35年 I 101,523 

50 

55 
60 

225.465 

259.314 
285.437 

147.414 

190. 702
202.523

78.051 

68.612 
82.914 

積極的開発地域を設定している） I くにa)について「 ・ ・ ・ 地域共同
体の意誠を積極的に汲み上げ 、 豊か

『川越市綬合振巽計画基本構想』19721な録と水 、 今に残る蔵造りの町並み 會

「いかにして市民生活と産業の発 かつて広域に展開された経済力等を

『1奇玉艮紺合振巽計画』196]
川越を「近郊地帯」に近い「都市

化地帯（開発）」に指定．

『首都圏整偏計画』1966
川越 ・ 狭山地区を「近郊整億地帯」

（都心から60km以内で規制市街
地と 一 体になって開発するところ）
に指定．

『JI!越市都市計画案』1969/1
a) 首都圏内の都市として流通セ

ンタ ー の椴能を持たせる. b)東京
都のペッドタウン化を図る 、 C) 公
害のない都市としての機月目をもたせ

—····--. 一·

. -

/1. " 
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図1-4 首都圏整儲計画

る. ... もっばら首都圏における
川越市の位置付けに重点． （都市計
画協会）

『埼玉凩第2次観合差木計圃』1970
川越市（当時）を「都市基笠整偏

地域」 （西部第1地区）に指定．
（当計画ではほかに開発整備地域 ｀

展 を調和させ究極において ． 能牢的
かつ快適な巾氏生活を実現していく
か. ..• 古い時代において江戸北
方の要地として地方中心の携熊を果
たし ． 現在においても東京近郊とし
てその都市形成要因は宜わっていな
い ・ ・ ・ ．」（都市経済研究所）

『首都園整備計画』1976
「埼玉西部地区（近郊整偏地帯）

• 本地域の竪傭に当たっては ． 公害
の防止を図るほか ． 北部を中心に農
用地笞との土地利用の計画的な調整
を図りつつ． 住宅 、 工場等の計画的
な立地誘導を図るとともに ． 主要都
市において商業 ． 文化等の機能の充
実に努める．また地域の持性をい
かし、 生鮒食料品等の供給基地とし
て農業の振員を図リ、西部の山麗地｀
丘陵地等における自然環境の保全を
図る．」

『川越市観光診断書』1991
「城下町からベッドタウンヘの迂

化は観光にはマエナス要因である．
/JII越市の観光資源は休眠している．
これを活性化して魅力づくりを．／
たとえば「蔵づくり」 ． ．＇蔵づくり
有名老籍街 ” なら ． 駅前商店街も太
刀打ちできぬはず．／緞光に対する
いわれなき誤解をとき地域に貢献
する重要商業である認識をもつこと
が大切．／

、

地域経済の発展は人口増
が前提となる．餃光開発は人口の増
加を目指す「産業」なのである．／
観光の内蔵する経済的ボテンシャル
はきわめて高い. J 

(2 -1 1ベ ー ジ）

『JII越市往合計画 一 甚本1胄想・甚木
計画』19U/l
《基本理念》

a)歴史を籍まえ ． 地戚の湛在カ
を生かした都巾 ・ 地域づくリ. b) 
豊かで生き生きとした市民生活を願
った都市 ・ 地域づくり 、 C)連帯の
椛で実現する都市・地域づくリ．と

地域の発展力として ， 個性と魁力に
あふれたよちづくリを進めることを
基本理念とする」
く都市づくりの目標》

将来都市像「明るい未来をつくる
紐豊かな国際性のある文化都市」；
その1主として. a) すべての市民が
参加する生きがいのある都市. b) 

豊かな紐と水をとリ入れた心のなご
む都巾 、 C) 個性豊かな環境を想像
する都市 、 d)人と歴史と未来とが
出会う田際性のある都市. e)活力
に溝ちた広成産業拠点の都市心

《土地利用構想の基本理念》
a) 歴史的な特性と近代的な憫能

を備えた広域中心都市の形成. b) 
自然的特性を生かし 、 市街地と晨村
地域の調和のとれた都市の形成 、 C)

快適な都市空間をもつ駐力ある都市
の形成．

『埼玉凩新長期構想』1905/l
「培玉県西南部地域の整備構想；

行政や業務管理猥能等が集積してい
る川越市と 、 商業｀サ ー ピス槻能の
集積が高い所沢市を地域中心都市と
して 、 これと携能補完する拠点都市
として東松山市を位置付け 、 それぞ
れの中心市街地の再開発を進め 、 産
業 ． 業務管理 ． 情報 ． 文化 ． 医療笞
の都市横能の 一 層の充実を図る. J 

『首都改造計画』19B,n
巣務核都市として大宮 ． 浦和．副

次核都市として熊谷を指定．川越は�
束松山．所沢｀越谷とともにその他
主蔓都市とされた． 「地域の自立性
向上のため. 1110. 川越 、 所沢 、 春

-3-



8部 ． 越谷 ． 秩父答の地域中心都市

において. FJ開発や商菓の高度化 、

活性化等を推進し＊ 諸機熊の育成を

図る． 」とある．

6)結謹

《川越市は． 首都11!1にあって、 自律

固有な都市をめざすべきである． そ

の場合. 18城下町地区をJ11越市の顔

として再生 ・ 整備することは ． ひと

つの大きな手がかリとなろう． この

ことを都市づくりの目標のひとつに

すえた政策を. JI! 越巾が引き続き充

実していくことが望士れる． さらに

首都圏計画等の広域計画において ｀

そのような川越の位置付けがなされ

るよう求めてい<. 》

＊ 亭 亭

このような都市の固有な性格は空間

的には都市を取り巻くグリ ー ンペル

トによって守られるべきである． 次

の[ 2. 市街地へ貫入する繰の強化］

でその原則をとりあげる ・ ・ ・

-4-
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都市A. 基本目標・ ・ ・ (2)

2. 市街地へ貰入する緑の強化

自然を食いつぶしつつ進行する市街地の拡大が続いてきた。 特に旧城下町地区から

は市街地をとりまく自然が遠ざかった。

*** 

一番街の周辺に構える寺院、 赤間川とその周辺の斜面林などは、 かつて市街地を

取り囲む自然の最前線であった。 現在、 これらの自然は 、 市街地の中に取り残され

て孤立化しがちであり、 かつ、 それ自身が都市的土地利用によって、 自然としての

性格を失いつつある。 1)給化等によってこれらの自然の状態を維持· 強化するよ

うにつとめ、 2)さらにこれらと市街地をとりまく自然との連続性を回復し、 都市

ヘ貫入する自然帯として成長させていく。

ー

1'

l

l

l

l

．
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1988年4月t 4日町並み委員会決定
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・・・(1 . 固有な都市・川越］と
いう原則において 、 都市が固有性を
緒持するためには 、 他都市との規横
のバランス ・ 距離が適切でなければ
ならない． そのために問辺が豊かな
グリ ー ンで画されていること 、 そし
て都市ヤ晨村が適切なパランスにあ
ることが必要である．

1)課題
《自然を食いつぶしつつ進行する市

街地の拡大が続いてきた• 特に1日城
下町地区からは巾街地をとリよく自
然が遠ざかった． 》

2) 課題の補足
都市に住みながら心地よいと感じ

るためには� 市街地の外に広がる自
然へいつでも容易に接近できること
が基本条件である． そのために都市
は至る所で周辺の自然と接していな
ければならない．

一方｀ 都市はできるだけ多くの人
々がちょう密に集まることによって
その機能を果たす． そのためには市
街地は遭続的でなければならない．

このお互いに矛眉する2つの条件
を両立させるためには ｀ 市街地をヒ
トデのような形にし 、 その指と指と

の間に自然が潜り込むようにすれば
よい． いわば｀ 市街地を冷却用のフ
ィンのついたエンジンの原理で ． 自
然と接触面を最大化するのである．

この場合 ． 市街地の幅は 、 最大で
も2Km以下とすべきだろう． 自然
の側もその租度の幅が必要である．

3)歴史的段階における市街地と自
然

川越の城下町は. 4方へ伸びる街
道沿いに連なる市街地を 、 中心部で
束ねたような形をとっている． 束ね
られた中心部でも市街地の幅はせい
ぜいlKm程度であった． そこから
4方へ伸びる街道沿いの町並みと町
並みとの間には 、 周辺部からの自然
が ． 神社 ． 寺院 ． 畑などの形をとっ
て貫入していた． 特に市街地を取り
翌< ;'j院は ． 員入する自然の晨前)Q
を構成していた．

また、 沖積平野に突き出る洪積台
地の突靖に立地しているため ． 沖積
平野に面する北 ． 西 ． 東の方向へは
市街地が拡大しにくい傾向をもって
いたといえる．

4) 市街地の発展と自然の後退
市街地の拡大は ． 貫入する自然の

最前籍としてあった寺院等の自然を
孤立化しつつある．

図2-1明治と現在（同傭尺）

かつそれ自身が都市的土地利用によ
って自然としての性格を失いつつ
ある． 蒲ち葉の問謹で老木が切リ倒
されていくなどの事例が目立ち始め
たことも気がかりだ．

5) 現行の土地利用短洞／計園
『都市計画』

都市計画では市街化謂整区域が市街
地（市街化区域）を取り巻く自然の
保讀を行なっているが ｀ 市街化区域
が現在の市街地よりも広く指定され
ており 、 この制度にはあまり期待で
きない．

『農業尿員地域J
晨業振員地減における晨用地も巾街
地を取り巻く自然の保濃を行なう手
段として期待される． しかし｀ 市街
化区峨の円辺が集消などを眈いて限
定的に指定されているにすぎない．

しかも大規槙開発の集中により減少
が著しい．
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土の行現

6) 紀は
《 一 番街の周辺に構える寺院 、 赤間

JIIとその周辺の糾面tがなどは 、 かつ
て市街地を取り囲む自然の最前緯で
あった． 現在、 これらの自然は 、 市
街地の中に取り残されて孤立化しが
ちであり 、 かつ 、 それ自身が都市的
土地利用によって ． 自然としての性
格を失いつつある. 1)緑化等によ
ってこれらの自然の状舷を維持・強
化するようにつとめ 、 2) さらにこ

書

れらと市街地をとリまく自然との違
続性を回復し｀ 都市へ貫入する自然
鞘として成長させてい＜． ）

* * *

都市へ貫入した自然体は市街地内の
地区単位の墳界としての役割を果た
す..・[ 3. 固有な性格をもった

地区が共存する］．．．
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都市B. 川越市街地全体の構成・ ・ ・ (1)

3. 固有な性格を持った地区が共存する

現代都市の強力な均質化の力の下では、 地域社会の固有な性格が失われがちであり、

卓抜した個性の持ち主が育ちにくい。 特に衛星都市では、 この均質化の力が強く働

いている。

＊＊＊ 

ー

ー

ー

ー

川越市を構成する各地区が、 お互いに刺激しあいながら、 固有の文化（サプカル

チャ）を発展させる 。 そのためには各地区は明確な領域をもち 、 それぞれのライフ

スタイルを展開する自律的能力を高めていくことが必要である。

そこでまず住民自身が自律的能力を高める努力し、 また、 行政等に支援を求める。

旧城下町地区とその町内は 、 「固有な性格をもった地区」のひとつとして 、 農村

部とも、駅前商業地区とも 、 新住宅地区とも異なる固有の文化、 ライフスタイルを

その自律的能力によって発展させていく。

ー

—

l

j

ー

�

:,: :<奴：•:-:-:-:-:-,,,碑：ー：ー：・年•泣-:-:::-:-:-,:-:-泣-:-:-:-:-:::-:-:-::-:ー：:-:-:-平-:-:・：ー：ー：<-:-: ・t邸-:-:・： -:-:-: ヤ泣-::ャ：：：ー： -: 双,:-::心-::-:-,:-:-ぇ：．：：ー ：．：：心：-:::-:: 心：•只-:-::-::●：：；ぇ： ：ー： -::::::: ー：：公；: -:-::-:::::-::-:: 況-:-:-:-::-::·l')>.'>::-:-:-:-:-泣-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:—:•；●●ぇ：-:,:-:-:-:0::-:-:-::-::: 公；：・ぇ：：． ：•：：：心-:::-::ャ：：-:-::-:-:-:-:,:-::• 平 -:

1 9 8 8年4月1 4日町並み委員会決定
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・・ ・ [ 2. 市街地に賃入する紐］
で市街地の最も基本的な形態が規定
された．次にその市街地の内部つい
ての原則は．さまざまな集団 ・ 地域
が共存しなければならないというと
ころから鶏き出される．

* * *

1)謙踵
（現代都市の強力な均質化の力の下

では 、 地域社会の固有な性格が失わ
れがちであリ 會 卓抜した個性の持ち
主が育ちにくい．特に衛星都市では 、

この均質化の力が強く働いている．》

2)課題の惰足
現代都市では ． あらゆる人々やラ

イフスタイルがまじリあう．これは
一見多様で豊かな文化が花開くよう
に見える．しかし 、 実際は均質化 ｀

同等化の力が強く働き 、 退屈な社会
を作り出してしまいがちである．

反面 、 地域社会が流動化せず 、 固
定的であるのも問題である．文化が
沈滞せざるをえないからだ．古い町
はとかくこのような落し穴にはまリ
込みがちである．しかし、首都l11に
おいては全体として前者の力がはる
かに優製に働いているのだといえよ
ぅ．

図3 - 1 

3)城下町段階におけるゾーニング
城下町では 、 町と周辺農村の区分

が明快であり． 町はさらに武家屋敷
地区 、 町家地区 、 寺町などに区分さ
れていた．これら地区はそれぞれ現
在の町の環墳を規定しており、 地区
の固有性を緒持していくための手が
かりとなっている．もちろん｀封建
的な身分階層を固定するという意味
ではなく． 現代の都市空間上評価で
きる資質を受け組いでいくという意
味においてである．

4)さまざまな地域社会集団 ・ 領域
の現状
『)II越市総合計画』
(3 3ペ ー ジ）旧市域 ． 旧9ヵ村に
基づいて 、 4つのプロック・コミュ
ニティ 、 11の地区コミュニティが
設定されている．さらに中学校区
(1 6)に依拠した細分化が考慮さ
れているようだが 、 明確ではない．
なお、各地区の人口規槙は次のとお
リ（人口は昭和55年）．

北部／＊庁(81618) • 山田（暉n)
西部／名細(22501) 、 霞ヶ関北(l+ID

り ． 霞ヶ閣(20728}
東部／芳野い215} , 古谷(5917)、

南古谷(1158り
南部／高階い2951)、福原(IやH)•

大東(24755)

この中で．旧城下町地区は本庁の一

部を構成するが ． とくに独立した地 ＇

区としては扱われていない．

皇●プ●，．

『Ill絨市都市再l'III錢方針』
中央地区（本庁．旧市域）につい

て．主に整備諜題ごとの類型化とい
う視点から次のような地区区分を行
なっている．

·3駅悶辺地区
・旧城下町地区
• 川越駁西口地区
• 仙場町地区
• 北部外練地区

図3-3 ゾ ー ニングと機縦分t.B.

学校区／公民館
1B市域には9小学校. 5中学校が

ある．これらの学校区は、既成の地
域社会の構成とは 一 致していない．

公民館は ． 旧市域 ・ 村域ごとに1
4あるが ． 旧市域については中央公
民館 ー 館が対応する．

5)結謡
《川越市を構成する各地区が、お互

いに刺激しあいながら 、 固有の文化
（サプカルチャ）を発展させる．そ

のためには各地区は明確な領域をも
ち、 それぞれのライフスタイルを展
開する自律的蹂力を高めていくこと
が必喪である．そこでよず住民自身

Cコプ●”

ロ鴫,.
I

が自律的能力を高める努力し．また．
[:j•1•·71● ,,. 行政等に文頃を求める．旧城下町地

. .,. ● ,, . ., ● 

区とその町内は ． 「固有な性ほを t

図3-2 生活Illの楕成 った地区」のひとつとして 、 晨村部
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とも 、 駅前商業地区とも ． 新住宅地

区とも艮なる固有の文化 ． ライフス

タイルをその自律的縦力によって発

展させてい<. 》

亭 事 拿

「固有な性格を持った地区」には 一

定の規横・人口が必蔓であるが、 し

かし大きすぎてもいけない． その点

について[ 5. 旧城下町地区を自律

的なコミュニティとしてたてなおす］

[ 7. 近隣単位（町）が 一 層の自治

能力を獲得する］の2つの原則で述

べる． さらにその固有性を維持する

ためには ． 隣接する地区との間が適

切に仕切られている必費があるので

[ 6. 18械下町地区を適切な境界で

画する］ ． ． ．
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都市B. 川越市街地全体の構成. . . (2) 

4. 通過交通を排除する地区を確保

自動車のおかげで生活が便利になった。 商店街へお客が車で来るようになった ◇

しかし環境が損なわれ、．街路空間を中心として展開していた人々の社会生活が困難

になった。 自動車の利便性と生活環境の保持はどうしたら両立するだろうか。

* * *

市街地を通過交通を排除したいくつかの「地区」に分割する。 この「通過交通排

除地区」は、 環状の幹線道路で取り囲み、 その内部には明快かつ段階的に機能分け

した分散路を整備する。

川越旧城下町地区は 、 原則として「通過交通排除地区」とする。 川越北部市街地

にかかわる道路の体系は、 この観点から整理し直してみることが望まれる。

I
'

，＇
I

II
I

I
,
 
.

.

.

.

.
 J

,
l

,
'

ー·

い

」 ·-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:::-:-:-::-:-::-:-:-:-:-::-:-: ●● ：•：曹 ： -:-::-:-:-:-::-:::-:::-:-:-:-::-:-::-: ャ：-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-::-:-:-::-:-:-:-:-::-:-:-::-:-::-:-:-:-:-:-::-:-::-:-:-:-::-:-: ふ：-: -:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-::::-:-:-::->:-:-:::-:-::-:-:-:-::: ャ：ャ：-::-:-::-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: ャ：：-: ャ：-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-,:-:-:-:-:-:-:-:::-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:,:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: ャ： -:-:-:-:-:-:-:-: —: -:-:-:-: 

198 8年4月1 4日町並み委員会決定

-1 I -



・・・ [ 3. 固有な性格をもった地
区］は同時に交通体系上のひとつの
細胞となっている必要がある． つま

リ、 そこからは通過交通が排除され

ていなければならず ． かつ内部がよ

リ低次の段階的な道路網で構成され

ている必要がある．

拿 寓 ＊

1)諜闘
《自動車のおかげで生活が便利にな

った． 商店街へお客が車で来るよう
になった． しかし環墳がi員なわれ ．

街陀空間を中心として展開していた

人々の社会生活が困巽になった． 自

動車の利便性と生活環境の（呆持はど

うしたら両立するだろうか． 》

2)諜題の1扁足

街路の段階情成としては、 外同籍

ー主要分散路 ー 地区分敗路一歩行者
系街路の4役階が考えられる．

3) 城下町時代の市街地と街路

城下町時代は幹籟街躇が市街地を

貫通していた． 道格にはさまざまな

機能がある． なかでも墜要なのは、

交通施設としての機能と人々の社会

生活の場としての慨能である． 自動

事時代以前はこの2つの機能の幹緯

道路としての機能とコミュニティの
軸としての機能とが 一 致していた．
空間が生き生きとするためには多様

な機能が重なっているにこしたこと

はない． 自動軍時代以前はこのこと

が可能であった．

4) 現在の幹租道路の形成と市街地

昭和8年には志控町のT字花がぬ

けて 一 番街通りは文字とおリ市街地

が 1 9 6 3年度に完成した． しかし ． 紐を形成し ． 通遇交通を推隙する必
一益街を含む中央通り緯は交通体系 裏がある． さらに ． 市街地内のサ ー

上依然として南北主雙幹線路の位置 ピス幹線として 。 東京川越緯等によ

付けにあリ、 実際そのような使われ るルー ブバタ ー ンが考えられる. J 

方をしている． 道路管理上も県道で (P54) 

ある． 結捻として. a)外郭環状緯、 b)

5)通過交通の現状と交通計画
旧城下町時代にメインストリ ー ト

だった街陀には 、 現在 一 日1万台を

越える自動車交通量がある． これは

サ ー ピス幹籍• C) ? 畜助幹線. ,1) 

トランジットモ ー ルによる街路網構

成が提案されている．

... •a•• 
． ．

● ●I鴫璽Eヨ●I●
． 

． ●I鴫園日.. 鴫：

●●●回日•••

図4-3市街地竪僑プログラム

を貫通する幹紐街路となった． その 図4-2 自動亭方向別1 2時間
後1 9 6 7年度に山田パイパス 、 断面交通璽
1 9 6 9年度に雨バイパス、 東バイ . I 図4-4都市の骨格道路網

パス. 1 9 7 2年度に西パイパス ．

1974 年度に川越環状珠が完成し 、 I 6) 既往計画

パイバスが市街地を取り巻くことに

なった．

また｀ 市街地を横断する東西方向
の主誓幹紐躇として乱道川泣日高緯

『川越市都市再開発方針』1985/5 『歴史的地区Ii境整儲街路事業調査』

「北部市街地は 、 竺本的には市街地 ，986/3 

の外周を囲む、． 川越志木緯• 笠裕上 北環状道花の達設を前提として ．

江t貴紐・ 墳町樟明町緯により外I塁状 地区内の道路を 、 9年i$. ti助幹紺 ．
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ショッピングモ ー ル ｀ 歩行者系ネッ

トワ ー クに段階づけすることが提案

されている．

図4-5 都市計画道路の再構成

7)結捻

《市街地を通過交通を構除したいく

つかの「地区」に分割する． この

「通遇交通排除地区」は ｀ 環状の幹

緯道路で取リ囲み 、 その内部には明

快かつ段階的に機能分けした分散路

を整備する． 川越18城下町地区は 、

原則として「通混交通排除地区」と

する. Jtl越北部市街地にかかわる道

路の体系は ＊ この観点から整理し直

してみることが望まれる． 》

寓 ＊ 亭

9,

—
、

.

J

,

'

 

「通過交通排除地区」は外周路でと

り囲む必要がある． このことについ

ての原IIりは[ 9. 通遇交通は外周路

へ］． 「地区」内では主翌分散路 ．

地区分散路 、 歩行者系街格という段

陪構成を明確にする． 王要分散昆は

できる限リ 一 方週行化し ｀ 文週の流

れをスム ースにする． つまリ[ 1 4. 

主要な通りを生活の場にとりもどす］

J

J
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都市 C. 北部市街地の構成・・・ (1)

5. 旧城下町地区を自律的な

コミュニティとしてたてなおす

自治体は規模が大きくなりすぎた。 個人の声が最も的確に反映される規模で自律

的なコミュニティをたてなおす必要がある。

＊＊＊ 

旧城下町地区をひとつの自律的なコミュニティ単位としてとらえる。

このコミュニティが相当の自治能力を備えるぺきである。 しかし、 ただちにそのよ
うな形をとる条件は、 社会システム上も、 またコミュニティの側でも充分とはいえ

ない。

当面は行政に、住民が町づくりの主体としての能力を身につけていけるような環

境づくりの支援態勢を組むよう求めていく。 住民側は、 自治会、 商店会、 その他組

織による歴史的市街地の町づくりのための協議態勢構築へ向けて努力する。

なお、 この町づくり規範は、旧城下町地区が自律的なコミュニティ単位となって

いくための第1歩と位置付けられる。

公必心魯9泌泌泌W沿心岱,...,,,岱沿9入t沿,,,,,, 心双炊心ぷ奴奴奴ぷ心殴玲沿沿ダ磁X沿涵泌岱,,吟»>:心—,.. ⇔岱泌,,,.,ぷW泌沿"'泌心»ぬ以郊ぶO必沈⇔必心ぷ｀磁9沿心X泌ぷ奴.,,,,,ぬ松"''"ぺ勾岱"心沿�；

1988年4月1 4日町並み委員会決定
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・ ・ ・ [ 3. 固有な性格をもった地
区が共存する］とは ｀ 大小さまざま
なコミュニティや近隣単位から都市
がなりたつという意味である． ます
このうち大さなコミュニティについ
てここで述べよう・ ・ ・

1)謙題
《自治体は規横が大きくなリすぎた．

個人の声が最も的確に反映される規
横で自律的なコミュニティをたてな
おす必甕がある． 》

2)謙題の捐足
地域社会がいきいきと運営されて

いくためには｀ 人々の意見が地方政
府に的確に反映されていくことが必
甕である． そのためには 、 自治の単
位が適切な大きさでなければならな
ぃ． また 、 その単位は歴史的な経緯
と冥情を踏士えたtのである必更が
あるだろう．

そしてそれぞれの単位が財政を
含めた自治能力を有することが望ま
しい． そのような適切なコミュニテ

ィの規横は、 5千人から1万人とい
われる．

3)城下町時代の自治
川越城下町は 、 行政的には 、 侍町．

十ヶ町四門前（町分）． 町郷分（郷
分町） ． 郷分（村分）の4つに区分
されていた． このうち ． 十ヶ町につ

匿� 十ヶ町門門前

i吝各各封各各各各各各:: ti寺地

L.. . I その他

図5 - 1 

いて『川越市史』に次のようにまと
められている．

「各町には名主1名 、 町("t2名が
おかれ、 その上に十ヶ町全体で2名
のIJ年寄りがおかれて. IJ寧行のも
とに日常的な町政にあたっていた． 」
（第4巻近代縞、 p627)そして ． 町に
は町入用と伝馬負担が環せられた．
町入用は十ヶ町で 一 つの単位を形成
しており． 町の諸賽用 、 すなわち役
人の給与． 祭礼の●用． 橋などの修
還費等にあてられたという．

また｀ ＋組問塁のような商人組織
もあった．

なお江戸時代前半の人口は次のと
おりである. (1698) 

• 十ヶ町 ・ · 318軒/2824人
・郷分町 ・ · 667軒/3122人
• 侍塁敷・ ・159軒
・足輯塁鷺 ・ · 261軒

4)明治時代
町村制施行（明治22年）で大字

川越は、 35町から22区へ墾理さ
れた（大字川越以外を加えると計3
0区）． 各区には区長がおかれ、 さ
らに区内部組織の組合に組長がおか
れた． 組合はいわば向こう3軒閂隣
りで 「順ぐりに年薔・年行事をつ
とめ｀ 氷川神社の祭礼の準偏を交代
でやった. J 

明治に入ってからの人口は次のよ
うになった．

（大字川越の人口、 18 7 6) 
• 士族· · · 2 8 5 4 
• 平民・ ・ · 4606

（明治20年培玉艮統計●）
· 15643人

5)市域の拡大と自治単位
B本の都市は ． 明治以隅｀ 合併に

よって大きくなってきた． その結果、
自治体は佃人の声が的確に反映する
規横をはるかに超える大きさになっ
てしまった．

川越の場合． 次のほぼ5段階にわ
たって ． 統鯉を拡大してきた．

-16-

a. 藩政時代の川越城下町
b. 大区ヽlヽ区制段階（明治5年）の

入間鼠第1大区大1小区
C• 市請•町村詞施行（明治22年）

以輝の川越町（巾街地の範囲の実
体とほぽ 一 致した）

d. 大正11年成立の川越市
f. 昭和30年の10か村市合併後

の川越市

図5-2 行政区画拡大変遷図

歴史的街区は藩鵠時代の滅下町（侍
屋豊を含むものとする）に南に隣接
する二つの札松郷と脇田町に含ま
れる鐸分1Jを加えた範囲である． こ
の範囲の現在の人口は2万人蒻であ
る・ 全市人0約30万人に占める割
合はきわめて低い． 合併は、 拡大す
る市街地を一 体的に管還していくた
めに必蔓なことであった． しかし反
面において ． 住民と市の行政 • 立法
府とのfl!順を広げてしまった．

6)自治の現状
現在 ． かつての城下町に相当する

地区は. 3 0弱の町からなり ． そこ
に生活する人々は2万人弱である．
各町の規槙はおおむね5百ー1千人
で、 それぞれ自治会をもっ． これら
自治会の客観的分析はいまだなされ
ていないが 、 町名表示変更に伴う再
編成 彎 商業組合という単 一 猥能集団
の充実、 顛の会のような任意加入の
地域横断的組織の逗生などによって ．

地域網羅的多機能集団というわが国
町内会特石の性格は頑れつつあると
みてよいだろう． 謙閥は ． 自治会と
いう伝続型地域集団が ． これら各種
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•

9

1

L

L

グル ー アの叢生をふまえて ｀ 個人の
主体性から出発する 、 コミュニティ
的連得に基づく組織へと脱皮できる
かどうかにあろう．

その際 、 従来の自治会規横は 、 利
害調節という場面では庭接的にすさ
また大きな力を持ちえない． いっぼ
ぅ。 市のス＂ケ ー ルではもはや大きす
ぎる こ とはすでに述べたとおりであ
る． 適正規槙は5千人から1万人と
いわれる． その点では. 18城下町地
区が自律的なコミュニティ人口規横
の点では1 . 5万人は大きすきるか
もしれないが｀ 歴史的街区として共
通する背景に基づく鰈題を抱えてお
リ｀ こ れをさらに細分割することは
一体として捕えるべき組織体を解体
する こ とになるからである．

_

1

7)結捻

《1B城下1J地区をひとつの自律的な
コミュニティ単位としてとらえる．
このコミュニティが相当の自治熊カ
を●えるべきである． しかし、 ただ
ちにそのような形をとる条件は ． 社
会システム上も ． またコミュニティ
の側でも充分とはいえない． 当面は
行政に住民が町づくりの主体とし
ての能力を身につけていけるような
躙墳づくりの文援舷葬を組むよう求
めてい＜． 住民側は． 自治会、 商店
会、 その他組織による歴史的市街地
の町づくりのための協瓢舷舅構鰤ヘ
向けて努力する． なお ｀ こ の町づく
り規範は 、 旧城下町地区が自律的な
コミュニティ単位となっていくため
の第1歩と位置付けられる． 》

a> 結捻の措足

こ こ でいうコミュニティのたてな
おしとは｀ 「緊密な人間関係と慣行
的遍営 疇 佃の未成熟と集団埋没 、 身
分秩序の存在と旦那支配を持質とす
る共同体原理により組織された」伝
統型地域集団への復帰を憲味するも
のではない． あくまでも個人の主体
性から出発した組織化である必要が
ある． （それに対して 、 わが国の伝
統型地域集団に見られる共同体原理
は 、 「組綴化を通しての主体性の確

立Jという側面を持つ）．
旧城下町地区の窒間的な範回は ．

特に南側についてあいまいである．
この点の議論は次項で行なう．

行政1111の文援舷勢とは、 具体的に
は、 地区別担当制をとり 、 とりわけ
課題の多い18城下町地区について．
歴史的市街地担当諜を設けるなどで
ある．

いずれにせよ、 川越のコミュニテ
ィについては ． この規範の本質にか
かわる問題であり、 その歴史的霞1111
t 含めてさらに研究を深める必賽が
ある. (1987年度NIRA助成
研究r実n的町づくり規節の研究J
第2章に鶏入的な研究がみられる）

拿拿拿

コミュニティとコミュニティは適切
な墳界で仕切る必要がある． その原
則は[ 6. 固有性をもった地区を適
切な墳界で画する］で述べる． さら
にコミュニティをおのおの放立した
近隣単位に区分していく必甕があろ
ぅ． その原則は[ 7. 近隣単位（町
内）がー ·の自治能力を獲得する］．
そしてコミュニティの中で t とくに
ひとの集まるところには中心的胞設
をしつらえる. [ 1 8. 回辺路（ア
ロムナード）］ ． ． ．

．
｀，
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、
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都市C. 北部市街地の構成・ ・ ・ (2)

6. 固有な性格をもった地区を

適切な境界で画する

旧城下町地区などそれぞれの固有な生活・ 文化（サプカルチャ）は 、 お互いに剌

激しあうことによって発展する。 しかし、 一方でそれぞれの体系が、 他によって犯

されないよう配慮していくことが必要である。

＊＊＊ 

旧城下町地区の領域が空間的に明確であるよう、 境界を維持・強化し、 また、 新

しくしつらえていく。

まず、 河川や緑地などの自然地形がその境界をなすよう整備を進める。 さらに、

道路、 公園、 各種施設などの配置がこのような境界形成に寄与するように導く。 隣

接する地区との接点には 、 両者を媒介する場所・施設を用意する。

I 
: -::: 公：•::-::-:-:-:・；：•:-:•::心；：心.,.,.,.,.,.,.,:●： -:::: 沿：.;.;:-:-:-:-::-::• ぇ：：.,:.;: 殴：：ぷ.,ャ：•公-:-::•:-:-::-::-: -魯：•沿•:•::::ャ：：： :-:<:-:•:•: 母：-:•:-:-:-:-::::-:-:-:: ャ：.,.,.,.,. 沿·=·=·=·=●:.,. 応沿-:-:-::-:::-:-:-::-:-:-::-:-:-:-:-:・ぇぇ：·沿-:-:,:-:-:-:-:-:-宮.,.,.,.,.,.,.,.,.,.ぶ·ル：.,,, 訟,:.,,泣.,. 双.,.,.,.,.,:.幸.,.,や ,.,. 平.,.,.応.,

1 9 8 8年4月1 4日町並み委員会決定
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・ ・ ・[ 3. 固有な性格をもった地 いたであろう．それ等の地点には烹
区が共存する］ためには、 それぞれ I門等が設けられていたと思われるが
の地区と地区の間に墳界が必蔓であ あきらかではない．
る．なお ｀ ここでいうr地区」とは、
コミュニティの場合t,. 近隣単位の
場合もあリうる．

1)諜踵
《18城下町地区なピそれぞれの固有

な生活・文化（サプカルチャ）は ．

お互いに刺激しあうことによって発
展する．しかし、一方でそれぞれの
体系が 、 他によって犯されないよう
配慮していくことが必喪である．＞

2)城下町段階に市街地を画してい
たもの／その現状

城下町の空間的領蛾はかなリ明随
であった．特に地形がはっきりして
いる西 ． 北東は、 洪積台地の虚と
その下を流れる赤間川が墳界をなし．

明快であった．ただ ． 南へは広大な
武蔵野台屯が広がり．市街地の墳界
は不明瞭である．本来未開発地であ
った武草野台地はそれ自体地形と同
様自然の墳界をなすものであったが 、

市街地の拡大および新田開発ととも
に墳界が不明9原になっていたものと
考えられる．すなわち隣接する村

（松郷 、 脇田村）の中にいわゆる郷
分町が発展していった．それらの新
開の町は下絨武士に与えられる場合
が多く. fl地が付属していた．町と
はいえ員村的な景観であったろう．
これらは 、 その他の侍屋敷 ． 寺院 ．

そして城郭とともに市街地の周鰈部
を構成し、ゆるやかな墳界をなした
といえよう．

なお．町の出入り口は限定されて

図6高沢町 。 北町の風畏
（川越松山之記所戟）

3)結這
《旧城下町地区の領域が空問的に明

確であるよう｀境界を繕持 ・ 強化し．
また． 新しくしつらえてい＜．まず 書

河川や繰地などの自然地形がその墳
界をなすよう整備を達める．さらに．
道路 ． 公園 會 各種施設などの配置が
このような墳界形成に寄与するよう
に獨＜．隣接する地区との接点には．
両者を媒介する場所・施設を用意す
る．》

拿 宣 寓

自然的な墳界としては次のような原
則が適用できよう. [ 1 5. 神聖な
空間の保存J [ 3 2. 静けさをネッ
トワ ー キング] [ 3 3. 昼近にみど

り］．人工的な墳界としては次のい
くつかの原則に従うとよい. [ 9. 
通過交通は外周路へ] [ 1 3. 駐車
場は小規積なものを分散配置] [ 1 
4. 平行配置の道路で一 方通行］
[ 3 7. 外部空間に 、 さまざまな意
味 ・ 槻熊を重ねる］．なお 電 墳界そ
れ自体の構成の仕方としては｀ たと
えば[ 1 7. 賑わいの結節点を布石
する］などを蓼考のこと...
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都市C. 北部市街地の構成・・・ (3)

近隣単位としての 一番街7.

・
ー

ー

ー

ー

ー

人々には帰属感をもてる、 空間単位であり社会単位である近隣単位が必要である。

＊＊＊ 

旧町会、 現自治会、 商店街などの組織が協力しあって、 一番街通りをより一層の

自治能力を備えた近隣単位となるよう育んでいく。

「町づくり規範」 「町並み委員会」は、 そのための第1歩となる試みである。 こ

れらは、 自治会の協力を得て、 商店街の規約・組織として運用されているが、 今後、
近隣単位全体のものとして認知されていくように努力する。

ー

ー

ー

ー

ー

i
‘

,'

，
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・ ・ ・ [ 3. 固有な性格をもった地
区が共存する］という原則における

r固有な性格をもった地区」書 そし

て[ 5. 18城下町地区を自樽的なコ
ミュニティとしてたてなおす）とい
う頴則における「自悽的なコミュニ

ティJは、 近隣単位が集まってでき
あがる． この基本構成蔓素としての
近隣皐位が濾立することでr固有な
性格をもった地区」や「自復的なコ
ミュニティ」がいきいきとする．

1)諜題

《人々には帰属感をもてる 、 空間単

位であリ社会単位である近隣単位が

必蔓である． 》

2)歴史的段階
川越にはもともと 、 1 0カ町とよ

ばれる町単位の強固な自治組織があ
った．

3)現状

昭和36年の地誓整環によって ｀

自治会の単位は大幅に変更された．

18町は道をはさんだ構成であったが．

新しい自治会は． その厖環を躇まえ
つつも• 小さい町を解体して道路を
墳界とした. 18町は大きさに大ヽJヽが
あるが 、 空間的な鑓まりとしてはは
る かに明快である．

Ill組祭の実置的な担い手はこの1日
町である. IJ内会再編後も氏子会と

名を変えて． 祭の組織として狡自の

活動を続けている場合がある．志義

会． 金山会． 雪塚会などがそれであ

る．

また． 輯後間もなくの昭和26年
一書街商鑽協同組合が結成されてい
る．

このように一 奮街通りをめぐって
は． 培域的組纏としてIB町、 現自治
会、 商店街組合の3つの組織が ｀ 各

々空間領域を異にしながら並存する

状況に至っている．

4)結捻

《18町会現自治会 。 商店街なビの

組織が協力しあって｀ 一 薔街通りを
ょIJ -層の自治鳶力を偏えた近隣単
位となるよう育んでい<. 『IJづく

リ規範J『IJ並み委員会」は、 その
ための第1歩となる試みである． こ

れらは、 自治会の協力を得て、 商店
街の規約 ・絨織として運用されてい

るが ． 今後． 近隣単位全体のものと
して認知されていくように努力する．．�

5)結這の捐足
さまざまな歴史的経緯のある中．

町づくりの立湯からは｀ ひとまず、

一誓街通りをひとつの近隣単位とし

て捕えていくことが合理的だろう．

商店街の範囲であリ ． 空間的な纏ま

リとして明快だからである．

すなわち.. 「町づくリ規飩J「町

並み委員会」が、 商店街組合だけの

ものでなく、 通りの後ろ側の人々や ｀

仕鐸多歴を含めた全住民のものとな

るよう努力を進めてい＜．
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近隣単位には[ 8. 近隣単位に墳界］

によって遇切な墳界を設ける． 骨格

となる道路（主賽分散路または地区
分散路）は[ 1 4. 平行配置の道籍
で一 方遍行］の犀則によって 一 方通

行なビの措置で交通と生活道躇との
閂立をはかる． 近麟皐位ごとには
[ 3 3. 且近にみどり] [ 3 4. ポ

ケットバ ー ク］を整偏する． そして

[ 2 t. 住宅訂を段階的に構成する］．

鵬場を[ 2 4. 朧住 一体］で配置す

る ・ ・ ・



_J 

都市C. 北部市街地の構成· ・ ・ (4)

8. 近隣単位に境界

-·,• 一--� ·'
―

---

- .:.. - ---―_—\、こ_-_:_______ , 
'• 

·.
� 

近隣単位がその固有の性格を維持するためには 、 その空間的領域が何らかの境界

によってあきらかなことが望ましい．

*** 

一番街通りと他との区別があきらかになるように 、 施設の整備や修最をすすめる。

し凸
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・・・ [ 6. 固有性をもった地区を

適切な境界で画する］でコミュニテ

ィや固有性をもった地区を境界で画
した． 同様に[ 7. 近隣単位）にも
2次的な墳界が必要である．

1)諌題
《近隣単位がその固有の性格を維持

するためには ． その空間的領域が何
らかの境界によってあきらかなこと
が望ましい， }

2)城下町の空間構成と町の単位
原則として 、 一本の通リの角から

角までが 一 つの町であった． すなわ
ち 、 交差点がひとつの近隣単位の端
部であり｀ 町への入リロをなしてい
た． 多くの都市では ． ここに木戸が
あったことが知られているが 、 川越
でも『三芳野名所図絵』に多賀町の
木戸が描がかれている．

'
‘

 

9＊
町
叶
令
債

-`
人
そ
令
虫
a
9
".
a

 図8-1 三芳野名所図絵

交差点は ． 同じり品の幹線道路が十
字に交わる場合は「tLの辻」など特
殊な場合に限られており 、 T字路が
多用されている ． この結果 ． ひとつ
の町は｀ 少なくとも一 瑞が視覚的に
閉じられることになり 、 町に空間的
な 一 体惑が生士れた． また 、 道路が
文わらなくともいわゆる電光型の屈
曲によって 一 本の通りを分割するこ
とも行なわれた •，

ただし 彎 これは原則である． 一番
街のような翌栄した通リでは 一 本の

;Illリがいくつかの町に分割されてい
た． 南町と搬治町がそれである． —
般に緊栄している中心部ほど町の規
横は小さかった．

r斯II武蔵凰土記椙Jの洞越峻下図をもとにして作成した．

この図は、 地還学的にはiE罐とは言えないが、 籟下IJ川鑓

の空間憶成が単耗化した形でほかれている．

図8-2

3)現状
町の領域の 一 体性を保蹟していた

T宇路や屈曲は ． 近代都市には邪魔
ものと見なされたようだ． 昭和8年 ．

志義町のT字路が打ち1友かれて， 本

こうして 一 i名がT字粍で視寛的に閉
じられていた 一 番街通りは素週しに
なってしまった． 「道が抜けちゃっ
て ． 何tこか人がとまらんような気が
して ． 人の流れも変わり ． マチでは
なく通リという感じがして ． ここに
いるのがいやになった. J (鍛治町
の老人の話し 、 『Jq越市史』第4巻 、

706 ベ ー ジ）

4)結捻
《 一 番街通リと他との区別があきら

かになるように施設の整偏や経景
をすすめる． 》

5)結捻の情足
具体的には. 1)南北の入リロを

何らかの形で明示する. 2 l Rの辻・

仲町交差点に近隣単位の結節点とし
てふさわしい空間・施設を堅庸する ．

3) 18町名 ． 墳界等を表示するなど
があげられよう．

* * *

墳界となりうるものは公園 ． 道路 、

小さな駐稟場などである． これらに
ついては以下に次のような原則をと
りあげている. [ 1 3. 駐車場は小
規横なものを分敗配置J [32. n

けさをネットワ ー キング) [ J 3. 
身近にみと

・

リ] [ 3 7. 外部空間に ．

さまざまな意味・機能をさらに重ね
る) [ 4 0 、 人の集まるスポット］．

図8-3
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都市 D. 地区単位相互を関連づける・ ・ ・ (1)

9. 通過交通は外周路へ

市街地にも車がスムースに走り抜ける幹線道路は必要だ。 しかし、 どうすればコ

ミュニティや自然を破壊しないように設けることができるだろうか。

＊＊＊ 

ー

':
I

I
J

199

幹線道路は「通過交通を排除した地区」の外周に接するように設けることが望ま

しい。

.
,．

IJ

,
J

ー

J

I
I
、

'
’
A
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. . .  (4. 逼過交通を雄除する地

区を確保］するために ． 外周路を整

鑓する必要がある．

1)謙題

《市街地にも車がスム ースに走リ悽

ける幹緯道路は必要だ． しかし ｀ ど

うすればコミュニティや自然を破墳

しないように設けることができるだ

ろうか． 》

2)既往計画i

『都市計画』19�0

川越の法定都市計画は ． 昭和8年

2月10日． 埼玉県において最初の

都市計画法適用都市となったことに

始まる
．

． 都市計画街路決定は昭和1

1年5月19日(28路緯 ． 幅員1

2-20m)であった。 しかし 、 事

業は戦争のために中断された． その

後 、 昭和37年3月にこの計画を修

正し、 1 7路緯 ． 合計76km(幅

員12-20m)の新しい道路網を

決定した． （市史第5巻、 P290)

これが現在の都市計画道路網である．

都市計画街路のバタ ーンは 、 2重

の環状線と十字に交わる南北及び東

西道路を組み合わせたものになって

おり 、 必ずしも通過交通排除の意図

を紺底したものとはなっていない．

このうち市街地内の路緯で建設さ

れた街路は 、 東西に縦断する笠帽

ー上江（小仙波）緯だけである． そ

の他の街路は実現の見通しがたって

いない． （都市計画街路のレビュ ー

は次項『市街地整備基本計画』を参

照）

『川越・ 狭山都市計画区域 ． 市街地

整備基本計画』1981/5

「川越市では ． 中心市街地外周の

環状緯及び広域幹緯が主として整備

され、 中心市街地内部の計画路積整

備は少ない． なお 、 内環状線延伸紐

（注；北環状紐）の新規計画決定の

ための作業が進められている．

特に中心部北西部での目的別の交

通処理恨能が不十分で 、 交通混乱を

きたしているため 、 内環状紐の延伸

をはかり 、 完全なル ー ブを形成する

二とが必菫とされる．

現在． 駄前広場整鑓が行なわれて

いる川越駿ほか2駅との遍絡を強化

し 、 分散的商業地区の景約化を図る

ため 、 巾内遁環緯 ー 中央通リ緯 一 束

京川越緯からなる環状ル ー トを再閣

発事業等と併せて早期整備する必甕

がある． ー 薔街など、 伝統的な建造

物の保全が必蔓とされる地区では、

断面変更など既決定の都市計画道路

地区では｀ 歩行考優先ゾ ー ンとして

交通規舗等の強化及びモ ー ルの整鍮

を違めるべきである． また、 駐軍場

の配置についてもできる限り幹緯道

路沿いに設け、 地区内文遇を減らす

べきである． （櫂告書34ペ ー ジ）」

『JII越市歴史的地区環墳整僅街路事

業調査』1986/l
「 • 都市計画道躇中央通緯見直し

の見直しが必要であろう． （報告璽 l 中央通緯の一 番街商店街には文化財

4 1ペ ー ジ）」

『Jil越市都市再開発方針』191:11ん

「（旧城下町）地区内は極力歩行

者を優先するとともに、 昔の町割を

生かした交通体系とする必蔓がある．

このためには、 現在の都市計画道路

のうち必要最小限の路籍整備にとど

め、 ゾ ー ンシステム的な地区交通バ

タ ー ンを形成すべきである• 特に地

区の中央に計画されている中央通リ

繰は｀ 北部市街地の庫造りが残され

ている一 奮街を通過することになる

ため ． この区間では拡幅整偏自体が

問題であるとともに 、 伝続的文化観

光拠点として歩行者系ネットワ ー ク

の軸とすべき路線といえる．

このため北部市街地は ． 基本的に

市街地の外周を囲む ． 川越志木緯・

笠帽上江橋緯· 境町神明町線によリ

外環状緯を形成し 、 通過交通を措陰

する必蔓がある． さらに ． 市街地内

のサ ー ビス幹籍として東京JII越緯

等によるル ー アバタ ー ンが考えられ

る． 原則としてこれら幹..道路内の

である葦造りの町家を始めとして ．

多くの歴史的な違造物が集中してお

り｀ 道路の拡幅はこれらの町なみを

著しく損ねる可縦性がある． そこで ．

この区間の計画を見直す必更がある．

・外周幹緯早期整備の必要性

一番街商店街の交通実態としては ．

6割近くが通過交通であるので 、 こ

れを市内樽環または、 東京川越緯に

振リ分けて文通重を減ずることが望

ましい． そのためには 、 外周幹籍と

なる市内樋環線を早急に整艤する必

蔓がある． 」

『川越市絃合都市交通体系調査』1987-

1 9 8 7年度よリ発足． 道路体系

の只互し調査にはいった．

3)既往外周道路計画の検討と今後

の考え方

昭和42年より建設が進められて

きたJII越環状緯（内環状）は ． 昭和

49年に一 応環状を完成するが、 北

西部分が不完全であった． 現在改め

て完全な環状を形成するための北部

環状緯（内環状延伸緯）を計画決定

する作業が進められている． しかし、

この環状道路は直径が大きすぎ（東

西3km. 南北5 km) . 完成して

も市街地内に発生集中渇をもつ交通

には十分な対慨とならないであろう．

いますこし市街地に近接した外周路

が必要と思われる．

都市計画街路網上は市街地内に市

内箱環緯が設定されている． （東西

1. 25km. 南北2km)しかし｀

この道格は密集した市街地内を通っ

ておI)建設はきわめて困難な見通し

図9 - 1 旧城下町地区のゾ ー ニング I にある． また ． 歴史的街区や赤間川
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の自然に触れるなど ． 守るべき居住

環墳ゾ ー ンを犯してしまう恐れが大

きい．

したがって、 この原則で言う外周

路は ． 上記2つの環状緯の中間に設

定されるべきであろう． そのル ー ト

としては墳町神明町線が適切であろ

ぅ． この街路は北部環状線の設定に

よってひと皮内側に位置付けられる

ことになる． そこで歴史的街区をと

りまく外周路路としての性格付けを

明らかにし、 整備、 拡幅｀ 延伸等を

図る必蔓があろう．

4)、結論

＜幹線道路は「通過交通を排除した

地区Jの外周に接するように設ける

ことが望ましい． 》

寓 亭 拿

外周路は固有な性格をもった地区と

地区の墳界に設けるとよい． その点

について[ 6. 固有な性格をもった

地区を適切な墳界で画する］でとり

あげた ・ ・ ・
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都市D. 地区単位相互を関連づける ・ ・ ・ (1 0)

1 0. 子育てのネットワ ー ク

創造的 、 積極的 、 社会的な人物こそ 、 固有性をもった自律的な町づくりの基本で

ある。 このような環境形成の主体たりうる能力をもった人物はコミュニティの中で

こそ形成される。伝統的な共同体には意識的、 無意識的に子供を育てる仕組があっ

た。 現在では、 その町と子供のかかわりあいが断ち切られがちである。
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学校で教えられただけでなく、 自分で考え、 判断し、 行動する人間が成長するた

めには、 町は最高の教室である。 町の人々が街頭学習に協力するレベルから 、 町づ

くりや町の成り立ちについての理解を助ける活動を行な·う施設を設ける段階まで、

町の中に子育てのネットワ ー クを組み立てる。
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. . . jf! 区単位を相互に結びつける おける子供の社会生活について・ 歴 1さらに重ねる］・..

らない. I資料をもちあわせていない．遅れば
ものは道路など物理的なものとは限 史的なことも現状についても充分な

1)環題
《創造的 、 積極的 、 社会的な人物こ

そ、固有性をもった自律的な町づく
りの基本である．このような環墳形

成の抵力をもった人物を育成してい
かねばならない．伝統的な共同体に
は意蕩的 ． 撫意道的に子供を育てる
仕組があった．現在では｀その町と
子供のかかわリあいが断ち切られが
ちである．》

2)諜題の意味
まず ． 「参考」にあげた伏見の本

から次の 一 文を引用してお<.
「最近の子どもの育ちかから 、 町と

の松合的なかかわリが断ち切られて
しまいました．が ． 伝統的な共同体
は子どもと町とのかかわりにおいて

も意識的 ・ 無意誨的に子供を育てる
仕組みをもっていました．それを今
日の社会にあったものに計画的・意
図的によみがえらせていくには 、 何
が謙題となるでしょうか．」(2 5 
6ペ ー ジ）

また、同じく「参考」にあげたイ
ギリスの「環境教育とは何か」とい
う文献も参照されたい．そこに述べ
られている環墳教育の意味と特筍を
あげてお<.
a. 総合的な学習である
b. 問題志向型学習である
C. 環墳形成のブロセスを学ぶ
d. ポトム ・ アップ ・ アプロ ー チ
e. 体醸重視
f. 受け身の学習にとどめない
g. 運動へ連動する
h. 結益をあらかじめきめつけない
i. コミュニケ ー ション熊力を重視
J. 多様な答えがありうること
k. 年齢を問わない
l . さまざまな技酪 ・ オ熊を活用
m. �, 価を従来のテストに頼らない

せながらも ｀ 「参考」にあげるよう
な文献に学び、調査に取リ組む必甕
があろう．調査項目としては次のよ
うなものがあげられよう．
・地庫盆なピ子供にまつわる年中行

事
• 川越祭における子供の役割
• あそびや道び場所の変遍
• 生活時間の今と昔
・地域社会と子供の関係の今と昔

4)結論
《学校で教えられただけでなく、自

分で考え ． 判断し ． 行動する人間が
成長するためには ． 町は最裏の教童
である．町の人々が街頭学習に協力
するレベルから ． 町づくりや町の成
り立ちについての埋解を助ける活動

を行なう施設を設ける段階まで ． 町
の中に子育てのネットワ ー クを組み
立てる．》

当面の具体的な謙題と
し

ては 疇 計
画中の核施設にこの規範の意図をで
きる限リ盛り込む．

5)参考
『環墳教育とは何か』
細n llnllllrong; 11111● I 1,c.u1● renmenl91 Siuヽ!I, I[[ 
, .. ,,.,11 19●3

『三世代道び場図鐙ー街が倶らの追
び場だ！』19●4/11 

（子どもの道びと街研究会）
『子百ての町・伏見』1997/11

（伏見のまちづくリをかんがえる会、
子どもの生活空間研究グル ー ア）

宣ll: ll: 

まず子供が安心して歩き回れる領域
を確保するために. [ 3 0. 子供の
領域を確保する］．店贖が学校にな
るように. [ 2 4. 臓住 一 体] [ 3 

要性

3 I 子供の生活· 今と昔 ー 調査の必

I
!�ト：：悶くはな閲ヽっ

し

そう豊かになるように、 [ 3 7. 外
われわれは｀川越の忠史的地区に 部空間に 、 さまざまな意味 ・ 概能を
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都市 D. 地区単位相互を関連づける ・ ・ ・ (3)

1 1 . 便利で分かりやすい公共輸送機関

いかに自動車が発達しても 、 1)あらゆる人が自動車を自由に利用することは交

通容量上不可能である、 2)自動車を運転できない人が大勢いる、 という2点から、

公共輸送機関の重要性は依然として大きい。 とくに、 駅から離れ、駐車場の乏しい

一番街は商業的に不利な立地条件におかれており、 商業上からも交通機関の工夫が

必要である。
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バ スをもっと便利で快適にする。 将来の目標として旧城下町地区をめぐる、 わか

りやすいディマンド形式の循環バ スを導入する。

一番街通りは、 一定の条件が整った段階で、 バスのみが双方通行可能なトランジ

ット ・ モ ー ルをめざす。

!• 渇,..,.,.,.,.,:.:-,,,:・！硲'*"'''"・！・！・；磁奴«·:•:•:,:-:-:-:-沿-:-:滓·ぶ•!•!⇔:. ,.,,,,,,,:,:-泣·玲碑：·!·!·碑·!X·!·:·:澤魯：心X・！魯冷泌殴；.,: ・:-:-:-:,:・：・丸ぷ盛：•ぶ,:,:-:-:-:-:-:•>:•:笠-:-:-:-:,,:,泌岱ぷ沿沿�-,,,.�"'-'吟泌,,...,. .,,,, や翌魯冷硲必滋粟,:,:,:,:ぶ・X・心以,,,.,.,.,:,:,,ぇ：•:!•!•!•:-:,,:,:-:,,,:
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・ ・ ・ [ 4. 通過交通を推除する地
区を確保］したら． その内部をでき
るだけ便利な公共輸送機関でネット
ワ ー クする必要がある．

1)謙題
《いかに自動寧が発達しても. 1)

あらゆる人が自動軍を自由に利用す

ることは交通容量上不可能である 、

2)自動車を遍転できない人が大塾
いる 、 という2点から 、 公共輸送檀
閲の重要性は依然として大きい． と
くに、 駅から離れ 、 駐車場の乏しい
一番街は商業的に不利な立地条件に
おかれておリ 、 商業上からも交通遺

雑による定時運行の困翼． などの問
題点は大きい．

また｀ 蔵造りの町並み． 喜多院 、

本丸御殿など観光拠点が広範囲に点
在しておリ 、 それらをすべて歩いて
回ることはかなり困難であふ アメ
リカの各都市が遍行しているような�
ルー トが明確で 書 預発しており、 寧
体も目立つ 、 拠点めぐリの遁環式の
ミニバスを逼入することが望ましい．

なお｀ ー香街通リの範囲には東側
に4ヵ所｀ 西側に3ヵ所のバス停が
設置されている． はじめての人は大
変戸惑う．

閲の工夫が必要である. > I 4 >既往計画

2)来街者の交通手段
『コミュイニティマ ー ト親告書』

よリまとめる ・ ・ ・ 買物客釆街者の
約45%が徒歩国内の店（主者であリ ．

約'.:j 1 %が市内徒歩l11からの来街で
ある． また16%が埼玉県下からの
来街である． これに対し 、 観光客は
市内居住者は少なく、 市外客が約9
1%を占め 、 うち埼玉県下が43%
と最も多い．

貫い物吝に徒歩圏内尼住者が多い
ので． 徒歩手段がこれとほぽ同比亭
となってい・るが輸送手段の利用者
全体に対する割合は ． 自転車 ・ バイ
ク34%、 鉄道3 2%. パス20%.
そして自家用車14%となっている．
(1 9 8 5年11月謂査． 街頭で呼

び止める調査のため 電 自動車利用者
が少なくなっている． 観光客は9知道
が圧倒的だが、 駅からどう来たのか ．

それをどう感じたのかは謂査されて
いないもよう． ）

3)現在の公共輸送
パス躇緯網は. Jil絨駿 、 木Jil越駅

の両駅を中心として3社31系統が

運行されている． うち ー香街には
ーー系統が通リ 、 北部と結ぶ幹緯と
なっている． したがって ．

ー 誓街地

区は公共交通上決して不便な場所に
あるわけではない． しかし ｀ それで
もなお（パスというものが）初めて

の人には分かリにくいこと 、 文jJII浪

『Iii越市観光診断S』19●Ill 
(「連馨寺付近の商店街に提翠する」

として） 「 ・ ・ • なお ． ひとつの夢
の提案であるが 、 道路の拡幅とあわ
せて ． 本 JII 越駅前から 、 遠馨寺前を
通り蔵造り老舗街をむすぷ ．

” 鉄道
馬寧” とか ． ＂古典的市電 ” （単緯
で充分）を走らせ 、 全体的に” 明治
ム ー ド～ を演出想像すると共に ． 観

光客の足の譴保を考えてはどうだろ
ぅ． 自動皐交通とのパランスを考え
ながら ． こんなロマンチックな交通
施設がでされば ． それだけでも非常

にユニ ー クな観光施設になると考え
るのである. J (p139) 

『川越市都市再開発方針』1915/S
「特に都市輪として位置付けられる

中央通りについては ． 現況の幅員で
対処するものとして次の墨儡が考え
られる．

a. 当面、 周辺の主蔓街路の文差点
改良とあわせ、 一方通行化をはかり．

歩道整偏（コミュニティ道詑化）を
実施する．
b. 惰助幹緯道躇（都市計画道路）

の整備及び共同駐車場の整偏を進め
つつ ． トランジットモ ー ル化を図る．

c. 上記整備とあわせて地区（ゾ ー

ン）内道路の歩行者優先化を図る． 」

5)結溢
《バスをもっ ＇と便利で快適にする．

将来の目樗として18城下町地区をめ

-32-

ぐる ． わかりやすいディマンド形式
の園環バスを湿入する． ー醤街通り
は ． 一定の条件が整った段階で. J\ 
スのみが双方通行可能なトランジッ
ト ・ モ ー ルをめざす． 》

富 宣 拿

バス停は[ 2 8. 歩行者と車のネッ
トワ ー ク］にあわせて設置する． ま
たバスを持つ間のバス停付近は居心
地のよい空間でなければならない．
この点については[ 4 0. 人の集よ
るスボット］で扱う ・ ・ ・
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都市 E. 地区環境を守るための原則をたてる ・ ・ ・ (1)

1 2. 建築の高さは3階が限度

高層住居に生活することは精神衛生上の問題が大きい。 一方、 一番街周辺では、

高層マンションの建設が次々と表面化しており、紛争がたえない。

＊＊＊ 

建物の階数は3階を限度とする。
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・ ・ • ここまでの原則で市街地の平

面的な形はぽぼ固まってきた． 次に

垂直方向を考えよう• 高さでは中心

部ほど高いというのが一 般的な都市

の姿だ． しかし ． 中心部でも遠築の

高さには制限があるべきだという理

由がある．

1)謙題

（高層住居に生活することは精神衛

生上の問題が大きい． 一方 ．

一 番街

周辺では ． 高層マンションの建設が

次々と表面化しており ． 紛争がたえ

ない． 》

2) 高層建築の問題点

地価の高い都市に大関の人が生活

するためには住宅の高層化をすすめ

るべきだという議論が多い． しかし 疇

以下に述べる2つの理由によって ．

川越の ． 特に歴史的地区では高層マ

ンションを排除すべきであろう．

a. 高層屈住の問踵

まず。 高層住名の基本的な問題が

ある． すなわち 、 高屠における居住

が住民の精神衛生上にもたらすかず

かずの影響である． 流産率が増加す

る． 子供の生活体闊が不健全に歪め

られる 、 老人が閉じこもりっ放しに

なる ． などがよくあげられる問題点

だ．

b. 低層市街地における高層建築の

問題点

第2は＊ 低層の市街地に高層建築

高さ ・様式等に関して周辺の建物と

の調和 、 そしてある程度の統 一 を第

1に考える慣習が暗黙に ． しかし有

力に存在したおかげで 彎 町並みの美

観が保たれると同時に 、 住民各自の

日照 ・ 採光・ 通風与の環墳上の利益

が保類されてきた. J (楠本安這
r r生きた法」 ・ 法曹法としての日

照糧」ジュリスト増刊• 特集日照権、

1974年 1月）

3)高層建築の動向
一 薔街周辺で最初に高層マンショ

ンが問題となったのは、 いわゆる仲

町のマンションで. 197 0年代の

前半である． 反対運動のため建設が

遅れたが ． 結1;;1978年. 1 1階

建てで建設が強行された． この年は

同じく仲町に8階建て生協マンショ

ンが建てられた．

このようなマンションの攻勢は ．

その後 一 時衰えていたが 、 この数年

再び猛烈な勁いとなってきた． 当初

は駿に近い南部に集中した• 特に通

町と新富町にはさまれた通リはマン

ション街ともいうべき町並みへ変貌

した． そして歴史的街区でも． 遍馨

寺真の高層マンション完成に続いて

マンション計illlが次々と表薗化し始

めた．

一薔街通リそのものでは ． 具体化し

たマンション計画はまだないと思わ

れるが（話しとしては多くあると思

われる） ． すぐ周辺にはさまざまな

がそびえたつことの問題である． マ l 計画が迫っている． また． 地権者自

ンションといえば、 日照 ． 電波障害

などが各地で争われてきた． しかし ．

このような物理的障害だけが、 たと

えば仲町交差点入リロの長谷エマン

ションをめぐっ--c「あの湯所にマン

ションはふさわしくない」と譜も

が抱いた直感を説明しているわけで

はない． この点については次の文章

が本質をついているといえよう．

「伝統的な日本の都市の住宅地は ．

今日では多くの問題があるにしてる

も 書 やはりそこにはよかれあしかれ

土地＝空間利用の秩序があリ 、 それ

に見合う社会的合意＝慣習が存在し

た． 街なかに家を建てる以上 ｀ 位置 ・

身による小規積マンションは ｀ 景気

の動向にかかわリなくatlil 、 遠設が

みられる．

4)既往計画

『都市計画』1956-

旧城下町地区の都市計画による用

途地域は ． 川越城周辺のごく一 部が

第2種住尼専用地域に指定されてい

るのを除いて 、 商業地域（建蔽卒8

0%、 容積率4 0 0%)、 近隣商業

地域(2 0 0%. 8 0%) 噌 ｛主尼地

域(2 0 0 %. 6 0 %)である． ―

番街とその周辺は賛寿院門前を除い

てすべて商業地域である• 高度地区
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の規制はない． したがって｀ 法ぼJ::.

は相当に高い建物が可鉗である．

これまで一 薔街通リに高層マンショ

ンが建てられなかった理由は ． 古い

町特有の繍長い地割 一 筆だけでは大

きな達物が建てにくいという点と．

住民が土柁高度利用の切迫した事情

をもたないという点にあった． 一方、

マンション違出を促す蔓因としては．

地価が比餃的安いこと ． 都市的施設

がよく整っていること． 蔵の町とい

う魅力などがあげられよう．

『都市景餓審蟻委員会』1987-

川越市は. 1987年9月5日 ． 景

観審議会を発足させた． その審議の

結果が待たれる．

5)結論へ向けて

川越歴史的地区の建築は 、 人間の

生活空間としての望ましさという点

と、 低屠の伝統的町並みとの調和と

いう2点から． 高さを低くおさえる

べきであろう． 前者の観点からは ．

エレペータ ー を使わないですむ4階

という限度が濁かれる． 後者の観点

からは、 伝続的町並みと1階以上の

差をつけないという意味で3階とい

う隈廣が鵠かれる．

6)結論

《建物の階歎は3階を限度とする． 》

拿 拿 拿

冥際の建築の高さは. [ 4 1. 建物

は 一 体でなく棟に分けて] [ 4 2. 

高さは周囲を見てきめる］にしたが

って. 3階が限度という範囲内で棟

ごとに高さをきめる． ただし[ 3 5. 

登ってみれる高いところ］は例外で

ある . . .
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都市E. 地区環境を守るための原則をたてる ・ . . (2)

1 3. 駐車場は小規模なものを分散配置
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大きすぎる駐車場は地区の環境を破壊する。

* * *

駐車場は小規模なものを分散して配置する。
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・ ・ ・駐車場がどのような形で供給
されるかによって. [ 4. 通過交通
を排除する地区）の 一 体性や 、 [ 5. 
自律的なコミュニティ] [ 7. 近隣
単位（町内）］のn,墨性がきまる．
まず、 この原則では数重的な限度を
検討する．

1)謙題
《大きすぎる駐車場は地区の環墳を

破墳する． 》

2)駐車場の現状
一番街にはないが、 デバ ー ト． 公

共施設のまわりは駐箪場で蚕食され
つつある． 周辺の町の組蟻は完全に
解体されつつあるといってよい. 18 
城下町地区でこのような事舷が発生
することは回避せねばならない．

一誉街にかかわる駐車場は図のと
おリ• 特に·賛寿院参道入リロの向か
い側は駐箪場の空地が集中しており．
駐車場によるIJ並みの解体が懸念さ
れる． ただし ．

一 奮街の場合 、 これ
らの空地はあくまでも 一 時的な利用
形舷であって、 町の活性化によって
は建物が達てられる可抵性が高いと
も判断できる． とすれば、 これから
ますます不足すると思われる駐車場
をどうするかという環踵がむしろ重
蔓といえよう．

このうち公共的駐車場は3ヵ所あり 、

比較的均等に分布している． ただし ．

これらのうち2ヵ所は将来とも駐車
場であることが保障されない敷地で
ある．

『コミュニティマ ー ト饉告書』によ
れば 、 現在の駐草場台数は自家用車
203台． 客用17 8台であリ、 さ
らに今後自家用206台． 客用26
1台計467台に及ぷ駐車場が必畏

とされている． （経営者意向調査に
よる）そして ． 活性化後の完リ場面
積から権定すると ． 約750台分の
来街者用駐車場を敷箇所に分散して
確保する必要があるという． 一 方、
駐事場は． 現在一 番街周辺の 、 1 5 
Om以内の範囲に約750台. 2 0 
Om以内飩囲には約1千台分が点在
している．

3)既往計画
『川越市広域商禦診断勧告書』1915/J
「 一 番街では銀行 、 亀琶、 等の私的

なものと市営を含めて7ヵ所ある．
街の商業力が市全体と比較して高い
のは、 伽人の努力t,さることながら
有効な駐車力を持つことも原因する
ものと思われる． 特に｀ 墳玉級行の
駐車場は有効にきき｀ 金融蠣関と商
業の遠帯の好例として評価できる．
駐車場閏100mでその影響範囲を
みれば 、 一薔街全体が力I\ ー されて
いる．
今後． 容量の拡大努力とと t に駐車
場の街路側の空虚感を打破すべく 、

商業的な雰囲気を鵠成するためのデ
ザイン与の謙閥を解決する努力が必
喪である． 」(P 6 9)
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4)結迄
《駐車場は小規槙なものを分散して

配置する． 》

5)結捻の樋足
アレキサンダ ー 『バタンランゲ ー

ジ』には. 4 ha以内の1バ ー キン
グ・ ゾ ー ンあたリ、 面積で9%以下 、

台歎で75台/1 ha以下という目
安が記戯されている． ー着街でこの
基準を溝たせなくなることはまずな
いと思われるが、 さらに次の点に注
童しよう．

上の基準までにはほピ遠いとはい
ぇ ． やはリ 、 これ以上駐車場のため
の空地が増大することは望ましくな
ぃ． 持に、 現在の駐車場になってい
る敷地のさらに隣が駐車場になるこ
とはぜひ避けるべきだろう． 必蔓台
戴の確保は｀ 現在あるものの容量拡
大、 そして利用の合理化によって違
成するべきだろう． また疇 配置の遇
性化も大きな謙題である．

寓 ＊宣

駐車場の具体的な形については(4
5. 駐車場はなるべく車が見えない
ように］でとりあげる ・ ・ ・



都市E. 地区環境を守るための原則をたてる ・ ・ ・ (3)

1 4. 主要な通りを生活の場にとりもどす

＇̀’ー．

ー·

市街地内の自動車交通をスムースに流すことと、 社会生活の骨格としての街路の

性格を守ることを両立させるには？

＊＊＊ 

自動車をスムー スに流すため、 また歩行者空間を確保するため、 主要分散路の一

方通行化をすすめる。 当面は時限的に実施し 、 適切な外郭環状道路完成後 、 本格的

に実行する。

， 
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・・・[ 4. 通遇交通を構輪する地
区を濾保］した． この地区の内部に

は段階情成をもった街躇を竪欄する．

段階とは幹緯街ffl. 主甕分散謁 、 地

区分散路｀ 歩行者系街路の4fi階で

ある． このうぢ通週文通を浪す幹緯

街詑は. [ 9. 通遇交通は外閲路へ］

の原則により地区の外悶に設ける．

つづく主夏分散詑は 、 「通遇交通惰

鯰地区」を構成するコミュニティの

骨格となるものである． この道格は 、

地区内の主要な交通をスム ースにさ

ばくと同時に ． コミュニティ生活の
核ともならなければならない．

1)謙題

《市街地内の自動車交通をスム ース

に演すことと、 社会生活の骨格とし

ての街路の性格を守ることを岡立さ

せるには？＞

2)地区文通の考え方

ここでいう主要な通りとは、 一 着

街亀 仲町 ． 元町 、 喜多IJなどの主聾

分散躇である．

このような通りでは4叉詑の交差

点が交通の潰れのネックである• 特

に右祈皐が障害となりやすい． そこ

で車をスムー スに浪すためには ． 主

蔓な分散路から文差点の歎を減らす
ことが必要となる．

そのためには 一方遍行のシステム
を採用することが有効である． 一方

通行のシステムは｀ 楕数の主覆分散

路を｀ 平行に｀ 幹線である環状外周

陀をつなぐように配置して組み立て

る．

3)交通規制の現状
真道の 一 部に 一 方通行があるだけ

である．
（図14 - 1参照）

4)既往計illl

『Jtl越都巾再開発方針』199'/3

「特に都市軸として位置付けられる

中央通リ（一 番街）については、 現

況の幅員で対処するものとして次の

整備が考えられる．

a. 当面 ｀ 閾辺の主賽街路の交差点
改良とあわせ ．

一 方遍行化を図り歩

道整儡（コミュニティ遍躇化）を真

慶する．
b. 樋肋幹緯街躇（都市ltll道路）
の豊饂及び共同輩車場の豊IIを週め

つつ ． トランジットモ ー ル（公共文

通のみ）化を図る．

c. 上記墾偏とあわせて地区（ゾ ー

ン）内道躇の歩行者優先化を図る. J

（帽告●35ベ ージ）

5)住民の憲見（昨年アンケ ー トの
結果）

一 曾街商店街組合では. 1986 

年度作票の鯰1ものため、 線合員を対

象にr交通問題に関するアンケ ー ト
謂査J (1987年3月78配布）

を行なった．

歩道を設けること 、 （歩道幅を2

mとすると車道幅は6mとなるとい
う前提の下での問に対し、 結果は次
のようになった．

a)詑上鯰事について（計45回答）

• 駐車場を別に用戴して前面禁止

(1 1) · 駐車場を墾偏するとして

も 。 ある租度の躇上駐車の余地を残

す(2 3) · いまのまま、 ピこで t

自由に路上駐車できるようにしてお

く(11) 

b)車道の便い方（計40回答）

・対面遍行 ｀ 躇上駐事全面錆止(2
2) ・ 一 方通行｀ 残った躇幅で路上

駐車可(17) ・現状でよい(1)

C)駐車帯の位置（計31回答）

断つことになるJとの意貝が根嶺い．

これ以上の鴫這は[ 1 8. 回道踏）
の項にゆずるが結捻としては「段

階的な 一 方週行への移行」に蕩ち雹
いた． （以上． 詳縄は『』）

6)結這

《自動皐をスムー スに浪すため｀ ま

た歩行着空間を濾保するため｀ 主璽

分散路の 一方通行化をすすめる． 当

園は時隕的に冥慶し ． 遍切な外郭環

状道路完成愴、 本格的に実行する． ＞

7 .)結這の褐足
一方遍行については、 一誓街還リ

と江戸街道という主費な通りが平行

であることを利用し 、 それぞれ反対

方向の 一方瀑行陀となるよう交通体

系を組み立てるとともに、 街躇断薗

の整饂を遵めるなどの方法が考えら

れる．

拿 拿 拿

主襲分散mに続いて地区分散躇と歩

行者系街路を設定し. [ 2 8. 歩行

甚と車のネットワ ー ク）を観み立て

る． 歩行者系街路はできる限り車の

道と直文するようにする． 閂者が 一

致する場合は[ 2 9. 歩車共存のエ
夫］が必蔓である． また． 交差点の
改良も有効な方法となる．

• 東(1) . 西(1) . 享道蛇行で

東西稟分(8) . 自分の店の前に 戸0月E屈研

門璽三五：虐璽
• ぜひ北行き(4) ・ ぜひ南行き

(4) . 時間 ｀ 曜Bで宜更(2)
もっと詳しく調査してみないとな

んともいえない(2 5) · 一方還

行に反対(3)

このように地元では ．

一 方通行か

双方通行かについて半々に意見が分

かれた• 特に「自由に車で買い物に
来れる 一 香街にとっては ． 生命緯を
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ー 都市E. 地区環境を守るための原則をたてる ・ . . (4)

1 5 . 神聖な空間の保存

人は精神的なルー ツ、 過去とのつながりを、 実際の土地に刻まれた痕跡の中に求

めようとする。

* * *

社寺境内を、 その周辺を含め開発の手から保護すること。 さらに、植樹等神聖な

空間としての整備を進めたい。
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.. . 都市 ｀ コミュニティ． そして
近隣単位とどんな地区にもその地域

そして人々のル ー ツを象筍する特別
の場所があるものである． それは自
然的な t のの場合もあるし、 歴史的

なランドマー クである場合もある．

1)謙闘

《人は精神的なル ー ツ、 過去とのつ

ながりを 、 実際の土地に刻まれた瞑

跡の中に求めようとする． 》

2)寺社 、 ホコラ 、 その他の分布
川越の歴史的地区には 、 大小さま

ざまの寺院、 神社 、 ほこらが数多く
分布している． とくに大きな境内地
は市街地を取リ巻いて樟地帯を形成

図1 5 - 1神聖な空間の分布

3)現状と問題点

境内そのものとその周辺とに「D,謹

をわけて考える必要があるだろう．

a. 墳内地

墳内地そのものが大規横に開発さ

れるという危険は現在のところ乏し

ぃ． しかし ． 境内地にも建物が増え ．

樹木が伐採されるなどの変化が徐々

におきている． 樹木は芸ち葉に悩ま

される近隣の人々の要辺で伐採され
ることもあるようだ．

b. 周辺
大きな変化はむしろ問辺で観察さ

れる． 最悪の例は連馨寺真のマンシ
ョンであろう． このマンションは連

誓寺への給道の廷長緯上にそびえた

った． あたかもマンションが本堂の

ようだ． 墳内地に近接してマンショ

ンが建てられるケ ー スは、 このほか

喜多院周辺でも発生している．

4)結論
《社寺墳内を ． その周辺を含め開発

の手から9呆讀すること． さらに ． 植

樹等神聖な空間としての整傭を達め
たい． 》

寓 事 ＊

このような場所は人々がゆったリと

くつろげる場所に位置付けられてい
るべきである． そこで c 3 2. n け
さをネットワ ー キング］する必蔓が
生まれる． とりわけそこへのアアロ

ーチがしっかりと守られていること

が必要だ． そこで[ 3 6. 神聖な場

所へ至る空間秩序］が大切になる ・ ・
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l

都市E. 地区環境を守るための原則をたてる . . . (5) 

1 6. 年齢バランスのとれたコミュニティ

川越の歴史的地区では高齢化の傾向が著しい。 コミュニティがいきいきとしてい

るためには、年齢構成が適切に保たれていなければならない。 そして、各年齢にふ

さわしい生活・活動の場が用意されていなけれはならない。

＊＊＊ 

住宅を増やす修復型の再開発をすすめよう。

若者が店を開きやすい条件をととのえたり、 高齢者に社会活動の場をしつらえるな

ど、 人生の各段階で必要となる場をコミュニティの中に用意していきたい。
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•.. ひとつひとつの[ 5. 自揖的
なコミュニティ］の中に 、 さまざま
なライフサイクルの段階にあるひと
とおリの人生経騒が展開されている
べきである．このことは[ 7. 近隣
単位］においてもある程度あてはま
ることだろう．これをどう実現する
か？

1)揖題
《川越の歴史的地区では高齢化の傾

向が著しい。コミュニティがいきい
きとしているためには｀年齢構成が
適切に保たれていなければならない．
そして 、 各年齢にふさわしい生活・
活動の場が用意されていなければな
らない．》

2)高齢化の実態
各町ごとの人口増減(62/1/

t -52/1/1) 、 及び65寇以
上人Uの全人Uに占める割合(6 :l 
/ 1 / 1)は次のとおリ． （いずれ
も住民基本台帳による）

幸 町； 483-565=-82 
89/483=18. 4% 

元町1:451-617=-118; 
97/473=20. 5% 

元町2;473-591=-118;
103/473=21. 8% 

仲 町； 934-737=105; 
111/934=11. 9% 

喜多町； 421-=; 
63/421=15. 0% 

大手町； 628-772=-144: 
110/628=17. 5% 

65冠以上人口の観人口に対する
割合は、川越巾全体では6. 3%に
すぎない(1 9 8 2年）．いっぼう
わが田全体では19 8 5年に10%
強となった. 2 0 0 0年に16%強
になると予測されている．ー誉街周
辺のかなりの町がそれを先取リして
いるといえよう．すなわち川越の歴
史的地区には一 足も二足も早く高齢
化社会が訪れているのである．
コミュニティマ ー ト 浜野案（シル
クブレイス）

3)結論
《住宅を増やす修復型の再開発をす

すめよう• 若者が店を開きやすい条
件をととのえたり 、 高齢者に社会活
動の場をしつらえるなど 、 人生の各
段階で必要となる場をコミュニティ
の中に用意していきたい．》

人生の節目の鐸台を保障するのは
[ 3 6. 神聖な場所へ至る窒間秩序］

である．そして各ライフステー ジを
文える原則としては次のようなもの
がある. [ 2 0. さまざまなライフ
ステ ー ジの家族が隣り合う] [ 2 3. 
高齢者が安心して住める町] [ 2 4. 
随住 一 体] (2 5. 活動の拠点づく
リJ [ 3 0. 子供の領域を譴保する］
[ 3 7. 外部空間にさまざまな意味·

槻船をさらに重ねる］

"
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目
目
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目
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都市F. 中心をたてなおし、 賑わいを取り戻す・ ・ ・ (1)

1 7. 賑わいの結節点を布石する
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活動は分散させてしまうのではなく、 集中させ、 賑わいを作り出す必要がある。

それが新たな賑わいを呼ぶからだ。

*** 
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賑わいの結節点を 250-300m ごとに布石する。

一番街では、 札の辻周辺、 鐘突き通りとのT字路、 仲町交差点の3ヵ所を結節点と

して登備する。結節点には小さな広場を設け、 その周辺を賑わいをもたらすような

コミュニティ施設や店舗で固める。

ぷ硲碑.., ぶ·涵澤匹ふ,,x…=玲や魯殴,:.,:,,,:-:澤碑·=·泌,,泌9魯X泌»»»>X一碑.,,,,,岱以ふ沿公泌淡訟·碑·ぷ奴巡釈玲·碑·母心ぶ玲沿沿心泌ぷ吟W岱ぃゅX泌ふ公盛»函泌巡滋泌9、海沿"魯沿魯心魯魯泣

1.98 8年4月1 4日町並み委員会決定
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・ ・ ・ [ 7. 近隣単位] [ 1 8. プ

ロムナ ー ド] [ 2 8. 歩行考と軍の
ネットワ ー ク）などの瞑則の実現を

促すための結節点（ノ ー ド）をつく

る規飩である． このような結節点は．

[ 5. 自律的なコミュニティ）[ 6.

固有な地区の境界）[ 7. 近隣単位）

[ 8. 近隣皐位の墳界］などが相互

に閲係しあう場の中に． 中心をきめ

る都市楕造上の作用が働いて生み出

されるものといえよう．

1)課閥

《活動は分散させてしまうのではな

く、 集中させ 、 賑わいを作リ出す必

夏がある． それが新たな賑わいを呼
ぷからだ． 》

2)中心をつくるための条件

活動を集中させ 、 賑わいを生み出

すための甕件は次のようなものであ
る．

a. 歩行者用の道路が集まってくる

地点であること．

b. 小さな～ 点” であること．

C• お互いに違携関係をもつさまざ

まな施設が集中していること．
d. コミュニティ内に遇切に布石さ

れていること．

3)拡散する結節点

城下町時代は、 Rの辻が一つの重

雙な結節点として概能していたであ

ろう． ここは大手門からの通りと商
．

 

-

人町の主軸とが文差する地点であっ
た． そして喧ーの四つ辻であった．

そのほか． 町と町が交わるT字路が

副次的な結節点の役割を累たしたで
あろう．

これら結接点は、 現在ではその役

割を果たしていない． 仲町などでは

T字J&の形舷がこわされた． また、

自動寧のため. T字路は必ずしも人

間的な空間でなくなった． そしてこ

れらに代わる結接点は現われなかっ

た． 都市のアクティヴィティは有効

に集められず ． 賑わいは拡散してし

まったのだ．

4)既往計画

『川越市都市再開発方針』198'/J

「かつて城下町商業の中心地として

栄えた一奮街周辺地区には、 戴造リ

の老籟や時の籟、 醸造り資料館等の
商纂 ・ 観光l11での雙素が多い． しか
しこれらが 一書街の中央部に位置し

ていることもあり． 商業・観光とし

ての環墳から見ると回道性の乏しい

構造となっている． これを高めるた

めには一奮街の北の入リロに当たる

札の辻周辺に集客拠点となる施設整

偏が温まれる． 現在この地区は問匿

団地への移転によリ仕算屋化 ・空き

屋化が著しいこともあり 、 ・ ・ ・

（略） ・ ・ • これらの整艤手法とし

ては市街地再開発事業等が考えられ

る ・ ・ ・」(P 3 8)
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5)結霜

＜謳わいの緒節占を250-300

mごとに布石する． ー奮街では. tL 

の辻悶辺． 籟突き通りとのT字路｀

仲IJ文差点の3ヵ所を結節点として

整偏する． 結節点には小さな広場を

設け、 その因辺を謳わいをもたらす

ようなコミュニティ饒設や店舗で固

める． 》

6)結捻の楢足

選んだ3地点はいずれも交差点で

ある． 現状では ． 自動車交通が激し

く、 文通震の餞減が前提となろう．

しかし． いずれも小広場がすでにあ

る力＼計画されている． ただし、 賑

わいをもたらすという点では逆効果

になっており． 改善の余地がある．

なお、 それぞれの近辺には核的施

設が計國されておリ ． それとの違携

が重賽となろう． 札の辻では仮9ぶス
トリ ー トミュ ー ジアム、9●撞き通リ

T字路では時の.. とその下のポケッ

トバ ー ク． 仲IJ交差点では18山古デ

バ ー トの活用などである． ただしい

ずれも若干の距鑓があり． あるいは

これら施設の前面をを露わいの結節

点としていくことのほうが只冥的と

いえるかもしれない・ 現段階では結

墟を下せない．

もちろん｀ 一書街以外でもこのよ

うな結節点が設定され． ネットワ

ークを形成していくことが望ましい．

拿 掌 拿

これらの結節点をもっとも主雙な歩

行者系街路である[ 1 8. 回道路

（アロムナ ー ド）］でつなぐ． なか

でも特別な結節点は[ 1 9. 夜の戸

外生活も峯しく］なるようしつらえ

る． 賑わいの結節点は、 [ 5 7. 次

々に員味を引く街路景観の展開を演

出する］ためのポイントでもある．

結節点の中心は[ 3 4. ポケットバ
ー ク］である． そのまわリは[ 2 4. 

朧住一体コミュニティ] [ 2 5. 活

動の拠点] [ 3 9. 基本としての個

人商店] (4 o. 人の集まるスポッ

ト］などでかためる ・ ・ ·
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都市F. 中心をたてなおし、 賑わいを取り戻す・ ・ · (2)

1 8. 回遊路（プロムナ ー ド）

コミュニティには、 社会生活の中心となる 、 人々が出会う場が必要である。

*** 

コミュニティにおいて、 社会生活の中心となる人々の出会いの場で、 最も基本的

なものは街路である。

コミュニティの中心部にあるそのような街路をプロムナ ー ドとして整備する。 プ

ロムナ ー ドは「賑わいの結節点」をつなぐ。 賑わいの結節点の魅力を充分に高め、

その間のプロムナ ー ドをたえず人々が行き来するようにする。

一番街をプロムナ ー ドとして整備する。

,..,_,,,,, ゃ,,,応-»:,やか心奴ぶやぷ沿：.,,,,, ・X・；.沿·沿.,:.沿.;.,:・沿；.ヽ：以'"沿：•：•泌沿·沿：.,.,,., 公や松沿""心"""心..,,.,.ぇ：.,,.,., ふ,::-=・·»»e<,:o,-<,mm,m:・：.,.,.,:.; ・,.,.,.魯：.,,;. 泣·ン：•岱ぷ,,,,ぷ·ぷ奴.,,,.,.,:.,:・X・9年.,.,.,.,.,.,_.,,.,.,.,.,.,.平.;;や公玲：····"'臨·立.,.,

1988年4月1 4日町並み委員会決定
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・ [ 5. 自揖的なコミュニティ］ いる車優先の道路から人々（歩行者） ことが望ましい． アロムナ ー ドの相

のパックポ ー ンとなるのがアロムナ のみちへと変質させ 。 確冥に歩行空 当の部分は商店街をなすことになる

ードである． ひとびとの流れを生み 間を保つことにある． 」（帽告書1 はずである． そこで[ 2 6. 個人商

だし 、 [ 1 7. 賑わいの結節点］の 0 1ベ ー ジ） 店が集まって商店街を作る］． ここ

形成を助けるのである． では当然[ 3 1 . 祭の鐸台にもなる

1)課題

（コミュニティには 、 社会生活の中

心となる 、 人々が出会う場が必要で

ある． 》

2)既往計画

『JII越市都市再開発方針』1983/3

「特に都市軸として位置付けられる

中央通リ(-香街）については 、 現

況の幅員で対処するものとして次の

整爛が考えられる．

a. 当面、 周辺の主要街路の交差点

改良とあわせ ． 一方通行化を図り歩

道整傭（コミュニティ道路化）を実

施する．

b. i畜助幹紐街躇（都市計画道路）

の整傭及び共同駐車場の竪偏を進め

つつ 、 トランジットモ ー ル（公共交

通のみ）化を図る．

c. 上記整備とあわせて地区（ゾ ー

ン）内道路の歩行者優先化を図る. J 

(t月告喜35ペ ー ジ）

『コミュニティマ ー ト1肩阻』1986ん

「貴重な蔵づくりを含めた歴史的な

町なみの景観や商いという面から考

えると、 モ ー ル化計画においては 、

将来的な展望からは 一方通行が望ま

しいが 、 現実にはこの地区唯 一 の幹

紐道路てあることや現在の問業構成

等から、 木計画では車の双方通行を

前提とした歩車共存のモ ー ル化を行

なうものとした． その主な目的は従

来． 車利用の固定客が主体となって

（ 

図18-2 モ ー ルのイメ ー ジ

3)結捻

《コミュニティにおいて 、 社会生活

の中心となる人々の出会いの場で�

最も基本的なものは街路である． コ

ミュニティの中心部にあるそのよう

な街花をアロムナ ー ドとして整偏す

る． ブロムナ ー ドは「賑わいの結節

点」をつなぐ． 賑わいの結節点の魅

力を充分に高め 、 その間のブロムナ

ードをたえず人々が行き来するよう

にする． ー 香街をプロムナ ー ドとし

て整煽する． 》

4)結溢の�· 足
一 呑街通リをアロムナ ー ド化する

ことについては、 ほとんどの人々の

意見が一 致するところである． しか

し、 自動軍の扱いなど商店街の基本

的性格にかかわることについては

さまざまな意見がある. [ 1 4. 主

要な通りを生活の場にとリもどす］

項参考のこと．

拿 拿 拿

[ 1 9. 夜の戸外生活も峯しく］な

るよう． ある部分は夜もあいている

図1 8 - 1 モ ー ルのイメ ー ジ ． 部分拡大図
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空間づくリ］が必蔓だ． アロムナ ー

ドに面した漣物は[ 5 5. 達物の正

面を遍続させて街J&空間を形づくる］

ものであることが大切である． 街路

空間については 一 誓街の場合 ． 歩行

者専用道路とすることは当面不可蹂

なので[ 2 9. 歩事共存の工夫］を

する．
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都市F. 中心をたてなおし、 賑わいを取り戻す・ ・ ・ (3)

1 9. 夜の戸外生活も楽しく

夜になると大部分のお店は閉じてしまう． 本屋さん、 ラーメン屋さん、 飲み屋さん

など、 夜開いているお店もあるが、 孤立 ・ 点在しており、 夜の都市生活を支えるの

にはいささかさびしい。

＊＊＊ 

明る＜安全なナイトスポットをつくる。 そこにはできる限り夜も営業する店舗を

集める。 その位置は「賑わいの結節点」周辺が望ましい。

また、 夜は閉じる店の場合もウインドウ ・ ショッピングはできるようにしておく

など、夜の町並みも演出する。
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． ． ． どんな[ 5. 自ほ的なコミュ

ニティ］にもある種の夜の公共生活

があるはず． そのような夜の戸外生

活は[ 1 8. アロムナ ー ド］のどこ

かでいとなまれるはずである．

1)謙題

《夜になると大部分のお店は閉じて

しまう• 本屋さん 、 ラ ー メン屋さん、

飲み坦さんなど、 夜開いているお店

もあるが ． 孤立 ・ 点在しており 、 夜

の都市生活を支えるのにはいささか

さびしい． 》

2)夜の現状

写真を参照

3)結捻

《明る＜安全なナイトスポットをつ

くる． そこにはできる限リ夜も営業

する店舗を集める． その位置は「賑

わいの結節点」周辺が望ましい． ま

た 、 夜は問じる店の場合もウインド

ウ ・ ショッピングはできるようにし

ておくなど夜の町並みも漬出する．

亭事寓

レイアウトの方法は[ 1 7. 賑わい

の結節点）と同じ． ただし同辺の店

や施設が夜まであいていることが必

甕である． そのような店や施設に関

する原則としては. [ 2 5. 活動の

拠点] [ 3 1. 祭の算台にもなる空

間) [ 4 0. 人の集まるスポット］

などがある ・ ・ ・

-48-
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都市G. 街区を再生する . • • (1) 

2 0. さまざまなライフステ ー ジ

の家族が隣り合う

コミュニティでは、 ライフサイ
・
クルのさまざまな段階にある家族が助けあうこ

とが必要だ．

＊＊＊ 

ライフサイクルのさまざまな段階にある家族が、 適切な割合で地域を構成するよ
う注意する。 それら家族が 、 街区、 近隣単位 、 コミュニティなどあらゆるレベルで
まじりあっているよう誘導する。

そのために 、 さまざまな家族に応じた住居が供給できるように、 街区の修復• 再
開発をすすめる。
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・ ・ ・ [ 7. 近隣単位] [ 2 1 . 住

宅群］とリわけ[ 1 6. コミュニテ たとえば ． ほとんど同じライフス

ィの年齢J\ランス］の性格は 、 どの テ ー ジの稟該を大量に呼び込むよう

ような家族が住んでいるかできまる． な大規損高層マンションは遍けるべ

どのような家店が隣リ合って住むべ きだろう．

きか．

1)謙題

《コミュニティでは 、 ライフサイク

ルのさまざまな段階にある家族が助

けあうことが必要だ． 》

もちろん． ライフサイクルの同じ

段階にある家族同志が助けあうこと

も同様に必要である． しかし 電 ヒト

の成長のためにはその各ライフステ

ージにおいて ｀ 他のあらゆるライフ

ステ ー ジのヒトと交われることが必

要不可欠である． それは町において

達成される．

「ティー ンエイジャ ー は若いカッ

アルを見 、 老いた人々は若い人連を

眺め 、 一人住まいの人は大家族から

生命の素を引き出し 、 苔者遅はモデ

ルとしての中年に注意を払う ・ ・ ..

まさにそのことによって、 ヒトは自

分の生き方を感知する． 」（『バタ

ンランゲ ー ジ』P 1 8 9) 

2)家族の現状

歴史的地区のみのデ ー タを欠<.

ここには. J II越市全体の敷字をあげ．

ひとつの目安とする． 歴史的地区に

ついては今後の調査謙題とする．

夫婦のみ世帯； 9. 9%. 

夫婦のみ世帯を除く核家族： 5 7. 

4% 

親族世帯； 1 4. 6%. 

単狭世帯； 1 7. 8 %. 

3)結益

《ライフサイクルのさまざまな段階

にある家族が、 適切な割合で地域を

構成するよう注意する． それら家族

が ． 街区 ． 近隣単位、 コミュニティ

などあらゆるレペルでまじりあって

いるよう誘導する． そのために 書 さ

まざまな家族に応じた住巴が供給で

きるように ． 街区の修復 ・ 円開発を

すすめる． 》

―-50-



、

.
•

•

 

,

｀

`
.

’`
.
I

I
-
'

,＇
—
’̀
.,

 

―

_

L

L

L

-

―

L

-

—

L

 

都市G. 街区を再生する ・ ・ ・ (2)

2 1 . 住宅群を段階的に構成する

I
 
I
 
I 街区を構成するにあたっては、 建物をどのような原理で集合させるのが望ましい

だろうか。

*** 

伝統的な街区の構成を基本的に受け継ぐ。 すなわち、 表通り／裏通り／横道／路

地など 、 動から静に至る一連の街路を介して、 それぞれの段階に応じた住宅群を組

み立てる。 ただし、 空地が目立ち、 裏宅地が必ずしも良好な住環境にない旧城下町

地区にあっては、 再開発が必要な場合もある。 そのような街区の再開発はいわゆる

修復型とし、 この構成原理を踏まえること。
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.. [ 7. 近隣皐位］を構成する
最も基本となる単位は十戸前後の住
宅詳（向こう3軒両隣）である． 住
宅n ごとの密度や構成を変えること
で[ 2 0. さまざまなライフステ ー

ジの家族が隣リ合う］ようにしたり ．

賑やかな表通りの住宅nや真側の静
かな住宅nなどいろいろなタイアの
住宅群をかたちづくるよう整偏を達

める．

1)謙謹

《街区を構成するにあたっては、 達
物をどのような原理で集合させるの

が望ましいだろうか． 》

2)讀題の考え方
住居群の最小の単位として「向こ

う3軒両隣」があるだろう． この5
- 1 0軒租度をどのような空間を介
して集合させるがそしてそれら単

位を、 どのようなかたちで集めてよ
リ大きな単位を組み立てるか、 とい
う諫題である．

しかし、 ひとつのコミュニティの

中にも、 対社会聞係において趣向・

生活様式の異なるさまざまな人がい
る． したがって向こう3軒両隣の単

位をすべて同じ条件にしてしまう必
甍はないし、 そうすべきでない． そ

れぞれの人々のそれぞれの甕求が溝
たされるよう ． 賑やかな単位からIf
かな単位まで一 運の殺階を組み立て

る必蔓がある．

3)伝貌的な街区楕成

械下町の伝統的な街区構成のでは．
この環騒はどう解決されていただろ
うか． （あるいは解決されていなか
ったか． ）

向こう3軒両隣は道躇を介して結
合されている． その道躇にいくつか

の段階があったのだ． すなわち ． 表

通り、 真通り、 横T、 路!t!の4殺階
である． ー誓街!t?区に具体的にあて

はめてみよう． （前ペ ー ジスケッチ

参照l)
表通りはもちろん 一 薔街通リだ．

真通リには 、 行費町 ． 同心町 ． 本町
新町などがあてはめられよう． 多賀

町は表通リと真通りの中間に位置す
る． このように4段階はあくまでも
基本であって実際にはさまざまな段
階が存在しうる． 横Tには饗寿院門
前． 行伝寺門前などの門前町が相当

する． 菓子屋横丁はその名の通リだ．
そして路地を介して街区の内部に住
宅地が発連すしたとえば賛寿院門
前から北に入る路地などである． 謳
やかな表通りから静かな路地まで巧
みな階層秩序が形成されていた．

以上 ． 伝統的な構成は上記の課題
になかなかうまく答えているといえ
ないだろうか． ただし· 問題はある．
まず ． この動から., に至る階層秩序

は 、 時にそのまま社会階層の秩序を
表現していたということである． こ
の違関関係はここで述べた解釈によ
って断ち切るべきだろう． 第2に特
に路地製の集合においては敷地の縄
分化とともに必ずしも環墳が良好と

はいえないミニ開発が進行していく

点である．

4)街区の変容
『JII越の町並みとデザインコ ー ド』

の帽告●によって． 江戸時代以寮の
街区の変化を図に示そう． 図に見ら
れるように輿行の深いプロックで．
その内部が寺の墳内に伎われていな
いようなところでは内側へ向かって
路地が巽連し・ ミニ開夷が違行して

いる． これらは「住宅群を段階的に
構成する」という原則には復ってい

るが ． 安全性や儒順の面で必ずしも
良好な讀墳とはいえない場合がある．

このように伝統的な街区構成は基本
的な構成としては鑓承すべき本質的
な側面を有しているが． ただ放置し
ておいてはいかされない． のみなら
ず伝統的な街区構成も一 定の原環的
な矛盾を抱えており ． 条件によって

はかえって劣悪な環墳を生み出す場

合すらあるといえよう．
このようなところではより計画的

な土地利用を図ることが必賽となる．

すでに達てこんでいるところでは将
来は修復的再開発を考えていくべき
だろう．

-52-

鬱璽冒
図2 1 - 1江戸時代以来の街区の変化

5)既往計画
『デザインコー ド策定調査』"●1/J 

デザインコ ー ドの具偏すべき内容と

して. a. 街路空間の豊鑽基凛 ―

一猥義のデザインコ ー ド. b. ミク

ロゾ ーニング． に加えて• C• 街区
活性化のためのデザインコ ー ドとし
て. r IJ J単位システムの強化と
r街区J内部の保全・活性化のため

の街区再編をあげている． 方法ヒし
て裏道形成型． 会所地形成型． 住宅
共同開発方式をあげる． それらは行
政の積極的な隕助があれば可熊と試
算している．

『川越市都市再開発方針』198'/S

旧械下町iも区の一 ●街周辺は 同
方針のなかで「旧城下町東地区」と
いう名林で1号屯区に指定されてい
る． さらにその中で一 ●街地区は、

2号地区に準じて整傭すべき地区と

して戟峙整隕地区と位置付けられて

いる． この地区の整儀方針のひとつ

に「街区内空地の有効利用及び住渭
墳の整偏」があリ、 手法として「ま

ちなみ修復型阿開粍J「住宅共同型
膏閤発」をあげている． 考え方とし
ては ． 「地区環墳の保全等を考虜し 、



保留床処分によらずに低容積で可能 集合する住居群では 、 敷地は[ 2 2. 

な再開発の方式やまちなみ修復等の 鰻の違床］｀ その上に建つ建築は

ために、 特にデザイン面等に配慮し [ 3 3. 併用住居としての町家］と

た再開発の方式• 制度について検討 なる. ..

する」 (p64) とある．
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図2 1 - 2整備計画案

6)結謡

《伝統的な街区の構成を基木的に受

け縫ぐ． すなわち 、 表通リ／真通リ

／横道/13地など動から0に至る

一連の街詑を介して ． それぞれの段

階に応じた住宅群を組み立てる． た

だし 、 空地が目立ち 、 裏宅地が必ず

しも良好な住環墳にない1日城下町地

区にあっては、 再開発が必要な場合

もある． そのような街区の再開発は

いわゆる修復型とし ． この構成原I堅

を躇まえること． 》

7)結謡の令畜足

ここでいう再開発は広義のそれで

ある． 広義の再開発という言菜の定

義には、 いったん更地にして新しい

建物を達てる狭義の再開発のほかに ．

地区修復｀ 地区保存などの意味が含

まれる．

拿 拿 拿

住居g¥は、 どの段階のものも共有空

間としての街路を介した集合となる．

特に表通り（時には横T)を介して

5
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都市G. 街区を再生する . . . (3) 

2 2. 鰻の寝床に町家

いきいきとした町並みとは 、 ひとつまたは少数の建物から成り立つものではなく、

異なった時代 、 異なった人々によって建てられた建物が集まって生み出されるもの

である。 そして、 町の賑わいを作り出すために、 できるだけ多くの家が町並みに参

加する必要がある。
* * *

通りに面した場所では、 間口をできる限り多くの人で分けあう。 すなわち、 ひと

つひとつの敷地は、 間口が狭く奥行の深い鰻の寝床型になる。

大きな間口をひとりが独占すべきでない。 また、 敷地を併合したり、 共同化して

いたずらに間口の大きな建物を建てることは避ける 。

また、 この敷地の使い方は、 ［表は店、 裏は住居］の町家が原則。 後ろ側では、

住環境を守る低密度の利用とする。

! I I I I
1 I r · · 謳'

摩吋胃：
誡副贔上
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・・・[ 2 1 . 住宅群を段階的に構
成する］にあたって 、 特に表通リ沿
いではさらに守るべき基本原則があ

る． それは敷地の形とその上に建つ
建物に関する原則である．

1)課題

《いきいきとした町並みとは. ひと
つまたは少散の達物から成リ立つも

のではなく 、 異なった時代 、 異なっ
た人々によって建てられた建物が集
まって生み出されるものである． そ
して．町の賑わいを作り出すために．
できるだけ多くの家が町並みにお加
する必要がある．》

2)結論

《通リに面した場所では、間口をで
きる限リ多くの人で分けあう． すな
わち、ひとつひとつの敷地は、間口
が狭く奥行の深い鰻の寝床型になる．
大きな間口をひとりが狡占すべきで
ない． また敷地を併合したリ、共
同化していたずらに間口の大きな建
物を達てることは避ける．また ． こ
の叡地の便い方は 、 ［表は店 ． 真は
住居］の町家が原則． 後ろ側では ．

住環墳を守る低密度の利用とする．＞

＊ ＊ ＊

町家についてより詳しくは[ 3 8.

併用住居としての町家］で述べる．
さらにその具体的な形態については
建築に関する規範のなかで詳細に展
開する．なかでも ． 敷地の便い万や
達物の配置については. [ 5 o. 4

間 · 4 間 · 4 間のル ー ル］にもっと
も基本的な条件が集約されている・・
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都市G. 街区を再生する・・・(4)

2 3. 高齢者が安心して住める町
‘.,'

ー

高齢者を、老人ホ ー ムのような高齢者だけの世界に閉じ込めるべきではない。高齢
者は若い人達との交流が必要であり、住み慣れた町の中に住めることが望ましい。

＊＊＊ 

できるかぎり自分の家に住み続けられるよう、在宅ケアをすすめる。
不動産がある場合は、それを町づくりの目的にあった形で活用することによって、

老後が安心して過ごせる仕組みを構築する。
街区の修復• 再開発によって、老人世帯も住み慣れた町の中で安全· 快適に生活

できる住宅や施設を提供する。
さらに都市施設を高齢者等ハンディキャップをもった人を配慮したものへ改善し

ていく。

妬伍い

＼□＼、 2屯f砕屯

/ .. � 全-:
、

‘・’・．．・�-

\ .. ·'.·. ・. _I
• "· 一•一./

ヽ ．，
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・ ・・[ 7. 近隣単位］を設定し 、

[ 1 6. 年齢バランスのとれたコミ
ュニティJ [ 2 0. さすざまなライ
フステ ー ジの家族が隣り合う］など
いくつかの原則においてそこに（主む

人々のあり方を検討してきた． しか
し 急増しつつある高齢者について
はあらためてここに 一 項をおこす．

1) 1員題
《高齢者を 、 老人ホ ー ムのような高

齢者だけの世界に問じ込めるべきで
はない． 高齢者は若い人連との文流
が必要であリ 、 住みt員れた町の中に
住めることが望ましい． 》

2)川越市役所の調査
JII姐市内には高齢化社会を先取り

した地区さえ存在する. 18城下町地
区はその代表選手といえよう. JII越
市役所c:t. .rロジェクトチ ー ムを組
み、 検討を道めている． 成果が期待
される．

3)不動産担保老人福祉
ー香街には高齢化のため商業の意

欲を失ったリ． 物理的に統行が困翼
になリ ． 跡継ぎもないまま開店休業
の状鱚にある店舗がかなりある． こ
れらの店籟を町づくり規範にそった
形で利用させてもらい ． 見返リに生
活を保障する仕組を構箪する必夏が
あるだろう． 所有者から信頼され ．

店舗の活用能力を持ち、 公共性を担
保された永続性のある組繕（町づく
リ会社）が必要である．

4)修復型再開発による市街地高齢
者住宅の供給

修復型再開発によってケアセンタ
ー がついた老人住宅が供給されるこ
とが望ましい． このような老人住宅
についついてはすでに取リ組みを始
めた 自治体もある． 国の構俎も含め
次のようなものがある．

・建設省 ・ 厚生省「シルバ ー ハウジ
ング構想」1980/1

・建設営「コミュニティ高齢吾住宅J
• 東京都「シルパ ー ビア構想」1986/1 I 

「世田谷区高齢者生活センターJ
19'7/l 

これが修復型の阿開発と組み合わ
されれば、 まったく新しい属閤とな
ろう． 主体としては自治体だけでは
限界があろう• 町づくリ会社の大き
なテ ー マだ．

5)脆設の物理的改善
東京都r都における福祉のまちづ

くり整偏指針」などを参考に点検し．
改善を進める必蔓があろう．

6)結論
くできるかぎり自分の家に住み続け
られるよシ在宅ケアをすすめる．
不動産がある場合は ． それを町づく
りの目的にあった形で活用すること
によって、 老後が安心して過ごせる
仕組みを構出りる． 街区の修復• 閂
開発によって 、 老人世鞘も住み慣れ
た町の中で安全 ・ 快適に生活できる
住宅や施設を提供する． さらに都市
施設を高齢者等ハンディキャッアを
もった人を配虜したものへ改善して
い<. 》
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都市 H. 町の社会経済活動を高める ・ ・ ・ (1)

2 4. 職住一体

昼間ほとんどの働き手が出てしまう住宅地は、 一人前の都市とはいえない。 夜間

人口がゼロになる中心業務地区も、 都市としては特殊な姿である。 仕事場と住居は

近接させるぺきだ。 そして、 さまざまな人々の生活が町に根付いていることが必要

だ。

＊＊＊ 

店の主がそこに住む、住んでいる人がそこで商いをする、 という関係を今後とも

できるかぎり維持していこう。
,．
ー

'
,

-
1•J

I.
J

,
.,

i

!•

'

'

'

'
 

．
ー
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[ 5. 旧城下町を自律的なコ ペルでは[ 2 3. 併用住邑としての

I ミュニティとしてたてなおす］ため 町家］ ． ．．

には、 働き手がどの場所で働き ． ど

こに住むかが問踵である．

1)謙題

《昼間ほとんどの働き手が出てしま

う住宅地は 、 一人前の都市とはいえ

ない． 夜間人口がゼ0になる中心業

務地区も 、 都市としては特殊な姿で

ある． 仕事場と住居は近接させるべ

きだ． そして、 さまざまな人々の生

活が町に根付いていることが必要だ．

2)郊外都市の問題点
「かつて都市は下町が中心で 、 こ

こは謎場と住居が近接し ． 種々の都

市施設が狭い空間に集積し、 いろい

ろな職業や槻能をもった住民が混在

していた． この下町こそ都市の魅力

てあった． 」しかしながら「都心の

衰退と都市の分散化」が進行し、 こ

の「都市の精髄ともいうべき下町＝

都市コミュニティが消失しつつある．

都心には夜になると住民がいなくな

リ、 社会資本が追休してしまう. . . 

. . いっぼう ． 郊外に住む住民は分

散の不利益を受け ． 都市施設を利用

しようとすれば｀ 長い交通時間を便

って都心へこなければならない． 」

（宮本憲 ー 『都市をどう生きるか』

:p103) 

このような変化が、 東京という大

都市圏においてだけでなく、Ill越市

内部でもおこリつつあるのである．

3)結這

《店の主がそこに住む ． 住んでいる

人がそこで商いをする ． という関係

を今後ともできるかぎリ維持してい

こう． ）

＊ 事 拿

この「譴住一 体」は空間的には次の

原則によって保障される． 都市レベ

ルでは[ 3. 固有な性格を持った地

区が共存する］� 街区レベルでは

(2 1 .. , 主宅訂を段階的に1胄成する］

[ 2 2. 鰻の窪床に町家］． 廷広レ
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都市 H. 町の社会経済活動を高める ・ ・ ・ (2)

2 5. コミュニティ活動の拠点づくり

コミュニティには活動の拠点が必要。

*** 
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計画中の核的施設（仮称ストリ ー ト ・ ミュ ー ジアム）を、 地域の人々が集まり活

動できるワ ー クショップ（仮称ストリ ー ト ・ ワ ー クショップ）として計画する。

そのほか、社会・年齢集団に対応した活動の場を今後とも整備していく。

施設の設置・管理 ・ 運営に当たっては、 できるかぎり柔軟性をもたせる。

閥含

柘tC?lC、":.�

褐示
•t\tB.-:>-J: —

ら力—
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. . . [ 5・ 旧城下町地区を自筏的 巴化している面もないとはいえない．

なコミュニティとしてたてなおす） 時間 . ,x酒などについては役所であ

ためには 、 そのために活動する人々 ることの制約が伴う． しかI., 、 公民

のための拠点となる施設が必要であ 館でも つ ねにいきいきとした空間が

る。 ある． 事務宣である． ・ ・ ・ （略） ．

. J 

1) 謙題 》ワ ー クショッアとはこの公民館の

《コミュニティには活動の拠点が必 事務室をク•一ッと拡大したものであ

要． 》 る。 いわば事務室のたまリ場化． 管

理室ではない． 公民館の玄聞脇によ

2)社会活動及び活動拠点の現状 くあるソファが置いてある吹き抜け

ほほ合併前の町ことに公民館か設 のロビ ー でもない． いろんな人や団

置されている,, I日川越市域には中央 体が集まってきて 、 ガヤガヤする中

公民が対応する． 歴史的地区内の町 から発想を得て｀ つ ぎつぎとイベン

の多くはそれぞれの集会所を神社の 卜を発信していく空間である． 専任

境内等に保有している． 一巻街地区 のスタッフの場所以外は、 利用自由 、

では雪塚稲荷力'. I日町会 、 現町会 。 占有自由． 雑然としていてよい．

一番街商業組合の会合に使われてい （略） ． ． ．

る． 現町会には独自の集会所を持ち

たいとの動きがある．

蔵の会の活動などには 、 そばやの

2階 、 喫茶店などが利用されている．

いずれにせよコミュニティ活動レ

ベルに対応した拠点となる施設が乏

しいことは事実である． しかし 、 こ

のような施設はハコとして提供され

るだけではいきいきとしたコミュニ

ティ活動を本当に支える施設になら

ない．

3)ストリ ー ト ・ ワ ー クショッア構

阻

一番街商業共同組合の建設する核

施設の検討の過租において、 コミュ

ニティ活動の拠点的施段の可能性が

検討されている． （『町づくり活動

9月告喜』1 9 8 7年9月. P 1 0 3) 
「イベントの舞台となるのは町であ

る． しかし 、 イベントを発信し 、 そ

の主要会場となる場所が必要である．

つまリ｀ 必蔓なのは町づくりの発信

4) 結溢

《計画中の核的施設（仮称ストリ ー

ト ・ ミュ ー ジアム）を ． 地域の人々

が集まリ活動できるワ ー クショッア

（仮枯ストリ ー ト ・ ワ ー クショッア）

として計画する． そのほか ． 社会 ・

年齢集団に対応した活動の場を今後

とも整偏してい<. 施設の設置 ・ 管

理 ・ 運営に当たっては ． できるかざ

り柔軟性をもたせる． 》

5)結ニの捐足

今後、 お年寄り｀ ティ ー ンエイジ

ャ ー
、 子供など噌 社会 ・ 年齢集団に

対応した活動の場を考えてゆく必要

があろう． もちろん計画中の核施設

がこの点を配慮した活動を籍リ広げ

ていくことがまず必要である．

亭 ＊ ＊

基地となるワ ー クショッアではない [ 1 7. 賑わいの結節点J [ 3 4. 

か． ． ． ． （略） ． ． ．」 ポケットパ ー ク］と密接に関連して

「このような目的に沿う施設は ． あ 立地するのがよい． また年齢別につ

るようでない． 公民館は整傭されて、 いては ． たとえば子供について[ 1 

いるが闘員の努力にもかかわらず. o. 子育てのネットワ ー ク] . [ 3 

町づくリの発信基地としての槻能は o. 子供の領域を確（呆する］などの
・

乏しい令 ブログラムはどうしてもお 原則がある ・ ・ ・

仕苔せ 、 カルチャ ー センタ ーの廉価

版というイメ ー ジは拭えない． 貸部

-62-



-
-i 

‘

 

•

•

 

E

F

 
" 

l 
＿̀

-

..

 

，
＇

｀

’

`

．
'

`
.
,

 
L

9

 

r

l

 

都市H. 町の社会経済活動を高める ・ ・ ・ (3)

2 6. 個人商店が集まって商店街を作る

商店街には、 ひとつの屋根の下でいろいろなものが揃うデパートやスーパーの便

利さ、 快適さにかなわない面がある。

*** 

個人の商店であることの利点を発揮する． 各店舗がそれぞれ工夫し 、 競争し 、 個

性を出す。

各店舗が協力しあい、外部空間を、 デパート ・ ス ー パーとは違う形で客が快適さ

を感じる環境となるよう整備していく。

あると望ましい業種の導入を図り、 ショッピングセンタ ーとしての完成• 成熟を

めざす。
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・・・ [ 1 8. アロムナ ー ド］沿い

にはどのような商店街を作るべきだ

ろうか．

1)諜題

《商店街には ． ひとつの屋根の下で

いろいろなものが闇うデバートやス
ー バ ー の便利さ 、 快適さにかなわな

い面がある． 》

2) 一 番街商店街の商業環墳

川越周辺都市への大型店出店攻剪

は実に激しい． 川越における大型店

は44店 、 うち第1穫店は14店．

小売業総売リ場面積に占める割合は

第1種店36. 9%. 第2種店26. 

5 %. 第1種店の大部分． 特に終合

量販店はほとんどが中心市街地に立

地する(1 0店）． しかし第2種店 彎

中型店は周辺部にも立地しておリ．

一蓄街商店街は（否． 北部地域の商

店街は）、 買いまわリ品を求める客

は闊付近の大型店に吸収され。 日用

品を求める郊外の客は周辺部の霊販

店にせきとめられるという2重苦に

さいなまれているといえよう ． さら

に直接購買圏である周辺の人口が減

少しつつある．

なお ． 中心部ではさらに3つの大

型アロジェクトが表面化している．

丸広百貨店の駅前再開発ピル出店

(2万7千平方メ ー トル）、 丸広百

貨店拡張(1万2千7百平方メ ー ト

ル）． 西武本川越駆ホテル計画であ

3)商店街の可枇性

以下 ． 山口貴久男『ストリ ー トト

レンドの説み方』(1 9 8 7年1月）

よリ・ ・ ・

r大型店とのシェア争いだけでなく 、

経済社会が変化し、 生活者の生活行

動も大きく変ってきている中で ． 商

店街の果たす役割はどう変わってい

くか• 第1に第3空間としての商店

街の重要性． 第2にたんにモノとカ

ネの交換という商業機能だけではな

くなること． 」

「もし商業機熊オンリ ー であれば、

その商店街自身の発展に利約が加わ

ることは目に見えている• そしてさ

らに重蔓なことは商業機熊を相互に

植完する他のさまざまな都市機月日を

もつことによって． 商業そのものも

繁栄するという側面があるというこ

とである． 」

rマス ・ カルチャ ー 社会における商

店街の意味として． 次のようないく

つかの重聾な側面が浮かび上がって

くる．

a)商店街は商票機鯰以外に． 情帽

綱鯰・紐峯機鑑・飲貪薗鑑・社会讀

熊・ コンベンション機熊 ・文化蠣熊

など ． 都市慣蹂の重蔓な一 部を分担

する必喪がある．

b)地域社会における核としての役

割を生活者から期待されているし．

また、 それを果たすことによってよ

リ繁栄することができる．

C)生活者の社会参加欲求の高まり

に応えて生活者の社会参加の接点

としての役割を担う必甍がある．

d)さらに地区中心商店街などでは．

生活者の参加による” 参加型商店街

” づくりも意味があると思われる. J

(P 7 4)

4)既往計画

『JI(越市北部商店街振員策』"●Iん

a, 外部蔓因の克服 ． 消費者ニ ー ズ

への対応のために ． 北部商店街の有

する資澤（固有性）を積極的に発謁

し ． これを小売業の活性化に結びつ

ける．

b, 内部蔓因を克服する．

Cil26-1 一 番街向店街の商業環墳 I C. 今後の消費者ニ ー ズ ｀ 消費行動
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の変化に対応した商店街整偏を帷違

する．

d, 今後の中小小売業内部での業舷

変化に対応し、 組編化、 協業化を進

めると同時に ． 商店街としての業種

構成を充実する．

『111越市絃合計面』IOIJ/J

「近隣商業・観光リクリエ ー ション

地 、 歴史的環墳を保存した伝統的文

化親光拠点． 」

『川越市広域商業診断勧告』198:'!心

r伝統的文化観光拠点内にある買回

性•最寄性及び鮫光性の3商業機熊

をもつ商店街」

『コミュニティマ ー ト構想』1!186/]

「暮らしの中に生きた輩の町にJ

a. 3機縦；

a. 観性化（持化）した広域を対象

とする専門商業機熊

b. 観光商纂慨鱗

c. 近隣商纂機鯰

b. 基本的5性格；

a. コミュニティアラザ（地域生活

の広場）

b. 生活の知恵 ● ●らしの基しみの

提冨広場

c. まつIJとまち並みの広場

d. 昔の良さを今に伝える本物の町

e. 地域の名匿物と生きた技術に出

会うまち

事 軍事

偏人向店をできるだけたくさん並べ

る必蔓がある． そのことを保陣する

原則としては次のようなものがある．

[ 2 2. 鰻の寝床] (2 7. 空地·

空家を手早く活用] (3 8. 併用住

尼としての町家] [ 3 9. 基本とし

ての個人商店］．．．



都市H. 町の社会経済活動を高める . . . (4)

2 7. 空地 ・ 空家を手早く活用

歯の抜けたような空地 ・ 空家 ・ 空店は、 商店街にとっても生活環境上もマエナスで

ある。 さらに仕舞多屋の存在も商店街には頭の痛いところである。

＊＊＊ 

空地は町並みにふさわしい建物で手早くうめ、 空家、 空店とともに、 町並みにふ

さわしい利用を進める。 たとえば、 不足業種の導入、 住宅の供給など。

不動産の所有関係などからこのようなことが合理的にすすまない面があり、 その

あい路をこえるための仕組み、 住民主体の組織（町づくり会社）を作る。

硲沿冷泌泌双硲S泌幻硲心双,,,.ゞ 公沿ゆ如泌泌沿泌匹9咄（巡m泌沿沿沿立·魯玲玲冷,,.,x,,,ぶ·澤泌澤沿泌止公""奴忍ぶ母沿S魯心>:·:<-:-:-»,:.,涵沿,,,,硲沿ん心巡沿沢"泣沿滋：.砂，，沿岱沿魯泌や»泌心冷魯邸.,,,.,,,

1988年4月4日町並み委員会決定
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・ ・ ・ いずれにせよ． きちんと人が
住んでいなければ話しにならない．

1)課題
《歯の抜けたような空地、 空家、 空

店． 商店街にとってt生活環墳上t
マエナスである． さらに仕員多屋の
存在も商店街には頭の凛いところで
ある． 》

2)空地· 空家化の実良t 彎 要因
1 9 8 8年3月時点の空地、 空家

を図に示そう． 一番街通り沿いでは
次のような構成になる．

・ 全筆数 ・ ・ ・ ・ 105

・ 店精・ ・ ・ ・ · 73 (69%)
• 空店鑓・ ・ ・ ・ 12(11%) 

• 仕舞多坦・ ・ · 8 (8%)

• 駐車鳩など ・ ・ 12(12%)

3)結論
《空地は町並みにふさわしい建物で

手早くうめ 、 空家、 空店とともに、
町並みにふさわしい利用を達める．
たとえば、 不足業種の逼入 ｀ 住宅の
供給など． 不動産の所有関係などか
らこのようなことが合還的にすすま
ない面があり 、 そのあい路をこえる
ための仕組み、 住民主体の組織(IJ
づくり会社）を作る． 》

宣 ＊ 寓

もちろん空地を埋める家は表通り沿
いでは[ 3 B. 併用住居としての町
家） [ 3 9. 基本としての個人商店）
である必賢がある．
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都市 I . 交通施設を整備する ・ . . (1)

2 8. 歩行者と車のネットワ ー ク

歩行者にとって車は危険な代物だが、 両者が出会う地点でいろいろなアクティビ

ティが発生するのも事実。

*** 

一番街通りなど主要分散路・ ・ ・歩道を設けるなど、 歩車の区分をできるだけ明

確にし、 自動車と歩行者の共存を図る。

それ以外の地区分散路・ ・ ・歩行者を主体とした通りとして整備を進める。

なお、 自転車についても、 その扱いを今後検討する。

ー

j

|1

＂悩9ゞ．＾ゆ渇沿ぶ心沿泌沿,:以心切»xやぶ奴や， 昭＆懸炉"''"�、�,松や渇ふ磁ぶ磁澤,,畑ふ心磁協心ゞ心心汲訟ぃぶゲぷいぶ”ぶや澤,--..�や渇殴沿公給"''"切ヤ油滋沿冷伶>z=io»>>心訳心泌»泌玲沿9双Oぶt

198 8年4月48町並み委員会決定
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・ ・ ・自動車用の街路としては[ 1 

4. 平行配置の道路で 一 方通行］を

検討してきた． 一 方歩行者系街路と

しては[ 1 7. 賑わいの結節点］

[ 1 8. 回辺躇（プロムナ ー ド）］

[ 5 7. 次々に員味を引く街路景観

の展開を演出する］を検討してきた．

ここでこの両者を結びつける．

a. 生活道路

• 多賀町から川越高校へ至る通りの

コミュニティ道路としての堕蝙

• 同心町． 喜多院真

• 七曲がりなど匹史的な綿街路

b. 神社参道

C• 散策ル ー ト

• 赤間川沿い歩道

• ふるさと歩道の再竪偏

1)謙題

《歩行者にとって車は危険な代物だ 」 3 l結捻

が ． 両者が出会う地点でいろいろな 《 一 番街通リなど主要分敗路・

アクティピティが発生するのも事実． 歩道を設けるなど． 歩皐の区分をで

きるだけ明確にし ． 自動稟と歩行者

2)既往歩道 ・ 計画 の共存を図ふそれ以外の地区分散

『ふるさと歩道』 路 ・ ・ ・歩行者を主体とした通りと

培玉県が「ふるさと歩道」として して墾偏を達める． なお ． 自転車に

次のル ー トを設定している． ついても ． その扱いを今後検討する．

（図28-2参照）

事 拿 ＊

『因史的地区環墳整備街籍事集』1981

/5 自動車中心の街路と歩行者系の街路

この計画では. JII越の歴史的地区 が一 致せざるを得ないときには、 歩

全域について幹緯道躇から歩行者路 道をしつらえたり交差点の工夫をす

に至るまでのネットワ ー クを提案し るなど. [ 2 9. 歩車共存の工夫］

ている． 内容は 、 を行なう ・ ・ ・

a. 都市計画道路の見直し変更

l;>. 幹緯と樋助幹緯の性格分け

c. ショッビングモ ー ルの墾熾

d. 歩行者系ネットつ ー ク整偏

この計画によれば． 一奮街と鑽塵

通り商店街はショッビングモ ー ルと

して豊懺される． 歩行者系のネット

ワ ー クとしては ｀ 次のようなものが

あげられている．
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図28 - 1整備路繰図（幹線 、 捐助幹緯） 図28-2整傭陀緯図（生活道路 、 歩行系）
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都市I . 交通施設を整備する . . . (2)

2 9. 歩車共存の工夫

歩行者と車が同居すると、 歩行者は、 物理的にも感覚的にも車に負けがちである。

* * *

歩道と車道の間には差があることが望ましい。 （＊双方通行の現段階では、 歩道

を高くするとかえって交通混雑を招く恐れがある。 この原則は段階的に実現してい

くものとする）

横断歩道は歩道と同じレベルに整える。

凶澤：： -:-,: ・ル磁9魯沿魯碑：,,: ・：心•ぷ-,:-::,:-:-,泌,...,.,,沿魯：心.,,,,,,,.魯：心：：殴：,:-:-:,:::-沿：：•心-:-:・：ャ：., 沿-:-::-:・:,:-:-:-:-:-平-::::-,:,:-:-::欲-::-沿-::-,::-::-:-:::-::-:-:,::-::ヤ埃-:-:-魯：ぶぶ-:,:ャ：,:-:-:-:-殴：碑·碑-:-:-:-,,:奴：.,,, ・： -:-:-,:-:-:-,:,:-:-: 総：-»,o::-:->,:,: ●： ,:-»:-:-:-:->:->: ・：.ぷ.,."・,:-,:-:-:-:-:

1988年 4 月 1 4 日町並み委員会決定
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. . . 川越の歴史的地区では[ 2 8. 

歩行者と車のネットワ ー ク］をいく l 寓● ● 

ら工夫しても｀ 歩稟共存の工夫をせ

ざるをえない場合が多い. I 歩道の上は、 [ 5 6. 庇下空間を解

1)謙題

く歩行者と寧が同尼すると、 歩行者

は、 物環的にも感覧的にも車に負け

がちである． 》

--.-"'1.11邊口
イメ ー ジヽヽンブ"

図29-1 街路のイメ ー ジスケッチ

●旱..

Mili悶

国
遍謁 p.::,f,:: ... � （ア,. .;aン）

I 
6 lM i I :!」： ＇ 

pit-�,-= ， ． "ヽ• 
ヨ

C.l 

這●鴫＂． 舅● 遍●鴫＂．

図29-2路盤の改良

2)結論

《歩道と車道の間には差があること

が望ましい． （寓双方通行の現段階

では、 歩道を高くするとかえって交

通混雑を招く恐れがある． この原則

は段階的に実現していく t のとする）

横断歩道は歩道と同じレベルに整え

る．》

放し、 遍続させる） ． ． ．
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都市 I . 交通施設を整備する ・ . . (3)

3 0. 子供の領域を確保する

子供が成長して大人になるためには、 町を探検して大人の世界に触れることが欠

かせない。しかし、 それには現代都市はあまりにも危険である。

* * *

歩行者系街路のネットワ ー クが子供の領域を確保するように組み立てる。 このネ

ットワ ー クは、 a)自動車交通から安全であること、 b)できるかぎりさまざまな

都市社会の断面に触れていること、 C)大人の目がいき届いていること。
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ヽ

・ ・ ・ (1 4. 主要な通りを生活の

場にとりもピす] [ 1 8. !iii道躇

（アロムナ ー ド） ] (2 8. 歩行者

と草のネットワ ー ク］によって． ひ

ととおリの交通体系が組み上がった．

最後に子供にとって安全な領域を確

保するという鏡点から点検し、 仕上

げを行なう． こうして[ 1 0. 子育

てのネットワ ー ク］を支える空間構

造を確立する．

1)謙題

（子供が成長して大人になるために

は ． 町を探検して大人の世界に触れ

ることが欠かせない． しかし 、 それ

には現代都市はあまリにも危険であ

る． 》

2)子供に関する施設その他の現状

されたら、 今度は子供たちが子供以

外の世界と触れあう磁会をできるだ

け多くする． それには、 [ 3 7. 外

部空間にさまざまな意味 ・機縦をさ

らに重ねる］．

図30-1 学校の分布

3)結這

《歩行者系街躇のネットコ ー クが子

供の領域を確保するように組み立て

る． このネットワ ー クは. a)自動

車交通から安全であること. b)で

きるかぎリさまざまな都市社会の断

面に触れていること C)大人の目

がいき届いていること． 》

凛： 津� ＊

子供にとって安全であることが確認
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都市J. 外部空間を形づくる ・ ・ ・ (1)

3 1 . 祭りの舞台にもなる空間づくり

お祭りは、 都市になくてはならないうたかたの夢、 ドラマ．

*** 

祭りの舞台となることを配慮した外部空間づくりをすすめる。

少なくとも、 祭りの実施の邪魔にならないように。

積極的には、 街路、 広場、 施設が祭りの舞台を提供するように．

ー

ー
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|

1

1

ー

1

|

i

;

ー］ L J
1
 

， 
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1988年4月148町並み委員会決定
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・ ・ ・ [ 1 7. 賑わいの結節点］と 段は車に占頷されている交差点も祭

それをつなぐ(1 8. 回道路（アロ の時ばかりは文字ピおり広場となる．

ムナ ー ド））を｀ 祭の鱈台にもなる 散ある辻の中でも最も格の高いのが

�I���� 市：�;;;�;;;_ : 1i�tll�ll!�l�l�i
空間へ仕上げてい<. tLの辻• 最終日最後に山事が集まっ

曳きまわし巡路のどこかで他の町の 《祭の貫台となることを配慮した外

山車とあうと． いわゆる「曳合せ」 部空間づくりをすすめる． 少なくと

を行なう． これは山事を向かいあわ も｀ 祭の実施の邪魔にならないよう

せて行なうハヤシの競濱である• 特 に． 積極的には． 街路｀ 広場． 算設

に4つ辻では数台の山車による「曳 が祭の●台を提供するように．》

合せ」となる． 山車はいわばオーケ

ストラボックス． いく つものオーケ

ストラに囲よれて人々が踊リ狂う

「曳合せ」は、 祭のクライマックス

である．

連航の経躇は毎年事前の相譲によ

ってきめられている． だから特にき

まった経路があるわけではない．

「曳合せ」も場所が決まっているわ

けではない． ただ ｀ 「曳合せJがお

きやすい場所はある． まず ｀ 山皐が

各方向から集まってくる辻だ． 広が

りもある辻は格好の●台となる． 曽

「曳合せ」地点

拿拿軍

アロムナ ー ドをいきいきさせるため

に． さらに次の原則が用意されてい

る. [ 3 4. ポケットバ ーク] [ 3

7. 外部空間にさまざまな意峰・慨

熊を重ねる] [ 4 o. 人の纂まるス

ポット］ ． ． ．
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l 都市J. 外部空間を形づくる ・ ・ ・ (2)

3 2. 静けさをネットワ ー キング

都市には賑わいと同時に、 心の安らぐ静けさが必要である。

＊＊＊ 

賑やかな一番街通りの背後を、 町並みによって隔離された、自然の豊かな、 静か

な空間として確保する。

この静かな背後地に、歩行者系の地区分散路を軸として、寺院·河川· 公園など

を関連させた 、 「静けさの構造」を組み立てる ．
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. . . 静けさの構造をつくる．

1)謙踵

《都市には賑わいと同時に 、 心の安

らぐ., けさが必要である． ）

2)背後は0かな住宅地

一看街通リは賑やかな商店街． しか

しその背後は0かな住宅地、 そして

寺町． このような動とnの対比は町

家のひとつの敷地の中でも実現され

ている． この構成を維持すること．

3)結論

《賑やかな 一 香街通りの背後を、 町

並みによって隔雌された 、 自然の豊

かな. 0かな空間として確保する．

このnかな背後地に 、 歩行者系の地

区分散路を軸として ． 寺院 • 河川・

公園などを関連させた ｀ 「 nけさの

構造」を組み立てる． 》

拿 ＊ 拿

次の(33. 身近にみどリ] [ 3 6. 

神聖な空間へ至る秩序］と結びつけ

ること． ほかに ． 水辺ももし結びつ

いていけば ・ ・ ・
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1 都市J. 外部空間を形づくる ・ ・ ・ (3)

3 3. 身近にみどり

身近なところに、ある程度まとまったみどりが必要。

＊＊＊ 

400-500メ ー トル間隔で、少なくとも 40-50メートルの幅をもつ緑地

を確保したい。 それには、 まず、すでにある縁をこれ以上失わないこと。 さらに、

補植によって強化していくこと。樹木保存制度など、 そのための制度を充実するこ

と．

4
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・・・[ 7. 近隣単位が 一 層の自治
縦力を獲得する］で示されたような
帰属感の持てる近隣単位となるため
には、 近隣単位ごとにちょっとした
みどりが必喪である．そのみどリは
[ 6. IB 械下町地区を適切な墳界で

画する] [ 8. 近隣単位に墳界］の
原則における各単位ごとの墳界を形
づくることがのぞましい．そして全
体として0けさの構造を形成する，

現在、胚史的地区周辺における保存
樹 ct本）の指定状況は図のとおり．
18城下町内にはきわめて少ない．ー
殷の住宅地内の樹木はもとより ｀ 公
共施設や寺社墳内の樹木も特に保存
の手だてがとられていない現状だ．

4)結藷
《400-500メ ー トル間隔で ｀

[ 3 2. 0けさをネットワ ー キングLI少なくとも40-50メートルの幅
をもつ繰地を確保したい．それには ｀

1)謙題 まずすでにある紐をこれ以上失わ

ったみどリが必要.) I化していくこと．樹木保存制度など、
《身近なところに、ある租度まとま ないこと．さらに、樋楢によって強

そのための開度を充実すること．》
2) 一香街周辺の緯の実舷（樹木分

布）
・

l 宣 拿 富

一巻街の古い写真はこの町が意外
に樟畳富であったことを示している． いろんなコミュニティの襴熊と重な

いえない. Iへ至る空間秩序l [ 3 7. 外部空間
しかし現在墳内地の繰が充分とは るとよい ・ ・ ・ [ 3 6. 神聖な場所

3)現行の樹木保存制度
川越市では「JII越市樟化推違甕綱J

（昭和52年4月1日施行）を定め
ており、この中に工場などとの紐
化協定｀保存樹（林）は ｀

一 定の基
準（繍IIり第3)によって市長が指定

する．市長は ｀ 標置を設置し ｀ 保存
に要する費用の一 部を措助すること
ができる．また所有者は、保存に努
める義務を負う．

図33-1 一香街周辺の保存樹木

にさまざまな意味• 磯熊を重ねる］
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都市J. 外部空間を形づくる . . . (4) 

3 4. ポケットパーク

広場は、 いわば町の大きな「部屋」。 多すぎても大きすぎても、 さびしいものに

なってしまう。

＊＊＊ 

広場の大きさは 、 一辺おおむね1 5メートル以下とする。 そして人々が集まって

くる地点に適切に置かれること。
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... この広場は[ 1 7. 賑わいの いては[ 5 8. 街躇· 広場の繹は小さ
結節点を布石する］で示された賑わ Iなたまり場で囲む] [ 5 9. 広場には
いの結節点の主要な要素をなす．た 要となるものを置く］．．．

だし空虚な広場にならぬよう繍心の
注意が必要である．この広場は単位
間の墳界にもなる ・ ・ ・ [ 8. 近隣
単位に墳界］．

1)課題
《広場は ． いわば町の大きな「部

歴」．多すぎても大きすぎても ． さ
びしいものになってしまう．＞

2)既往計画
『川越市餃光診断』1981/5

「時の9直周辺及び薬師神社はよリ
演出と整備がのぞまれる． ．．．惜
しむらくは鐘をとりまく周辺の環墳
に大きな問題がある ・ ここは
もっと樟が欲しい．荒れた土肌がの
ぞいた庭に｀さびた子供用プランコ
では、これほど価値ある文化財にあ
まりにもマッチせぬ．これをこのま
ま放置する燕神経さにも首をかしげ
たくなるのである．」(pl II) 

『コミュニティマ ー ト構想』1916ん

4ヵ所を計函．
a)南の辻（現亀星駐車場）
b)サイギンバ ー ク（覗墳玉鐵行駐

車湯）
C)時の鐘ヽJヽ路
d)札の辻（現吉野匿駐車場）
このうち. tLの辻は川越市の予算で
198 5年度に．サイギンバ ー クは
墳玉銀行の負担で1987年1 0月
に完成した．

3)結請
《広場の大きさは ． 一辺おおむね1
5メ ー トル以下とする．そして人々
が集まってくる地点に適切に置かれ
ること．》

拿拿 寓

周辺の建物について[ 4 7. 中庭を
生み出すよう棟を配置] [ 5 5. 違
物の正面を連続させて街路窪間を形
づくる］．また広場のしつらえにつ
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都市J. 外部空間を形づくる . . . (5)

3 5. 登ってみれる高いところ

人間は本能的に高いところへ登って町を見渡したいと思っている。

＊＊＊ 

しかし、 旧城下町地区では 、 埼玉銀行、 時の鐘以外に高い建物を建てるべきでは

ない。しかし既存の高い建物の活用その他の工夫でこの夢はなんとか実現したい。
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. . · [ 1 2. 高さは3階が限度］

によって高い建物は避けなければな

らない． もちろんコミュニティにと

って必甍な特別の違窃はこの隈りで

はない． しかし歴史的地区にはすで

に． 時の籟と塙玉銀行というふたつ

の高い建物が存在する． ひとつのコ

ミュニティにいくつもの高い建物が

あるべきではない．

1)環闘

《人間は本縦的に高いところへ登っ

て町を見渡したいと思っている． ＞

2)結這

《しかし 彎 18城下町地区では 、 t青玉

銀行、 時の籟以外に高い建物を建て

るべきではない． しかし既存の高い

建物の活用その他の工夫でこの夢は

なんとか実現したい． 》

3)結譴の樋足

具体的な工夫としては、 次のよう

なものが考えられる．

a. 墳玉銀行 ． 時の鐘に日時を隅っ

て登れるようにする．

b. 核施設（仮称ストリ ー トミュ ー

ジアム）の屋根の上にそのような

設朧を設ける．

C• エジンバラのアウトルックタワ
ー のように潜望鎮で1Jを高いとこ

ろから覗くようにする．

＊富寓

足もとに広場が必甕． 時の籟、 鳩玉

銀行の広場を[ 3 4. ポケットバ ー

ク］としてさらに充実するようつと
める ・ ・ ・
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都市J. 外部空間を形づくる ・ ・ ・ (6)

3 6. 神聖な場所へ至る空間秩序
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神聖な場所とは、 その中心部へ至る空間のプロセスにこそ本質があるといえよう。

＊＊＊ 

寺院では、 参道→山門→境内→本堂という空間プロセスが重要である。 このよう

な空間構成を大切にし、 崩れているところは修復すること。 寺院以外の神聖な場所

にも、 同様な配慮をすること。

魯9泌．巡'"'ぷ硲9以心3泌殴立ふ双巡泌ぷ感9ぶ泌沿ぶ、Wぶ心泌»:<>�、:.,,.,.,, 沿魯ふゞ4魯汲枷紐,SW松奴澤：.,,, ・：公．｀心澤ぬ双心切巡m>:-:<·ぬ岱心悩,,,え応•凶玲ぶヽ｀やぷ�心公湿ぶ•碑澤"'沿沿ぶOぶへふ»>X«·»I心硲X
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. . · [ 1 6. 年齢J\ランスのとれ

たコミュニティ］に必要な通過儀礼

をコミュニティの構成員に保障する．

そして[ 1 5. 神要な空間の保存］

をよリ具体化する．

1)諜踵

《神聖な場所とは 、 その中心部へ至

る空間のアロセスにこそ本質がある

といえよう ． 》

2)神聖な場所へ至る空間構成：歴

史的段階と現状

一番街には4つの大きな寺院があ

る． これらはすべて、 参道／山門／

境内／本堂という空間アロセスを守

図36-1

3)結論

《寺院では 、 参道→山門→墳内→本

堂という空間アロセスが重贅である．

このような空間構成を大切にし、 崩

れているところは修復すること． 寺

院以外の神聖な場所にも｀ 同様な配

慮をすること． 》

4)結捻のu足

ただし． 偏った狭い視野でこのよ

うなことを行なってはならない• 特

定の思想 ・ 宗教を保讀することとは

一線を画すること．
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都市K. 点的施設を配置する . . . (1)

3 7. 外部空間に、

さまざまな意味・機能をさらに重ねる

外部空間にはさまざまな目的を重ね合わせて、 意味の豊かな空間とすること。

*** 

外部空間は相互に連結させ、 さらに機能を付与していく。

たとえば ・ ・ ・屋根のある戸外空間／墓地／ちょっとしたスポーツの空間／小動物

が集える場所／作りすぎない子供の遊び場／その他
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・ ・ ・外部空間をさまざまな観点か

ら組謎化してきた. [ 1 7. 賑わい

の結節点］を配置し r 1 a. アロム

ナ ー ド）でつないでコミュニティの

中心軸を形成した. [ 2 8. 歩行者

と車のネットつ ー ク）を組み[ 3 0. 

子供の領成を確保］した. [ 3 1. 

祭の箕台］で賑わいを盛リ上げ、 一

方に r 3 2. nけさのネットつ ー ク］

を組み立てた． これらのネットワ ー

クに[ 3 4. ボケットバ ー ク） [ 3

3. 身近なみどリJ [ 3 5. 登って

みれる高いところJ [ 3 6. 神翌な

滉所へ至る空間秩序］を関連づけた．

ここではさらにさまざま意味 、 恨熊

を重ね 、 外部空間を意味豊かなもの

としてい＜．

1)課題l

《外部空間にはさまさまな目的を重

ね合わせて、 憲味の豊かな空間とす

ること. )

2)戸外空間におく施設の例

a. 屋根のある休息施設

一番街とその周辺には、 戸外で人

々が日ざしを避け． 雨をしのざ く

つろげる空間がない． 核施設内部に

このような半戸外的空間を設ける．

また 、 人通りが多くまわリが見渡せ

る街路船のポケットバ ー ク等には ．

あずまやを置くことが望ましい． ぁ

ずまやは旦根・柱があり、 壁は部分

的に閉じるが一 方に開放的な空間が

よいと思われる．

b. 墓地

C• 小スポ ー ツ広場

体は使わないとダメになる． ぁち

こちに気軽に体を動かせる空間が欲

しい． 外部空間のネットワ ー クの中

に日常生活の中で簡易にできるスポ

ーツをとりいれ 、 トリム公園やトリ

ム走路を投置する．

d. 小動物が集える場所

e. 子供の辺び場

3種の神器の児童公園でなく 、 子

供たちが自分たち自身で作りかえて

いくような逍び場が必要 ぐ

3)結溢

《外部空間は相互に遺結させ ． さら

に機縦を付与してい<. たとえば ・ ・

屋根のある戸外空間／墓地／ちょっ

としたスポ ー ツの空間／小動物が集

える場所／作りすぎない子供の道び

場／その他》

-86-



都市 K. 点的施設を配置する ・ ・ ・ (2)

3 8. 併用住居としての町家

通り（特に表通り）に面した敷地では建物は職住併用型とする必要がある。 この

ような職住併用型住居では、 職場と生活の場を両立させることが最大の課題である。

* * *

伝統町家は、 賑やかな表通りに面して店を、 静かな裏庭に面して住宅を設けた。

両者は居間を媒介にして接続された。・伝統町家に見るこの解決法を学び、 その継承

の上に新たな職住併用型住居を展開する。
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魯な.<·を双松えぷえ澤泌磁切»ぷふ""心碑：やぷ心9心·Xぶ心． ぶ出硲心沿＞沿とぷ邸沿沿硲：沿泌X・：臨·砂ぶ.,.,,.,,沿：硲ぷ ·忍.,.,函紅泌•.沿松·沿� 沿：知え沿沿ヽゞ•ふヤぷぷ·ぇ泌以,,,心吹恐泌碑.,沿,:-:->泌．＇ぷ”• 災泌冷江次

1 9 8 8年4月1 4日町並み委員会決定

-87-



· · · [ 2 4. 謎住 一 体）は． ひと

つの敷地で実現するときもっともそ

の本来の姿であるといえる． その敷

地と達物の形式は[ 2 2. 鰻の寝床

に町家］である．

1)課題

《通リ（特に表通リ）に面した敷地

では建物は謎住併用型とする必要が

ある． このような臓住併用型住居で

は｀ 醤場と生活の場を両立させるこ

とが最大の諜題である． 》

2)伝統町家の場合

伝統的な町家では 、 道路に面して

店棟を設け ｀ その後ろに住居棟を続

けるのが典型であった． 住居棟には

通常ふた間が設けられ、 店側の部昼

が家族の居間（関西ではナカノマ）

で 、 真庭側が屋敷（夜は主寝室 、 関

西ではオクノマ）であった． さらに

2階やハナレに子供や祖父母の部歴

がとられるのが通常であった． すな

わち、 店部分と住居部分は居間を介

して接続していたといえる．

3)現代的な要求の中で

店捐、 住居ともにより大きな面積

が要求される現代では ｀ 伝統的町家

の構成をそのまま組承することが困

難な場合がある． 実際 ． ナカノマ部

分が店籍に伎われている例は多い．

立体的なゾ ー ニングをする必蔓があ

るばあいもありうる．

1:..-! 

図38-1

4)結益

《伝統町家は． 賑やかな表通リに面

して店を 、 0かな裏庭に面して住宅

を設けた． 同者は居間を揖介にして

接続された． 伝統町家に見るこの解

決法を学び． その組承の上に新たな

麻住併用型住屈を展開する． 》

寓 . .

具体的な配置については[ 4 1. 建

物は 一 体でなく棟に分けて］以降の

各規範にとりあげられるが ． もっと

も基本は[ 5 0. 4間 · 4間 · 4間

のル ー ル］． さらに[ 5 5. 建物の

正面を連続させて街路空間を形づく

る] [ 6 2. 中庭を店づくりにいか

す］ ． ． ．
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都市K. 点的施設を配置する ・ ・ ・ (3)

3 9. 基本としての個人商店
‘

店主自らのオ覚で経営し、 目の届く商店こそ、 その町の生活に根付く基本。 それ

に対し、外部資本によるお店は、 味気なく、 お金がすべて。

*** 

一番街で営業するお店は、 経営者自ら実際にその店で働き、 管理する個人商店を

原則とする。
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・ ・ ・ [ 2 6. 個人問店が集まって

商店が意を作る］そして[ 3 9. {丹

用住居としての町家］を経営するの

は個人商店だ． その可蹂性は？

1)謙翡

く店主自らのオ撹で経営し、 目の届

く商店こ•そ 、 その町の生活に根付く

基本． それに対し ． 外部資本による

お店は 、 味気なく． お金がすべて． 》

2)諜踵の補足

しかし 、 こう言い切れないところ

にジレンマがある． 現状ではむしろ

個人商店に魁力の乏しいのが現実だ

からだ． しかし 、

一番街にはこの現

実を変革させる可能性を教えてくれ

る個人商店がある．

3)個人商店の可酪性と限界

一番街の商店はますます苓門店と

しての充実が求められよう• その際 、

専門店経営を成立させるだけの情報

収集熙力と情報発信樅力がぜひとも

必要とされる． そして経営者にはな

によりも感性が求められる． この条

件さえ溝たされれば 一 呑街のような

地区では個人商店にこそ可酪性があ

るといえよう．

それは佃別の代烹'" 1.1 ,�flうとlnJ

時に ． 商店街租合またはそれに代わ

る廷逢tたとえば町づくリ会社）の

活動などによっても支えうる． 商店

街の核施設は、 集客だけでなく、 こ

のような商業そのものの体質強化に

役立つものでなければなるまい． た

とえば． 情報の収集 、 異業種の文流、

参考商品の収集· 陳列 、 一香街プラ

ンドの商品開発などの携錐である．

それでも 一 番街の空地 、 空店をす

べて独立経営の店籟で埋めることに

は相当の固難があろう． 一 部ににチ

ェ ー ン店的なものの導入の必要性も

あリうる． ただし ｀ チェ ー ン店のメ

リットを町の固有性の中に展開でき

ることが条件である． たとえばチェ
ー ン店であることによって一 定の品

質とサ ー ビスを確保した上で 、 な お

ー香街店狡自の創意工夫を亘ねると

いったことである． 画 ー 的サ ー ピス

の魅力を完り物とするようなチェ ー

ン店は避けなければならない．

4)結論

《 一 番街で営業するお店は｀ 経営者

自ら実際にその店で働き ｀ 管理する

個人商店を原則とする． 》

宣 X 宣

個人商店のバックポ ー ンにあるのは

豊かな生活環墳に支えられた商家の

生活文化である． そこから生まれた

店主の見識と感性である． そのため

の建築上の規範は[ 4 1. 建物は一

体でなく棟に分けて］以下を参照の

こと ・ ・ ・
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都市K. 点的施設を配置する ・ ・ ・ (4)

4 0. 人の集まるスポット

部市生活を楽しくするような、 人の集まる、 居心地良い空間をもったお店や場所が

ぁちこちにあるぺきだ。

＊＊＊ 

人の集まる場所やお店として、 次のような場所やお店を配置していく。 たとえば

次のようなものが考えられる。

• 街路生活を楽しめるカフェ

・地元の人と外来者が交歓できる飲み屋

• 分かりやすく居心地のよいパスストップ

• 小さな食べ物スタンド

-- I 

」

」
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・・・[ 3 7. 外部空間に．さまざ 3)結誼
まな意味 ・ 概紺をさらに重ねる）で 《人の集まる場所やお店として｀次

外部空間の全体像があきらかになっ のような場所やお店を配置してい．＜．
にそこに人の集まるスポットを配 たとえば｀街路生活を峯しめるカフ
置する． ェ／地元の人と外来者が文歓できる

飲み屋／分かりやすく昂心地のよい
1) :ID I

バスストッア／小さな貪ぺ物スタン
《都市生活を峯しくするような。人 ド＞

の集まる、居心地良い空間をもった
お店や場所があちこちにあるべきだ.)Iその他あなたは何がほしいですか？

2)スポットの例
a街路生活を峯しむカフェ

喫茶店は閉鎖的すぎる．街路また
は広場の 一 部を解放してストリー ト・
カフェとそのようなカフェのすば
らしさと必賽性はもはやいうまでも
ない．人の集まるところにできるだ
け親しみ深い空間 ・ 場所をしつらえ
てお<.

b. 地元の人と交浪できる飲み屋
地元の人もよく利用するレストラ

ンや飲み屋があるとよい．外郎から
の黛行者もさびしくならず地元の人
と交浪できるような店． ドイツなら
ピアホ ー ル、イタリアならバ ー ル｀
イギリスならバフ．

c. 分かりやすくて后心地のよいバ
ス停

いまは7ヵ所にもわかれていてわ
かりにくい．バス停をアクティピテ
ィの集まる場所に設置し、公共生活
の小さな核としよう．

図40-1 一 香街にあるバス停留所
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建築A. 建物•町並みは群で構成する. . . (1)

4 1 . 建物は 一体でなく棟に分けて＊＊

建築•町並みが人間的であるためには、 それを利用する人々の単位 、 活動に対応
した、空間的· 視覚的に明快な部分から構成されている必要がある。 大きな塊の建
物では、利用者は帰属感を 、 外来者は親近感を抱くことがむつかしい '，

* * *

町並みは、一番街の伝統的なプロポー ションに応じた問口の小さな建物で構成す
る。共同化等によって間口の大きな一体的建物にすることはできるだけ避けよう。

通りに面する個々の敷地では、伝統町家の、店棟• 住居棟• はなれ• 蔵・袖蔵と
いった棟をわけてつないでいく方法に学ぼう。 つまり建物は一 体的な大きなものに
せず；できる限り棟をわけて構成していく。

敷地が狭く一体的な建物にせざるをえない場合も、空間上、外観上、部分が分別
できることが望ましい。

魯：-:-:-:-:-: ・：：．：．：：．：⇔：•：ャ：-:-: ・：-::-:-沿-::-:-:-ぇ：心：-::-::-:::-::,::-::: ャ：ャ：：-: 心沿-:-::心泣-:-:・：心-:-,::.泣·氾：•：⇔：•：：：：•双-:-::::::曹：心：-:::,::-:-沿.,.沼-::-::・年-:-:-::-平-:-:::-:-:-:-::::ャ：-::-氾-:-:-:-::-::-:-:-:-双•ぇ：•臨：：-::-: ・只-:-: -::-:-:::-:-奴-:-沿-:-ぇ：•沿·公-:-:-::::-:::-:-::-::-沿-:-:::-:::,:::心：：：： -::.-•::-,,··· 
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． ． ． 達法に閲する規節 、 つまり個

々の空間を規定する規範すべてへの

入り〇 ． 出発点． 次の[ 4 2. 高さ

は周囲を見てきめる］とともに達築

のレイアウトのもっとも基本を提供

する． まずこの規範では町並みや建

物を小さな部分に分けるべきことを

を述べる．

1)諜題

《達染 • 町並みが人間的であるため

には｀ それを利用する人々の単位、

活動に応じた 、 空間的 ・ 視覧的に明

快な部分から構成されている必要が

ある． 大きなi員の往物は、 利用者に

は帰属感を 、 外来者には親近感を感

じさせず｀ 非人間的である． ）

2)伝統的達物の場合

一番街の町並みは ｀ 社会の基本単

位である家欣 ・ 店請に対応した、 そ

れぞれ独立の狭い間0の題物（町家）

から成り立っていた．

町家は｀ 機能および家族の構成に

応じていくつかの棟に分けられてい

た． 奥行方向では｀ 店棟． 住居棟｀

はなれ｀ 蘊などである． 間口方向で

は、 店棟、 袖蔵などである． 寺院な

ども同様に建築群から構成されてい

た．

3)その後の変化、 現状

敷地を併合したフラット形式のア

バ ー ト（マンション）が周辺部に増

大しつつある． 個々の敷地でもRC

構造なビで店や住后を 一 体にした豆

腐型の達物が見られるようになった．

4)伝統的状舷を否定する賽因

店籍 彎 住宅 會 倉庫なピの必要面積

の拡大それぞれの全達築面積に占

める割合の変化などのため｀ 平面的

な構成を主とする従来の町屋形式で

はあわなくなってきた． たとえば、

1階のほとんピは店舗 、 2階は住尼

といった立体的な情成が必蔓となっ

てきた• 特に狭い敷地ではこのこと

はそもそも避けられないことであっ

た． しかし この原則を踏まえた達

稟上の工夫は可葉である．

また ｀ 裏地饂のため集合住宅では。

フラット形式が採算上有利となった

ということもあげられよう． この点

については、 住棟形式に工夫をこら

すと同時に ． 地価を反映しない 彎 地

主開発型の住宅経営をすすめること

が必要となろう．

RC、 住骨などの覇しい構造で大

さな架構のほうが紐消的となったと

いう点も大きい． 建箪は構造に空間

を合わせるのではなく、 必饗な空間

をうみ出すために適切な構造を還訳

することが必賽である．

5)結捻

《IJ並みは 、

一 香街の伝統的なアロ

ポ ー ションに応じた間口の小さな建

物で構成する． 共同化等によって間

口の大きな 一 体的建物にすることは

できるだけ渥けよう． 遍りに面する

個々の歎地では、 伝統町家の ． 店樟

住居棟• はなれ ・ 蔵・ 袖蔵といった

棟をわけてつないでいく方法に学ぼ

ぅ． つまり題物は 一 体的な大きな t

のにせず、 できる限リ棟をわけて構

成してい<. 敷地が狭く 一 体的な違

物にせざるをえない場合も． 空間上．

外観上． 部分が分別できることが望

ましい． 》

．

 

．
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各棟はなるべく[ 4 3. 空地をでき

るだけ残す］よう配置する． その際 ．

[ 4 4. 主甕な棟や這物が目立つよ

うに］する． また. [ 4 6. 外部空

間は8だまりになるように］配置を

心掛ける． そして[ 4 8. 自然採光

が受けられるよう各棟は紐く長く］ ．

図4 1 - 1 町家の棟構成
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建築A. 建物• 町並みは群で構成する ・ ・ ・ (2)

4 2. 高さは周囲を見てきめる＊＊

建物の高さは、 [ 1 2. 高さは3階が限度］の範囲内で周辺とのバランスをとる

必要がある。

＊＊＊ 

周辺の建物と2階以上の差をつけないようにすればよい。
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し
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．

分

分

1

き

と

だ

ら

．

に

部

［

と

ご

た

か

は述べる．

1)諜踵

«建物の高さは 、 [ 1 2. 達築の高

さは3階が隈度］の範囲内で周辺と

のパランスをとる必要がある． 》

人間的に生活するためには， でき

る限り地上に近いところに住むべき

だということから 、 ［建築は4階が

限度］と決めた． しかし 、 どこでも

この高さまで建ててよいとはならな

ぃ． 周辺の町並みや 、 隣接する建築

とのパランスをとる必要がある． こ

のバランスを欠くと、 たとえ個々の

事例が明確に目に見える形で日照、

通風、 アライバシ ー が犯したり、 景

観を崩したりということでないとし

ても｀ 全体として生活がしずらくな

ることへつながってい<.

2)現状の問題点

いうまでもなく 、 建物の高さは第

1義的には必要な建築面積と敷地の

大きさによってきまる． ー奮街の一

般的な敷地で通常の用途であれば 。

この条件を溝たすことはさほど困蘊

でないであろう． 問題は2つの場合

に生じる．

第1に 従来の店絹併用住宅と著

しくことなる用途• 形式の建物を達

てる場合． たとえば ｀ マンション．

第2に、 敷地が狭いとき．

第1の蔓因については ｀ 一番街の

町づくりの基本理念が個人商店がti!

乗的に高めあうというという点にあ

ることからいって店請（外用型の土

地 ・ 建物利用が維持されるべきであ

る．

第2の要因については ｀ 地下• 屋

根裏等の利用を含めて最大限の建築

上の工夫をすることが第1に要請さ

れよう． それをこえてなお解決が困

＊ ＊ 亭

次にどの建物が中心的な建物である

かをきめよう． それには[ 4 4. 主

要な棟や建物が目立つように］きめ

る． もちろん町家の場合 、 主要な棟

とは店棟である． （町家を現代的に

受けついだ新しい店頷併用住宅でも

同じことだ ・ ・ ・ [ 3 8. 併用住宅

としての町家））． この中心になる

棟は晟も高い建物とし ． そこから傾

斜屋根を順次葺き下ろしてい<. そ

のことは[ 5 3. 屋根のある達築］

で述べる． これら主要な棟を中心に

[ 4 6. 外部空間が日だまりになる

ように) [ 4 7. 中庭を生み出すよ

うに棟を配置］する． 敷地が狭いと

きは(5 4. 屋根に庭］が有効に働

くはずである ・ ・ ・
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建築A. 建物•町並みは群で構成する ・ ・ ・ (3)

4 3. 空地をできるだけ残す＊

合理的な棟の配置を行ない、 周囲の変動にある程度耐え 、 かつ周囲へ悪影響を及

ぼすことを避けるために、 空地をできるだけ残すことが必要である。

*** 

空地をできる限り残すように努力をし 、 最悪の場合でも、 2階部分の建蔽率が5

0%を越えないようにしたい。 ただし、 2面以上が街路や公的空地に面する敷地で

は、 この条件はもう少し緩く考えてもさしつかえない。

．

 

ー

ー

ー

ー

ー

1-:
」�:一.-'--·.:.....::. -.�--.:...:...: • .::._:_·.·�-.:.....:_·, ..:::.::...;-

I)�I ヽTし｛環布 ’゜ル

汲沿沿泌汲沿"""硲,.,.-.-,・"、滋応泌心�-,泌:�-,,,,,,,,, 泌澤心魯ぶぷへ＂心忍巡殴9松Wか泌泌泌ぶ似知盛岱緊K•":·碑沿澤,.,,, 沿泌魯泌X磁磁9卒·X·滋公沿岱沿9埒沿沿泌沿沿沿盛硲ぷ岱心碑切心ぶ

1988年4月t 4 8町並み委員会決定

9

J

I•
J
 

-97-



1)課題
《合理的な棟の配置を行ない 、 周囲

の変動にある程度酎え ． かつ周囲へ
悪影響を及ぽすことを遥けるために
は 、 敷地の半分を空地として残すこ
とが必要である．》

2)伝統的な建て方の場合
伝統的町家の建蔽率はどの程度で

あろう力＼だれでも分かる例をあげ
れば 、 現在の蔵づくリ本籍が44%、
餅亀歴が7 2. 5%である．どの家
もほぽこの間におさまるとみてよい．
敷地が狭く精 一 杯建っているように
見える場合でも80%を超えること
はない＾

このことからわかることは、達蔽
率6 0%(立までならなかなか立派な
中庭を持てるということである．敷
地の大きさによっては70%でも可
能である．ただ 、 町家の達蔽率を彗
通の郊外の住宅地と同じように考え
ると誤りを犯すであろう．

伝統的町家では敷地の部分によっ
て建蔽率が大きく変わるのだ．敷地
全体に渡って空地が 一 様にあるので
はない．すなわち ． 道路側はほぽー
杯に建物が建っておリ ． ． 奥へ行く
に従い空地の率が増加していくので
ある．

3)最近の建蔽率の動向
伝統町家では 、 増築によって窒地

を埋め. きわめて高い建蔽率の建物
が現われた．この種の高建蔽率化は
みずからの環境を悪化させた．しか
し ． 高さは2階止まリだったので近

隣への影零は大きくない．
新しい遠物でも達蔽率が高いとは

限らない．むしろ立地を硝（呆してみ
ずからの環墳の安定化を図っている
例もみられる．この場合 ． 達物の背
が高くなり 、 空地の取リ方は伝統的
な方法を逸脱しているため ｀ かえっ
て近隣への影響が大きくなるといえ
よう．建蔽率は町並みの環境を守る
ひとつの指標にすぎない．

高建蔽率化の要因（高建蔽平珪物
の建物利用比率などの分析・・ ・ 略）

4)『都市計画』について
法定都市計画では ． 一番街周辺は

商業地域で ． 達蔽率80% 、 容fl率
50%に指定されている．

しかしながら、 現状及びこの原則
からえられる容積率の上限は、 1階
8 0%. 2階50% 彎 3階50%と
して180%である．現状の法定4
00%はあきらかに遇大といえよう．

5)結捻
《空地をできる限リ残すように努力

をし ｀ 最悪の場合でも. 2階部分の
建蔽率が50%を越えないようにし
たいただし. 2面以上が街路や公
的空地に面する敷地では ｀ この条件
はもう少し綬く考えてもさしつかえ
ない．》

図43-1 蘊づくり本舗配置図

＠ 
r—-―-,. 

I 
図43-2 餅亀昼歴根伏図

は細

6)結論の1奮足
一階についてもできるかぎり ． 廷

蔽率50%を上限とするように努力
したい．こうすることである左度の
庭を確保し 、 周辺の変動にItえるこ
とができるようになる．つまり ． こ
れはみずからの環墳を防衛する必要
最小限のきまりといえよう．

寓 寓 寓

空地はl 4 6. 外部互間が日たまリ
になるように］できる限り建物の南
にとる．そしてその空地が積極的に
使える空間であるように棟の配置を
工夫する必要がある．それには 、

[ 4 7. 中庭を生み出すように棟を
配置］する．そして 、 建物は[ 4 8. 

自然採光を受けられるように各棟は

細く長く］する ・ ・ ・

lmalm1I : ＇匹旧』1'!111呵 l四 I 

“

 
弔
請

“

 

目

月
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建築A. 建物•町並みは群で構成する・・・ (4)

4 4. 主要な棟や建物が目立つように＊

建築•町並みには、 いわば人間の頭にあたる中心が必要である。

*** 

I

i

l

ー

ー

．

 

.
•
,

 

町並みでは、 寺院、時の鐘、 埼玉銀行がこれ以上目立たなくならないように周辺

の建築は大きさやデザインに注意を払おう。

通りに面した個々の敷地では、 店棟を最も高く目立つように道路に接して配置す

る。 敷地が狭いなどの理由で棟がひとつだけの場合も、 主要部分がほかより高く目

立つように工夫したい。

十·―ー・_ー・-―· -—-�-—·-·一—• 一—

． ． ． ． ． ヽ
, . . . .. ·. .. 
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ー
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・・・[ 4 1 . 達物は 一 体でなく棟 町家では ｀ 店樟がその家の中心とし
に分けて] (4 2. 高さは周囲を見 て 、 高い棟を上げ、意匠こらして作
てきめる］・.. これらの原則から られた．
建物配置と各棟の高さがほぽきまっ
に次は建物nのもっとも中心にな

1
4)昴近の宜化と問闘点

るところを見つける仕事にはいる． 町並みでは ｀

一 般の建物に高く、
規槙の大きいものが増加し 亀 寺院や

1)課題 銀行が目立ちにくくなった．やはり 、

《達築•町並みには ｀ い わば人間の 一般の達物は社会的共同性に基づく
頭にあたる中心が必要．》 建物に対しては ． 特にそれが歴史的

2)課題の1畜足
第1に 、 外来者にとって分かりや

すいために必要である．
町並みであれは二人は常に自分が

どの位置にいるのかを把握してい る
必要がある．人はそれを ． 目立つ建
物をまず記憧してその相対的な位置
から自分の位置を脳真に描き出すと
いう方法による．そのためには主要
な建物が目立っていなければならな
し‘・

個々の建物につ いていえば ． その
建物が い かなる目的を持ったもので
あるか ． その最も中心的な機能を担
う棟が外来者に明謹に示されねばな
らない．

第2に．町に住んでいる人々やそ
の建物を利用する人々にとって ． そ
の集団（家旗）の共同的成立基盤を
•になう役割を果たす建物や棟が ． 位
置的にも視覚的にももっとも中心的
な位置を占めている必甕がある．

3)伝統的町並みや町家の場合
伝統的に見れば、町並みでは寺院・

時の籍なl:::-社会的共同性を基盤にし
た建物がぬきんでて高く、目立って
いに近代に入ってからは｀川越経
済の実力を象mする建物として、 ド
ームをもつ川越第85銀行が建てら
れた．

衝路空間の環境保金

図44-1店棟の断面図

ランドマ ー クであるならば｀歌意を
払ってある程度遠慮すべきであろう．

町家では｀仕舞多屋が増え｀そこ
では店棟が重視されず ｀ 町並みが崩
れ始めた．商店では｀店を最も目立
たせようという動機が以前にもまし
て強くなっているが、建築そのもの
によらず ． もっばら看板に頼る傾向
が見られるようになった．

5)結溢
《IBJ並みでは 亀 寺院 、 時の... 壻玉

銀行がこれ以上目立たなくならない
ように周辺の建築は大きさやデザイ
ンに注意を払おう．通りに面した個

々の敷地では 、 店棟を最も高く目立
つように道路に接して配置する．敷
地が狭いなどの理由で棟がひとつだ
けの場合も ． 主要部分がほかよリ高
く目立つように工夫したい．》

● 拿 拿

屋根は、この主蔓な棟に高い屋根を
かけ．そこからその他の棟へ葺き下
ろしてい＜．その原則は[ 5 3. 屋
根のある建築］で述べる・・・
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建築A. 建物· 町並みは群で構成する ・ ・ ・ (5)
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4 5. 駐車場はなるべく車が

見えないように＊＊

駐車場が大きすぎると環境が損なわれる。 大きな駐車ピルも同様である。

＊＊＊ 

I

I

l

ー

ー·

駐車場の規模は小さく、 間隔をおいて配置する。 さらに、 外から車が見えないよ

うに敷地を建物、 塀、 植物等で囲むなどの配慮をする。 。 .

やむえず大規模な駐車場を作るときは立体化し、 コンバクトにまとめ、 町並みと

調和した建物で覆い、 町並みへ直接自動車が露出しないよう注意する。

診

-璽冒讐雪謳芦
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・ ・ ・ [ 1 3. 駐車場は小規槙なも

のを分散して配置］することをきめ

た• 加えてその駐事場は. なるべく

車が目立たないようにするべきだ．

1)謙題

《駐享場が大きすきると環墳が損な

われる． 》

2)駐車場のあり方

ある領域が事に支配されていない

と感じられるのは. 6- 7台が限度

である．

3)駐事場の現状I問題点

修景上の配慮が払われた駐皐場は

皆需である．

図45-1

図45-2駐革場の餞豊例

4)既往計画

『コミュニティマ ー ト構想モデル事

業』1916ん

r統 一 改装基準」に次の項がある．

a. 守るべき基準の(1 3) ; 違物

が後退して前面が大きく空いてい た

リ． 駐事場の空地となって いる所で

は ． 町なみの連続性を保つための修

景装置を設ける．

b. 目標とすべき水準の(5) ; 空

地 ・ 駐寧場 ・ 道路から大きく後退し

た建物の前庭などに設ける修景装置

は． 伝絨町塁の1階庇と連続性を保

つ大きさ、 位置 ． デザインにもので

あること． 同(6) ; 単なる修員黄

置にとどめず、 ポスタ ー の掲示｀ 商

品笠の陳列｀ 体息所などの施設を最

ねるのが望ましい．

（権告● 175ペ ー ジ）

5)結論

《駐阜場の規禎は小さく ． 間隔をお

いて配置する． さらに． 外から車が

見えないように歎地を建物｀ 順 、 纏

物等で囲むなどの配虜をする． ゃむ

えず大規横な駐車場を作るときは立

体化し ． コンバクトにまとめ. IJ並

みと講和した達物で＂い町並みへ

直接自動車が露出しないよう注意す

る． 》

拿 拿寓

建物だけでなく駐皐場も生け填や壁

で囲って積極的に利用できる外部空

間を生成する役割を担わせることが

必賽である． これは[ 4 7. 中庭を

生み出すよう棟を配置］の原則によ

る ・ ・ ・
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建築B. 建物・棟の配置・. . (1) 

外部空間が

日だまりになるように＊＊

4 6. 

l
今

1

――上一
庭は日当りが良くないと使われない。 そして日当りの良い庭があれば、 住まい

もあかるくなる。

* * *

ー

1

ー

ー

J

ー

ー

j

J

J

J

i

●

-

i

-

―

j

i

i

J

l

 

棟は原則として、 北に寄せて南をあける。ただし、 街路や隣の庭に深い影を落と

さないよう、 いわゆる北側斜線や道路斜線を守る。

ただし、 一番街通り沿いの敷地は、 間口が狭く東西に奥行が深い。 このような敷

地では上の原則だけで、 充分な日だまりの外部空間を作ることは困難である。 上の

原則を基本としつつも、 庭を設け、 隣同志その位置をあわせることが必要となる。

□Dロ
―

□ �7ふ霞予
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・ ・ ・ [ 4 1 . 建物は 一 体でなく棟 い外部窒間は夏には暑くてたまらな まず ． 全体として棟は北に寄せて

に分けて) [ 4 2. 高さは周囲を見 い． また 、 8本には鐙賞用の庭とし 達てるという基本原則が躇襲されて

てきめるJ [ 4 3. 空地をできるだ て「北庭」の伝統がある． この原則 いる． なかでも住居棟は北側いっぱ

け残す］ ・ . . 以上で複数の棟から を基本に置きつつ 、 それをどのよう いに寄せ ． できる限リ南側をあけた．

成り立つ廷菜の基本的な情成につい に完成していくかはさらに 、 その他 雌れも同様である． 店棟もまた ． ほ

て明らかになった． つづいて｀ ひと の課題 、 原則による役割である． ぼ間口いっばいに達てることを基本

つひと つの棟とその周辺の空間につ 原則としつつも。 通路等をとる時は、

いての原則を展開する． まず各棟と 3)伝統的空間構成の場合 南側をあけた．｛主思棟は高くても2

その周辺の空間の配置について 、 も 伝統的達物でこの原則がもっとも 階違ての、 屋根は奥行方向に棟をも

っとも基本的な原則をあげる． 分かりやすいのは晨家であろう． 南 つ建物である． 従って北隣への日

側に広々としたニワをとり． 縁先は 陰は最小限におさえられた． こうし

1)謙踵 さんさんと太陽がふりそそぐ日だま て住居棟は｀ 少なくとも2階におい

《庭は日当リが良くないと使われな リとなった． つまり 、 この諫題を実 て 一 定のB当りを確保したのである．

ぃ． そしてB当りの良い庭があれば 、 現するもっとも単純な方法は、 建物 しかし ． これでは 、 外部空間（庭）

住まいもあかるくなる． 》 を敷地の北に寄せ 會 南に庭を確保す としては不十分である．

ることである．

2)課題の1畜足説明

達物配置上のもっとも基本原則で “ 

ある． 「庭Jと限定してあるが 、 こ

れは分かりやすくするためで 、 広場 、

街路など外部空間 一 般に当てはめる

べき原則である．

すなわち ． 遠物のB陰になるよう

な外部スペ ー スはあまり使われない．

そのためには ｀ 庭や広場 、 街路空間 --·-....:..:...::: ーこ�,
図46-3住居棟の平行南1111配置にはできる限り日が当たるように建 ,_t; 鵞U,11_

物を配置する必要がある． 逆に8当 図46-1

りのよい外部至間があれば ． それに このような敷地の場合｀ 庭は違物

面する建物もまたよいB当りを得る この配置の仕方はきわめて 一 般的に の南側ではなく ． 間口いっばいに設

ことができるだろう． 行なわれており、 今日の郊外の 一 戸 けざるをえない． その庭は住居棟の

たtふ ここで注意すべきことは 、 建の住宅地、 集合住宅団地なピすべ 背後に設けられた． この庭が日だま

日当りのよい庭と建物の配置が確保 てにみられる． リの空間になるかどうかは 、 自敷地

されたとしても 、 その代償として背 内の糠の配置よりは． 隣家との関係

後に 一 年中ほとんど日の当たること できまらざるをえない． その問題は

のない空間ができてしまっては、 こ 隣もほぽ同じ位置に同様の庭を設け

の諜踵を解決したことにはならない るということによって解決されたの

ということにとくに密集した市街 である．

地である川越18市街地では、 この問

題への解答が欠かせない．

図46-2

しかし ． 間Dが狭く奥行の深い川越

なお． この原則はおおまかな基本 旧市街地では． 単純に達物を敷地の

を述べているのであって ． 空間のす 北に寄せることで ． この原則を実現

みずみまであますことなく太陽が粋 することは困難である． たとえば 電

り注ぐべきだというものではない． 束西方向に長い 一 誓街通リの敷地で

空間には｀ 明暗のリズムが必要であ は、 建物を北に寄せるだけでは南側

り｀ 人々が落ち君いてくつろげるよ にわずかな庭しか残らない． そこで

う見え硯れする大小さまさまなヒタ
＇

は狭自のエ夫が必要になってく�.

が必要である． だいいち 、 日陰のな 次のような方法がとられた． l図46-4
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4)結品

《棟は原則として ． 北に寄せて南を

あける． ただし｀ 街路や隣の庭に深

寡 拿 事

い影を落とさないよう 、 いわゆる北 外部空間は積極的な意昧をもつよう

側糾緯や道路斜緯を守る． ただし。 配慮する． そのために[ 4 7. 中庭

ー香街通り沿いの敷地は 、 間口が狭 を生み出すよう棟を配置］する． そ

く東西に奥行が深い． このような敷 してc 4 a. 自然採光が受けられる

地では上の原則だけで、 充分な B だ よう各棟は繍く長く］する ・ ・ ・

まりの外部空間を作る二とは困翼で

ある． 上の原則を基本としつつも、

庭を設け． 隣同志その位置をあわせ

ることが必要となる． ）

5)結捻の権足

棟は、 原則l::: して北に寄せて· 南

をあける． ただし 彎 街路や隣の庭に

深い影を蕩とさないよう、 いわゆる

北側斜緯や道詑斜緯を守る．

ただし 、 一香街通リ沿いの敷地は 、

間口が狭く東西に奥行が深い． この

ような敷地では上の原IIりだけで． 充

分なBだまりの外部空間を作ること

は困羅である． 上の原則を基本とし

つつも． 庭を設け、 隣同志その位置

をあわせること．

北側斜緯については ． 住檀部分か

ら奥が住居専用地区としての性格が

強いことかうまずは． 建築基準法

第56条第3J日の次の規定が目安と

なるだろう．

「第1種住居専用地域内又は第2

種住尼専用地域内においては 、 当該

部分から前面道路の反対側の墳界線

又は隣地墳界緯までの真北方向の水

平距随に1. 2 5を乗じて得たもの

に第1種住居専用地域内の違築窃

にあっては5メ ー トルを． 第2種住

思専用地域内の建簗物にあっては1

0メ ー トルを加えたもの. J 

しかし. 5メ ー トルでは実情にあ

わず、 また1 0メ ー トルでは鑽すぎ

るといえよう． 伝統町家の標準的な

軒高である20間程度を目安とする

ことがのぞましい．
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建築 B. 建物・棟の配置・・・ (2)

4 7. 中庭を生み出すよう棟を配置＊

単に棟と棟のスキ間として残されたような外部空間は使われないし、 貴重な都市
空間の無駄使いといえよう。 外部空間が積極的な意味をもちうるように形成するに
はどうすればよいだろうか。

＊＊＊ 

敷地内の庭をはじめとして街路・広場などの外部空間は、 中庭型の囲まれた空間

となるように棟を配置していく。 すなわち外部空間を、 建物、塀、樹木、 アーケー
ドなどでとり囲み 、 まわりの建物と一体の空間になるようにする。

特に鰻の寝床型敷地では、 中庭に面積が集まるよう、• また建物は敷地との境界に
無駄な隙間を残さないよう、 隣地や街路との境界に寄せて建物を配置する。

I.'

|．

II
 

．
 

. 
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-

． 

. 

.

. 
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・ ・・[ 4 6, 外部庄間が日だS IJ 

になるように］配置するためには�
棟の位置と外部空間の位置の両方を
決めなければならない．しかし他方
を烹視して 一 方を決めることはでき
ない．このうち外部空間の形につい
てはこの原則で述べる．また ． 内部
空間＝棟の形については次の原則で
とりあげる ・ ・ ・[ 4 8. 自然採光
が受けられるよう各棟は編く長く）．

1)課題
《単に棟と棟のスキ間として残され

たような外部空間は伎われない．外
部空間は積極的な意味をもちうるよ
うに形成すべきだ．》

身近な市街地においては．人はあ
る租度回まれた外部空間を居心地よ
いと感じる．これは ． 街路．広場 ．

庭等に当てはまる謙題である．この
問題は. 1 9世紀のウィ ー ンの建箪
家、カミロ ・ ジッテによって籠底的
に研究された• その著『広場の造形』
は都市計画の古典として有名である．
この本ではウィ ー ンを題材に．建物
が孤立してパラバラに建ち、積極的
な外部空間を作りだしていない状況
をいかに改善するかを提寡している．

2)伝統的IJ並みおよびIJ家の場合
川越のような古いIJでは．まず．

街躇が回まれた外部空問という住格
をもっていた．街路の両側が建物で
ピッシリと囲まれるほか.T字路が
多用され 會 街路の違行方向の視線は
閉ざされていた．ー薔街では中央通
リが抜かれる以前がそうであった．

これは参道のような横道でも当て
はまる・通りから参道を覗けば視
線はお寺の山門で受け止められる．
参道から通り方向を振り返っても 疇

視緯は通りの町並みで受け止められ

るのでお�.

さて、建物ではどうであろうか．
伝統的な町家では ． 住棟の背後に

『後ろ庭Jが設けられる．そしてハ
ナレや頑を追加していく場合には、
この「後ろ庭」を「中庭」として住
棟との間に空間を置き、建てるので
ある．この場合、残リの2辺（隣地
との墳界に当たる部分）は．一 方は
蠣· 一方はわたり廊下である．こう
して ． 建物と一 体の中庭が作られた．
なお ． こうして作られた中庭ば建
物本体からさらに驀き下ろされた下
屋庇でとり1111まれた．これは建物と
庭の問を自然につなぐ装置空間と
して豊蔓な役割を果たした．

ところで、 一 奮街のように間Dが
猥く員行の深い町家の敷地では呵 充
分な庭を譴像するために．建物をで
きるかぎり敷地墳界いっばいに建て．
薗積を庭へ集中しなければならない．
敷地の4員に隙間を残す通常の住宅
と基本的に異なる建物の配置が必賽
とされる．

|.
 

●9
|
 

—曇街逼11』沿いの戴地では．中ii"
とらない建物の配置がみられるよう
になった．

間口が狭く翼行の深い敷地にもか
かわらず 、 仕翼多歴では四周に隙間
を開ける違て方が見られるようにな
った．

あるいは 電 建物を敷地の北側に寄
せて並べ、 ［外部空間が日だまりに
なるように］という原則は溝たして
いるが 噸 中庭を設けないという例も
みられるようになった．

4)結論
《敷地内の庭をはじめとして街路・

広場などの外部空間は、中庭型の1111
まれた空間となるように棟を配置し
てい＜．すなわち外部空間を建物 ．

専 ． 樹木．ア ー ケ ー ドなどでとリ囲
み．まわリの建物と 一体の空間にな
るようにする• 特に鰻の寝床型歎地
では．中鰹に園精が集まるよう． ま
た建物は敷地との墳界に烹駄な庫間
を残さないよう．隣地や街路との墳
界に寄せて建物を配置する．》

亭 拿 拿

外部空間は[4 8. 自然採光が受け
られるよう緯く畏くした棟］で形づ
くる．ただしその空間は閉鍋的すぎ
てはいけない．つまり常により大き
な空間へつながっている必蔓がある．
その原則は[ 5 2. 中庭を活かす］

図47-2同面積の敷地に同lll積の
で述べる．また 、 街路空間について

達物を廷てた場合の比較I
は[ 5 5. 建物の正薗を運続させて
街路空間を形づくる）を参照のこと ・

3)その後の変化 書 現状
中央通IJの貫遍、町並みに空地が

増えたことで、街路から．回まれた
空間という雰lffl気が失われた．

図47 - 1 JI! 越の町家の断面図
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建築8. 建物・棟の配置· ・・ (3)

4 8. 自然採光が受けられるよう

棟は紺く長く ＊

（
 

建物の内部にはできるがぎり、自然の採光と通風を受けられるようにしたい。

*** 

建物全体を構成する各棟は、 各部屋が一面は外気に面するよう細く長く、 いわゆ

る翼部（ウィング）とするとよい。
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・ ・ ・ [ 4 6. 外部空間が日だまリ
になるようにJ [ 4 7. 中庭を生み
出すよう棟を配置）のふたつの原則
から建物群または棟のおおまかな位
置を得た． つづいて歴根及び違物の
形についてより詳しく規定していこ
ぅ． すでに[ 4 1. 建物は 一 体でな
＜棟に分けて］によって建物をいく
つかの構成単位に分けた． また一 薔
街の最も基本的な達組である表通り
沿いの町家については[ 3 8. 併用
住居としての町家］でその基本構成
を示している． そこで次にこれら構
成単位に基づいて建物に具体的な形
をテえてい<. まず ． 達物は 一 体的
な塊であるべきではないという点を
具体的な形にする．

1)謙題
《達物の内部にはできるがぎリ 、 自

然の採光と通風を受けられるようす
べさだ． 》

人工照明やエアコン全盛の時代と
なったが、 この諜題の重蔓性は強調
してしすぎることはないだろう• 特
に住宅ではなおさらのことである．

2)伝統的町家の場合
伝統町家は「暗い」といわれる．

町家では奥行方向に3$:並べるのが
全国的にみても標準であったが． そ
の真ん中にあたる第2室目は、 必然
的に外気に面することのない暗い部
屋であった． 閲西の町家のナカノマ．

川越の町家ではオク（住棟部分 ． 通
常2室が異行方向に並ぷ）の店側の
部屋がこれにあたる． 町家はこの謙
題についての完全な解答を持ってい
るわけではなかった．

しかし、 この部屋については完全で
はないが． 一定の措置がとられてい
た．

まず、 この部夏は西洋の建物のよ
うに独立した部塁ではなく ． 庭側の
部匿（関西の町家ではオクノマ）と
は襖だけで仕切られた縞き間をなし
ていたということである． この襖は．
夜や奪いとき． あるいは来客があっ
たときなピ特定の場合にのみ閉じ
られたから ． 半分は庭側の部屋と一

体であった． まして． 関西の町家で
はナカノマは吹き抜けの半戸外大窒
間である通り土問に開放されていた
から｀ 通風上の問題はほとんどなか
ったと見てよいだろう． しかし、 そ
れでも暗いことには変わりなかった．

川越の町家では、 関西のようにひ
とつの大きな屋根の下にすべての部
匿を入れるのではなく． 店棟と住宅
棟とをわけた． 間口方向に2つの部
屋が並ぶ店棟と 、 奥行方向に2つの
部屋が並ぷ住尼棟とを 、 L型に組み
合わせたのである． （小規横な町章
では必ずしもこの通りではないが、
基本は変わらない． ）この方法によ
れば各部屋はかならずどこかの辺が
外気に面することができる． ただし 彎

住居棟の店側の部歴は仮に外部空間
に面していても、 隣家の影にあたリ．
あまリB当リは期待できなかった．

図48-3 なかのまの吹き抜け

員型的 なIJ●

瓦回戸辻戸
罫圃国11111111111µ1µ=

名鍮O町霞

箪
万

這
胆

9● 

-- •• 

｀ 
図48-1 典型的な町家

図48-2 町家内部展開図
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さらに、 通常は南側には下屋を下ろ
して台所や通り庭を設ける場合が多
＜． そうなると． 閣西の町家同様．
まった＜暗い部塁となってしまう．
しかし. 2階はすべての部屋は外気
に面することができ ． 冒頭の課題に
対して関西町家よリは有利な解笞を
示しているといえよう． 建物を一 体
的にせず． 棟にわけ、 しかも各棟で
は一 列に部屋を並べて ． それらを直
交するように連結して言ったことが
この結果をもたらした． もちろん ．

これも充分な解答とはなっていない．
その他の工夫の例をあげよう．
・ 地方によってはナカノマに吹き抜
けを作り 、 高慈から採光することが
行なわれた． 高山の町家に見られる
明かり屋などがそれである．

さらに 、 オモテヅクリなどの手法
でみせと住棟との間に坪庭を作ると
いう方法も見られる． オモテヅクリ

図48-4 おもてづくり

「あかりとり」をつけた言国・高田の町家の断面

゜
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は関西に貝られる形式であるが 、 店

棟が独立した川越の町家に近い面も

ある． ー昏街では頑づくリ最中の建

物がこれにあたるといえるだろう．

このように主歴を二つの棟に分け

くる． そのためには樟（誠部）を、

可能な限リまわリの既存の遠物と連

結してい＜． つまリ[ 4 9. 棟は次

々と連結する］． 各々の棟（翼部）

にはそれぞれに歴根をかける． 歴根

,

'

,

1.
I

る111越の手法は上記の謙問に対して は高い棟（鼠部）から順々に葺き下

ひとつの解となっている． さらに、 ろす． この原則は[ 5 3. 屋根のあ

各地の町家に見られるさまざまな工 る建築］で述べる ・ ・ ・

夫は 、 暗いとされる町家の問題点を

克服するすぐれた手がかりを示唆し

てくれるものといえよう．

なお 、 奥行3室構成される町家の

ブランは大多数のマンションのブラ

ンと酷似していることを指摘してお

こう． マンションの一 戸は経済的理

由から間口を狭くせざるをえず 、 ま

た両側には応をとるわけにはいかな

いので鴫 町家と類似した平面になら

ざるをえない． すなわち ． 町家の真

ん中の部屋に相当する外気に直接面

さない部屋がうまれ、 通常台所及び

居間として伎われている． 形だけで

なく． 利用の点でもよく似ている．

このように町家のアランは密集市街

地の住宅アランとして． ある彗遍性

を有している． ただし ． 外部空間と

の関連など、 町家のほうがはるかに

高い1IJ熙性を秘めていることはいう

までもない．

図48-5 あるマンションの間取り
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3)結捻

《建物全体を構成する各棟は． 各部

屋が 一 面は外気に面するよう紐く長

＜． いわゆる翼部（ウィング）とす

るとよい． ＞

拿 亭 亭

この細く長い棟（鼠部）で[ 4 7. 

中庭を生み出すよう棟を配置］し積

極的な意味を持った外部空間を形づ

_
J

.
J

 

j

'
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建築 B. 建物・棟の配置. . . (4)

4 9. 棟（建物）は次々と連結する＊＊

Aご·

建物や棟がパラパラに建っているということは、社会がバラパラとなる兆候とも

いえる。

*** 

．

 

ー

ー

ー

新しい建物はできる限り、 既存の建物と連結させる． たとえば、町並みの連続が

途切れているところでは、 その連続を回復するように新しい建物を補う。 特に道路

沿いの棟は、 後退させず（接道）、 隣家と連結（接隣）する。

各敷地内でも、 棟を次々と連結させる。

沿硲ぷやが泌沿而四硲泌泌碑·泌沿ぷ匹ぬぷ,,,,,,.,ゞ 滋»冷泌磁ぶ沿匹心さハ心ぶ·>'がい»»碑•ぶ匹泌硲磁以ヽ"'"""''"ぷ硲必ぷ硲9ゞ啜：ー：.,, ぷべ沿心心ぷ魯ぶ奴岱沿沿災汲硲炊-:-,沿心奴S泌；．冷幻や沿⇔畑"な碑索
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. .. この 原則で[ 4 1 . 達物は一
体でなく棟に分けて] [ 4 8. 自然
採光を受けられるよう棟は細く長く］

[ 4 7. 中庭を生み出すよう棟を配
置］といった原則を完成させる． と
くに建物と達物の 間にできがちなム
ダな空間を消失させ｀ 中庭を生み出
すことに貢献するはずである． 建物
と建物を連結していけば外部空間は
おのずから積極的な意味のある空間
になっていくであろう．

1)課題
《建物や棟がパラパラに建っている

ということは ． 社会がバラバラとな
る兆候． 》

この 諜題は空間釘視覧的に建物
が遍紐していることが必要だという
ことの みを指摘しているのではない．
町の 人々が協謂して町並みを形成 、

緒持していく社会関係と拉物の 連続
とは表裏の関係にめるということで
ある． 社会関係が変化したリ ． 崩墳
すれば町並みが墳れることは自明の

関係としてよいだろう． しかし、 逆

もまた真なの である． すなわち ｀ 建

築が社会を規定する． つまり ． 建築
に際して｀ 近隣の ことを考慮に入れ
る必蔓の 度合が低くなればなるほピ 、

近隣との 関係は希薄でよいことにな
るのだ．

2)伝統的町並みの 場合
伝統町家は 、 隣家との 接する部分

が長大であることからして 、 あらゆ

るレベルで隣り同志との 連結に関す
る考慮を読み取ることができる． し
かし ． この課翡においてもっとt,曼
要なのは ． 廷築的． 物理的な結び付
きである．

図49-1 町並み遠続立面図

町家において建築的に積極的な隣 退させず（潰道）會 隣家と連結（接
との 結び付きを求めていくのは店棟 頗）する． 各敷地内でも、 檀を次々
である． （住棟はこの 点 、 一定の 間 と遍結させる． 》

隔をおいた 、 つ まリ相互の 影響を最 遍結とは必ずしも、 建物と建物を
小にしようというという負の 連結で 直接接続するだけでなく 、 門 ． 中庭．

あるといえよう）． それは外形上は 、 往底などその 他の 装置を介して行な

屋根の形が側面は切喪であるという うことができる．
点からも認められよう• 川姐では ．

角地の町家の屋根は寄せ棟や入母屋 l 寓 宣 宣

にすることが多く ． 切り妻は隣家と
の接続を前提にした屋根形式であっ 遍結は必ずしも壁の ある達物でなく
たといえよう． ともよい． たとえばア ー ケ ー ド 、 戸

店棟は道路に面して建てられ｀ 隣 外の 部屋、 中庭、 ある種の塀などを
リ同志接続していた． こうして緊密 用いることもできる. [ 5 2. 中庭

な町並みが形成され 、 それによって •をいかす] [ 5 6. 庇下窒間を開放
囲まれた街路は ． 社会的空間となっ し、 運紐させる］を参照．．．

た． 従って｀ この ような町並みから
組が欠けたように建物がなくなった
り 、 ほかの形式に建てかえられるこ
とは、 地壻社会関係の変化の兆しと
いえよう．

もちろん 、 建物と建物が直憤接続
するとは限らない． 店棟の外に通路
や玄閣への アアロ ー チがとられる場

合があり、 その ときは建物と達物と
の間に門が設けられた． したがって、

ここでいう連続とは ． 基本的レペル

での 遍続をいう．
敷地の中へ向かっては、 この 店棟

をキイにそこから｀ 離れ｀ 蔵なビの

檀が遍統的に派生した． これらの棟
は直接接続するほか、 中庭なピを介
して連結された．

3)結論

《新しい建物はできる限り． 既存の

達物と連結させる． たとえば、 町並
みの 連続が途切れているところでは、
そ の連続を回復するように新しい達
物を1奮う• 特に道路沿いの棟は ． 後
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建築B. 建物・棟の配置・ ・ · (5)

5 0. 4間· 4間・ 4間のルール＊＊

一番街通り沿いの敷地では、 各敷地ごとの建物がに一定の配置パターンに従うこ
とによって、 お互いの環境を守りあっている。 その棟配置バターンについて、 隣ど

おしで了解しあった目安が必要である。

*** 

表通り沿いの敷地を利用するにあたっては、 できるかぎり以下の目安に従おう。
道路から4間は、 敷地をいつばいに利用し、 建物は接隣．接道型とする。 次の4

間では、 棟を北に寄せ南を開けるように配置する。 ただ•し、 隣接敷地への影響を充
分に配慮する。 その次の4間は可能な限り庭を主体の利用とする。

k4八く4図竺、1

ー

ー
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ー

ー

＂
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・ ・ ・ [ 2 2. 鮭の寝床］型の敷地

では[ 4 6. 外部空間が日だまりに

なるように］する場合でも[ 4 7.

中庭を生み出すよう棟を配置］する

場合でも、 隣どおし中庭の位置をそ

ろえたり、 住居棟の位置をそろえた

リすることで大変有利になる． いわ

ば棟の配置の最終決定．

1)謙題

《 ー香街通り沿いの敷地では 、 各敷

地ごとの廷物がに 一定の配置バタ ー

ンに従うことによって ｀ お互いの環

境を守リあっていることがわかった．

その棟配置パタ ー ンについて 、 隣ど

おしで了解しあった目安が必要であ

る． 》

2)伝統的町家の場合

各敷地ごとの建物配置の定石は、

道路側から ． 店棟 ． 住居棟 ． 裏庭

（中庭） 、 離れまたは蔵 。 という順

序である． これら各棟の規槙は家に

よってさほと差があるわけではない

ので． それぞれは横並びし、 敷地を·

横断するゾー ンが形成される． すな

わち｀ 道路側から 店棟の ‘ノー ン．

住巴棟のゾ ーン｀ 庭のゾ ー ン ． 離れ

（蔵）のゾ ー ン ． が成立している．

各 ‘ノー ンの幅はほぽ4間ずつである．

図50-1伝統的な町家の達物配置

重要なことは各ゾーンごとに成立

している建築の定石である， この定

石は各往おの要求を溝たすと同時に ｀

隣接する達ぬの要求をもかなえてい

＜亀 つ まり.'乍法となっていること

が重要である．

最初の4間、 つ まり店棟のソ
・

ー ン

では｀ ほとんど隣棟間隔をあけずに

敷地いっばいに柱物を建てることが

定石であり 、 こうして町並みの形成

に参加することが作法である．

図50-2 店棟部分の断面図

次の4間． つ まり住居棟のソ
・
ーン

では． 敷地の北側に棟を寄せ 、 南を

あけて採光することが定石である．

建物の高さはなるぺく低くおさえ ．

隣の達物も同じようにB当りを得る

ことができるようにするのが作法で

ある．

図50-3{主檀部分断面図

その次の4間 ． つ まり庭のゾー ン

では 、 建物は廊下 會 風呂 ｀ 便所租度

におさえ｀ できるだけ空地を残すこ

とが定石である． この定石を守るこ

とがその庭を介した日当りを隣家に

保障することとなり ｀ それが作法と

なる．

図50-4真庭部分断面図

ゾーZ名 伝統形式に:S.· 央行けるゾーン

鯖れのゾー ンは ｀ （主居棟のソ
―

ー ンに

準ずるといえよう．

以上が「4間 · 4間 · 4間のルー

ル」である．

3)その後の変化と現状

r4間· 4間 · 4間のル ー ル」に

役わない建物配置が増加してきた．

例をあげていこう．

店棟のゾー ンの定石を破って ． セ

ットバックする遠物がでてきた． 店

棟のセットバックは敷地全体の配置

バタ ー ンを変えてしまう．

住居棟ゾ ー ンで 、 3階達ての建物

が増加しだした． これは、 北となり

の達物のB照を奪うこととなった．

高い達物の北側の敷地の多くが空

地となっている現状は「4間 · 4間 ・

4間のルー ル」の重要性をよく示し

ているといえよう．

図50-5伝統程物の南側に3階達が

建った場合の日影時間（冬至）

4)既往計画

『デザインコ ー ド』1981/l

デザインコ ー ドの具傭すべき内容

として這かれた3項目のうち2香目

に「ミクロゾ ー ニング」がとりあげ

られている． その具体的内容として

は次のような「ミクロゾー ニング」

案があげられている．

表50-1ミクロゾ ー ニング案

ルー ル内容 紐ぺい平

＾ ミセゾーン 4間 3隋(1 Om)以下， 狭義のデザインコードに従9 80� 

D 住I呂ゾーン 4問 3陪(I Om)以下， 北'"斜鯨制限(5 11J + I : 0. 6) 60嶋
゜ ニワオーン 4間 I陪(3m)以下又n北'"斜鯨制限(5 m + 1 : 1.2 n (0,0ぁゎとて）

D ＾ナレゾーン IIゾ ー ンにiuJじ又はili区etiiliにより月IJtC);itめる 60� 
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『統一改装基準』1986/5
［目憬とすべき水準］の(1)
》建物の配置・形舷については 、 標

準的な最大寸法を次のように定める．
実際の寸法は敷地の条件や既設の達
物によって若干の変更が考えられる
ヵ叉ここに示した最大外郭線をはみ
出す也物はできる限り避ける．
a. 道路から4間までの統回（ミセ
ゾ ー ン）

• 主要な正面の壁は道路から1間の
位置を標準とし ． 近接の伝統的達
物を参考にしな がらきめる．

5)結捻

《表通り沿いの敷地を利用するにあ
たっては＂できるかぎり以下の目安
に従おう．道路から4間は 、 敷地を
い っばいに利用し｀程物は接隣· 接
道型とする．次の4間では ｀ 棟を北
に寄せ南を開けるように配置する．
ただし� 隣接敷地への影響を充分に
配慮する．その次の4間は可縦な限
り庭を主体の利用とする．》

* * *

・道路のへりで高さ20尺から6/ 以上で配置が決定しに以下では建

建築する. Iを同時に形づくるための原則を展開
1 0の勾配を持つ道路斜紐以内に 物それ自身と建物と建物の間の空間

b. 道路から4-8間の節lfil (住居
ゾ ー ン）

• 隣地墳界で高さ20尺から1 2.
5/10の勾配を持つ北側糾紐以
下に建築する．

C• 道路から9 - 1 2間の範囲（ニ
ワゾ ー ン）

• 鵬地墳界で高さ20尺から6/1
0の勾配をもつ北側斜緯以下に達
築する．

d. 住居ゾ ー ンと二つゾ ー ンを合わ
せて漣蔽率50%とする．中庭はな
るべく二つゾ ー ン内に設ける．
c. 道路から1 3間以上奥の範回
（ハナレゾ ー ン）

• 特に霰字は定めないが 、 住居 ‘ノ ー

ンに皐し近隣の日照を奪ったり 、

アライバシ ーを犯さない．

図50-6

する·
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建築C. 建物の内と外をつなぐ. . . (1)

5 1 . 玄関と街路の間に中間的空間＊＊
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 建物と街路の間に遷移的な空間があると建物が乱されずにすむ。 街路を歩く人に

とっても、 玄関の中が丸見えでは、 目のやり場に困り、 落ち着かない。

＊＊＊ 

街路と建物の入り口との間に遷移的な空間を設ければよい。住宅へ直接アプロ ー

チする場合は、 敷地の規模等の実情に応じて、 門→庭→玄関、 門→路地→玄関、 玄

関のドアを後退させるなどまわりに余裕を設ける、 などの方法が考えられる。

店舗では、 開放的店舗という理念と両立するような形で、 深い庇またはそれに代

わる遷移空間を工夫する。
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・・・[ 5 1. 4間·4間·4間の
ルー ル］で決定した配置をもとに ．

以下では建物それ自身と建物と建物
の間の空間を同時に形づくるための
原則を震閤する．

1)課踵
《建物と街詑の間に遷移的な空間が

あると建物が乱されずにすむ．街路
を歩く人にとっても ． 玄閏の中が丸
見えでは、目のやり場に困リ ｀ 窪ち
善かない．》

2)遷移空間を生み出す手法

5)結捻
《街路と建物の入り口との間に濯移

的な空間を設ければよい．住宅へ直
接アブロ ー チする場合は、 敷地の規
槙等の冥情に応じて ． 門→庭→玄聞．
門一路地→玄閲、玄閥のドアを後退
させるなどまわリに余裕を設ける、
などの方法が考えられる．店籍では．
開放的店籟という理念と両立するよ
うな形で｀深い庇またはそれに代わ
る遭移空間を工夫する．》

拿寓 ＊

中間的空間を生み出すための具体 とくに店籍の庇については[ 5 6. 

：芯：
・

ては
次のようなもの力. I�:!::::�--. 続させる］詳

• 光緯の加漬に変化をつける
• 音をかえる
・方向をかえる
・表層をかえる
・レペルをかえる門をつける
• 視緯をかえる

3)伝統的達物の場合
伝統的町家では. 深い庇／店／（主

居という段階構成をとった．町家で
住宅の玄関へ直接行けるようにして
いる場合は ． 門／路地を介した．

寺院の場合は ． 参這／山門／境内
のアブロ ー チという遷移的空間が組
み立てられていた．会所地に立地す
る住宅（お慶敷）の場合もより間略
であるが同様の構成であった．

4)最近の変化
特に住宅の玄関に余裕の乏しいも

のが目立ち始めた．店舗の場合も庇
下を店内に取リ込み余裕のないもの
が増え始めた．
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建築C. 建物の内と外をつなぐ ・ ..

5 2. 中庭をいかす＊
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中庭は完全に四周を包囲されると息苦しい。

(2) 

＊＊＊ 

より大きなオ ー プンスペ ースヘの視野を確保すればよい。4間のルールを守れば 、

この視野は確保される。また 、 中庭に面する建物の少なくとも一面を、縁側· ベラ
ンダ ・ ポー チなどの 、 建物の内部と外部をつなぐ装置とすることも効果が大きい。
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ニワゾ ー ンが真庭の恩心足よさを守る
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・ ・ ・ [ 4 7. 中庭を生み出すよう

に棟を配置］したとしても ． 四周を

完全に囲ってしまっては中庭は生き

ない． そこでこの原IIりが必要になる．

1)謙謹

《中庭は完全に四周を包囲されると

息苦しい． 》

2)結果

《より大きなオ ー アンスペ ー スヘの

視野を確保すればよい. 4間のル ー

ルを守れば、 この視野は確保される．

また ． 中庭に面する建物の少なくと

も 一 面を ． 様側・ ベランダ ・ ボ ー チ

などの ． 建物の内部と外部をつなぐ

装震とすることも効果が大きい． 》
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建築C. 建物の内と外をつなぐ. . . (3)

5 3. 屋根のある建築＊

どのような屋根をどのようにかけるべきだろうか。 屋根は雨露をしのぐという建

築の源初的な目的を達成するもっとも基本的な構成要素である。 この建築本来の意

味を忘れさせない屋根の形が望ましい。

* * *

屋根は傾斜屋根とする。軒は深く低く。

屋根は棟ごとにかける。 主要な棟から段々と葺き下ろしていく ．

屋根は外部空間に向かって葺き下ろす。

»Y. ・＞ぷぺ>»>=x四»:滓郊心玲巡魯殴9沿玲冷岱泌滋沿泌沿,,,,.;.碑·呼W殴泌＞泌泌訟滓·ゞぷ·魯巡滋泌泌»心澤ぷ盛泌泌母ぷ伽碑ふ知．｝泌：っぬ,_w:琺澤澤碑岱ゆ沿9心泌泌冷9凶"吸碑泌盛W沿硲沿X

198 8年4月148町並み委員会決定

-123-



· · · [ 4 1 . 建物は 一体でなく棟

に分けて] (4 2. 高さは周回を見

て決める] [ 4 4. 主要な棟や達物

が目立つように] [ 4 8. 自然採光

が受けられるよう棟は細く長く］に

おいて｀ 各棟の高さ おおむねのレ

イアウトを決定している． ここでは

それぞれの棟に屋根をかけて立体的

な形として仕上げ視覧的に具体化す

る． この原則では屋根の形は基本的

に傾斜歴根であるべきことを述べる

が 、 部分的に陸歴根を用いる場合は

次の原IIり[ 5 4. 屋恨に庭］に従う．

1)謙題

《ビのような屋根をどのようにかけ

るべきだろうか． 屋根は雨霞をしの

ぐという建鉛の涌初的な目的を達成

するもっとも基本的な構成要素であ

る． この達染本来の意味を忘れさせ

ない屋根の形が望ましい． 》

これは単に形の問題ではなく｀ 人

々を自然の伍咸から守る機能上の要

求を溝たすということでもある． そ

れはさらに「ひとつ星根の下で暮ら

．す」といった言葉に表現されるよう

に“ 社会単位の象筍となった． この

ことを確実に達成する屋根の形は傾

斜屋根か 、 ヴォ ー ルト屋根というこ

とになろう．

2)伝統町家の屋根

伝統町家では 、 深く低い軒を持っ

た大きな傾斜屋根 ． そしてそこから

派生する庇が全体として ． 達築が本

釆持つべき屋根の形を冥現していた．

3)その後の変化

屋根から来る束絹を技術的に克服

していこうとする傾向が強い． たと

えば陸歴根の増加である． そして美

しい昼根並みに乱れが生ずるように

なった．

図5 3 - 1 

4)結捻

《屋根は傾斜屋根とする． 軒は深く

低＜． 屋恨は棟ごとにかける． 主要

な棟から段々と葺き下ろしてい＜．

屋根は外部空間に向かって葺き下ろ

す． 》

従って ． 街躇に面する店棟では 、

平入リ形式となり ． 角地では寄せ棟

形式となる． 傾斜角度は伝統情法に

従い周辺の屋根と違和感のないよう

に 、 また町並み全体として美しい屋

根並みをつくるように注意を払う．

空間の限られた都市内にあっては、

傾斜屋根の中は 、 構造が許す限り倉

庫 ． 屋根裏部屋等に有効利用する．

＊軍 事

陸屋根は庭として利用できる場合に

限定するとよい． この点については

次の[ 5 4. 屋根に庭］で述べる．

傾斜や軒先の構造等はビの構法を選

訳するかできまることが多い．

[ 6 4. 伝統構法を活用しよう］を

参照してほしい ・ ・ ・
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建築C. 建物の内と外をつなぐ· ・ ・ (4)

5 4. 屋根に庭

密集した市街地のなかで十分な庭がとれない。

* * *

屋根に庭を設けるとよい。
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・ ・ • この原則は陸昼根に関する原

則である. [ 5 3. 度根のある遠tis]

で示した傾斜屋根と傾斜屋根の間に

用いるとよい． 人の歩ける屋根とす

ることで庭として活用できると同時

に全体的な屋根のシステムを完成す

ることができる．

1)課題

《密集した市街地のなかで十分な庭

がとれない． 》

2)結溢

«歴根に庭を設けるとよい． 》

-126-



•

.•

 

-

l

 

建築 D. 街路等の外部空間が人々の社会生活の場となるように · ・ ・ (1)

5 5. 建物の正面を連続させて

街路空間を形づくる＊＊

街路を取り囲んで、 居心地よい空間を形づくっていた町並みが崩れつつある。

*** 

道路に面した主要な壁面は、 できる限り、 伝統町家の2階に壁面位置をあわせて

しヽく。

道路から4間の範囲では、 隣棟間隔をなるべくつめる。 もしあけるときは、 門な

ど、 連続性を保障するものを補うとよい。

やむえず建物を後退させる場合、 すでに後退している場合、 空地、 などには、 壁

面の連続を保障する修景装置を考えていく。

I
I
I
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. . . この原則で街格空間と達応の

関係を規定する．

1)謙題

《街路を取り囲んで ． 居心地よい空

間を形づくっていた町並みが崩れつ

つある． 》

2) 諜闘の捐足

この原則の趣旨は 、 街路窒間は 、

緊密に建ち並ぶ往物によって囲まれ

ることによってはじめて 、 その街路

を軸として生活を営む町の人々の｀

いきいきとした社会活動の場になり

うるというものである． この原IIりの

意味は 、 街路から後退して建物が建

てられている住宅地と比9文して見る

と 、 あきらかだろう．

もちろんこの原則は ． 街路だけで

なく ｀ 外部空間 一 般にあてはまる。

しかし 。

一 香街ではそのような外部

空間としては街路がもうとも基本と

なるだろう ．

街路を含めた外部空間は 、 単に達

物と建物と間に残された隙間に終わ

ってはならず 、 地域社会 ・ 家族社会

の構浩としての積極的な役割を果た

す必要がある． それを支えるにふさ

わしい空間でなければない． そのた

めの原則はこの規範のあちこちにと

リあげらているが ． この原則はそれ

ら原則に基づいた通りと町並みに同

睛に具体的な形を与えるものである．

3) 伝統的状態での解決法

伝統的な町並みでは 、 この原則は

いわば自明であった． 伝統町家は店

棟を道路に沿って配置した． 店棟は

隣家との間にほとんど間隔をあけず

前面にほぼ同じ奥行の庇を出してい

たから 、 2階壁面は連続した史とな

った． こうして街躇は達物を生とし

た部屋のようになった． コミュニテ

ィ活動の舞台がつくられていた．

4) 最近の変化

しかし昂近では 、 店の前を広くあ

けて道路から後退した往物 、 隣棟

間を広くあけた達物 、 ビロティ形式

なと□ 道路と達物の問係が多様化し

た．

壁面を後退させる遠物が増加した

一方. 2階を伝統町家の庇上まで拡

張した建て万が 一 般化した． こうし

て竺面の凹凸 ． 不連統が激しくなっ

た．

コミュニティの戸外活動を支える．

屈心地よい空間が失われつつあると

いえよう．

菅の一書1li

c. 道格に面する棟は地面に接する

建て方とする. J

丑[冨贋
図55-2

'Y 
I 

7 >結論
一

《道路に面した主覆な生面は ｀ でき

る限リ ｀ 伝統町家の2階に竺面位置

をあわせていく． 道路から4間の範

囲では 、 隣棟間隠をなるべくつめる．

もしあけるときは ． 門なと□ 連続性

を保障するものを補うとよい． ゃむ

えず建物を後退させる場合 、 すでに

後退している場合 、 空地 、 などには 、

現在の一書Iii ▼ I壁面の連統を保障する修畏装置を考

えてい<. 》

!:. 

図55-1

5) 変化の要因

前を大きくあけて 、 達物を後退さ

せるのは ． 商店や事務所では駁車場

を確保するためである． また． 仕算

多屋では道路の騒音を避けるためで

あろう．

一方 、 2階を道路側へ拡張するの

は室内空間を拡大するため． または

建物を目立たせる看板達染のため．

6)既往計画

『統一改装慕準』

「守るべき基準」の (9)

「緊密な街路空間を生み出すため次

の原則を守る．

a. 道路の面する主翌な竺面は 、 伝

統的建物の2階壁面とそろえる．

b. 道路に面する棟は 、 隣との間隔

を大きくあけない． できるかぎり連

続させる． 間隔のあくときは ． 門 ·

塀など連続性を保障するものを1畜う．
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表通リに面した建物正面の詳綿はさ

らに[ 5 5. 建物の正面を連続させ

て街躇空間を形づ．くる］にゆだねら

れる ・ ・・
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建築D. 街路等の外部空間が人々の社会生活の場となるように ・ ・ ・ (2)

5 6. 庇下空間を開放し、 連続させる ＊

川越では、 庇が、 建物と街路などの公共的外部空間の間の、 そのどちらともつか

ない中問的領域をうみだしてきた。

*** 

深さの十分な庇をつけよう。 またはそれに代わるものを工夫する。 庇の下は古い

伝統町家に習いできるかぎり開放的にする。 将来はそれらが連続していくよう心掛

けたい。 空地にもこの連続性を保つような修景装置を考えていく。 ただし、 庇を許

容しない完結したデザインのファサ ー ドにあっては、 この原則を無理に適用するこ

とを避けるべきだろう。
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・・・歴根システムのもっとも末蟷 洋風のファサ ー ドが好まれるように
は庇である．この庇が建物の内部と 1なると 、 庇も洋風化した．
外部を介在する場合が多い• 特に通
リに面した建物の正面では庇がはた
す役割が大きい．ここに述べる原則
によって[ 5 5. 建物の正面を連続
させて街陀空間を形づくる）という
原則を溝たしながら 、 [ 5 3. 歴根
のある建築］という原則も完成する
ことになる．

1)諜踵

《川越では 、 庇が 、 建物と街路など
の公共的外部空間の間の｀そのどち
らともつかない中間的領成をうみだ しかし 、 完成した洋凧ファサード
してきた．》 では 、 庇はつけようもなく 、 消滅す

歩道を広げる効果も期待できる． る。それは 、 単なる雹板建築にも受
け組がれ 、 今日に至った．もっとも

2)伝統的町家の場合 ファサ ー ドに厚みのある洋風建築と
街路等の公共的外部空間との間に ペラベラな雹板違築とは 書 基本的な

中間的領威を持たない建物はよそよ 差があるが．
そしい．川越の伝統町家には ｀ 深く そのひとつの要困は、新しい店で
低い庇があり 、 こ れが建物の内部と は2階塾面が前進し ｀ 庇を出す余地
公共的外部空間とをつないで こ の問 がなくなってきたという点に求めら
題をうまく回斑していた． れよう．

こうして 、 達物のよそよそしい感
3) その後の変化 じが強まりつつある．どの店もテン

古い町家では．本格的な戸締リは 卜の庇はもっているが 、 こ れらは中
2階の史の線のところで行ない．庇 間領域を形成するためというよりは ｀

の下は街路に開放されていた．それ 品物を日光や雨風から守るためとい
が次第に店舗内にとリこまれるよう う目的が主である．
になってきた．ひとつには ｀ 建築年
代が新しくなるにしたがって、庇下 4) 変化の要因
の吹き放ちから取り込みへという様 店箱等室内の空間をできる限り広
式上の変化によって観察される．ま くしようということが最大の要因で
たひとつには｀本来2階とおりで戸 あろう．際列型の商売になって、陳
締リしていたものがガラス戸等を庇 列空間としての店舗が重要になった
の先端にいれるといった改造を行な ことがその遠因である．
っていることで観察される．

図56-1お茶亀尼立面図

5)結論
《深さの十分な庇をつけよう．また

はそれに代わるものを工夫する． 庇
の下は古い伝統町家に習いできるか
きり開放的にする．将来はそれらが
迪続していくよう心掛けたい．空地
にもこの逮統性を保つような修景装
置を考えていく．ただし 、 庇を許容
しない完結したデザインのファサ ー

ドにあっては・、この原則を無理に適
用することを瓶けるべきだろう。》

ただし ｀ 「庇を許容しない完結し
たデザインのファサ ー ド」にあって
も ． 竺面に厚みを持たせ 。 同様の効
果を出すことが望ましい．・

二
且

q慨吹れち

ヽ

②匠下問It a霰下�·, 込み
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建築［）． 街路等の外部空間が人々の社会生活の場となるように ・ ・ ・ (3)

5 7. 次々に興味を引く街路景観の展開を

演出する＊＊

街路空間が歩いて心地よいかどうかは、 視寛が典味深く展開するかどうかに重要

な鍵がある。

* * *

ー

ー

！

ー

ー．
 

歩いて道を進むにつれ、次々と興味を引く目的物が現われるよう、 建物、 樹木、

ストリートファニチャ等の配置やデザインを工夫する。

すでにある目的物については、 それへの視線を確保し、 さらに強化する。 特に、

一番街では伝統的建物が重要な目的物であるといえよう。 少なくともこれらへの視

線を妨げないよう心掛けたい。

なお、 ある種の目的物のまわりは、 広がりを持たせたり舗装をかえるなど、 目的

物が引きたつような工夫をすれば効果的であろう。

. I 

:-»»>»::-::-:-:-::-:-:-:-:,::-::-:-: ・；-:-:-:-:-:: ャ：-:::-:-: ・X・： -:-:-::-:-::-:-:::-:-:-:::-::-:-: ャ；： ：-:-::-::-::-::-:-::-:-:-: :-:::-:-:-:-:-:-:-::,:-:-:-::::-:-:-
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・・・[ 4 1 . 建物は 一体でなく棟
に分けて] [ 4 8. 自然採光を受け
られるよう棟は細く長く] [ 4 7.
中庭を生み出すよう棟を配置] [ 5
5. 建物の正面を連続させて街路空
問を形づくる] [ 5 6. 庇下空間を
解放し ． 連続させる］・・• 以上で
建物と外部空間はほぽ固まった． こ
こで全体を街路景観の観点からチェ
ックする. [ 2 8. 歩行者と車のネ
ットワ ー ク］をより詳細に固めてい
くのである．

1)課題

《街路空間が歩いて心地よいかどう
かは 、 視覧が異味深く震開するかと

・

うかに重要な絹がある． 》

2)結論

《歩いて道を進むにつれ 噸 次々と興
味を引く目的物が現われるよう。 建
物 、 樹木｀ ストリ ー トファニチャ等
の配置やデザインを工夫する． すで
にある目的物については 、 それへの
視線を確保し｀ さらに強化する. t奇
に、 一番街では伝統的建物が重要な
目的物であるといえよう． 少なくと
もこれらへの視線を•t げないよう心
掛けたい． なお ． ある種の目的物の
まわリは、 広がりを持たせたリ舗装
をかえるなど 、 目的物が引きたつよ
うな工夫をすれば効果的であろう． 》

事 亭 亭

披立している目的物は[ 5 9. 広場
には蔓となるものを置く］に従う・・
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建築［）． 街路等の外部空間が人々の社会生活の場となるように ・ ・ ・ (4)

5 8. 街路・広場の縁は

小さな溜まり場で囲む

街路や広場でくつろぐとき 、 人は中央ではなく縁に集まるものである。 それらの

人々が落ち着いて休息できるよう設備を設ける必要がある。

＊＊＊ 
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街路 ・ 広場等、 人々の集まる場所の周囲に沿って、 人々が溜まったり、 リラック

スして休息できるやや囲われた小さなポケットを設けていこう

―
`

II 
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・ ・ ・ (1 8. 回道路（ブロムナ ー

ド） ] [ 3 4. ポケットバ ー ク］

[ 3 7. 外部空間にさまざまな意味

概縦をさらに重ねる］などの原則で

生みだした歩行者中心の外部空間の

録をきめる．

1)課踵

《街路や広場でくつろぐとき ． 人は

中央ではなく繹に集まるものである．

それらの人々が落ち着いて休息でき

るよう設備を設ける必要がある． 》

2)結論

《街路 ・ 広場等 、 人々の集まる場所

の周囲に沿って 、 人々が溜まったり ．

リラックスして休息できるやや回わ

れた小さなポケットを設けていこう．

亭 峯 lk

ポケットの配置には[ 5 7. 次々に

員味を引く街路景観の展開を演出す

る］という原則を活用する． ポケッ

トの形状についてはこの規籠集では

特に触れていないが ｀ ア ー ケー ド、

ベンチ、 列往などを工夫する． さら

に[ 4 0. 人の集まるスポット］と

隻ねあわせる ・ ・ ・
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建築D. 街路等の外部空間が人々の社会生活の場となるように . . . (5)

5 9. 広場には要となるものを置く

`

i

l
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1

1

ー
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真ん中が空っぼでは、 広場は落ち着かない。

*** 

広場の焦点となる場所に、 要（かなめ）となる何かを置く。 たとえば、 樹木、 彫

刻、 舞台、 時計台、 噴水。

冒 _J

＇
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．
ー
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· · · [  3 4. ポケットパ ー ク］
(5 2. 中庭をいかす］などの原則

で生まれた空間は. [ 5 8. 街路・
広場の縁は小さな渚まり場で固む］
によって人々は周辺部に集まリがち
である． 真ん中がさびしいままであ
る． 何かが必要だ．

1)謙題

《真ん中が空っぼでは． 広場は•落ち
碧かない． 》

2)現状について
サイギンバ ー クでは 、 おおきくは

銀行の塔がすでにその役割を果たし
ているといえよう． しかし 、 もう少
し小さい 、 広場の大きさにあったも
のが広場部分に必要であろう．

礼の辻ポケットバ ー クでは ． 道路
元標を横した関恨伸夭氏の彫刻を設
置した． この彫刻はまさに要として
の役割を果たしているといえよう．

亭寡 事

要となるものはひとつだけで孤立さ
せるのではなく． ほかの広場の聾と
なるものと関遍づけると効果的だ．
そこで[ 5 7. 次々に負味を引く街
路景観を演出する］． 甕になるもの
としては[ 3 5. 登ってみれる高い
ところ］ほか、 C 3 7. 外部空間に
さまざまな意味 ・機鰈をさらに重ね
る］に記したいくつかのものも含み
うる . . .
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建築 E. 店づくり・ ・ ・ (1)

6 0. 入りやすいショップフロント＊

l

l
ー

1
1

ーー

店舗の正面は、 必要なお客が気おくれせずに入れるよう 、 内部のイメージを外から

把握できることが必要である。

＊＊＊ 

，

 

．．‘、.
�

ー

店舗の正面はできる限り開け放ち式であることが望ましい。 開け放ちができない

場合は、 少なくとも、店内の様子を街路からよくイメージできるように、 建て具の

種類や陳列棚の配置を工夫する。 また自動販売機等で店頭をふさがないように注意

したい。

,.. .. 

1 9 8 8年4月148町並み委員会決定
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・ ・ ・ [ l 8. 回道躇) [ 2 6. flil 

人閑店が集まって商店街をつくる）

で述べた回辺躇． 商店街を[ 3 8. 
併用9主巴としての町家）でRどって

いくにあたリ. [ 5 6. 庇下空間を

開放し、 遠続させる] [ 5 5. 建物

の正面を連紐させて街路空間を形づ

くる］とともに重要な原則．

1)課題

（店籍の正面は 、 必要なお客が気後

れせずに入れるよう 、 内部のイメ ー

ジを外から把渥できることが必蔓で

ある． 》

2)諜題の情足

さしたる哲学や方針もないまま

なりゆきで店頭が混乱しているのは

論外であるが ． 店籍にどの程度入り
やすくするべきか 、 菓穫や各佃店の

方針によって異なってこよう． しか

し、 客が中へはいる前にあらかじめ

内部の様子をある程度イメ ー ジでき

ることは必要である．

また 、 内部で活動している人（店

の人 ． お客問わず）の様子がうかが

えることが重費である． これは入ろ

うとする吝にとってだけでなく ． 内

部の人にバフォ ー マンスさせること

になる． もっとも 、 中へ入ればまだ

何かありそうだと思わせる（実際に

もある） ． 思わせぶ1)な仕掛けも必

要である．

ただし 最近 ． 逆手をとって客を

つザと拒絶するようなデザインが 一

部で行なわれているが 、

一 番街の町

並みという観点からいって好ましく

ない． 必要なのは)\ランスである．

3)伝統的町家の場合

1階の建て具は� いわゆる鳩げ戸

で 、 全部取リ払うと店箱は完全にオ
ー アンになる仕掛けであった． （深

い軒はそのために必要であったとい

える）

4)変化とその要因

いくつかのお店では伝統的な状慇

をよく紺承している． しかし 次の

ような店籍も見られる．

• 自動販売懐で中がよく見えない 一

杯

・ 店!fl在庫が山となっていて ． 中が
見えない

また 、 開放的な店絹が減少してい

る夏因としては次の点が考えられる．

• 冷曙房の効率
• ほこりが入る

• 開店閉店時の手間
• 安全

これらとr閣放的店舗」の両立の

工夫が必蔓である．

5)結溢

《店籍の正面はできる限リ間け放ち

式であることが望ましい． 開け放ち

ができない場合は ． 少なくとも 、 店

内の様子を街踏からよくイメ ー ジで

きるように 、 建て具の積類や陳列観

の配置を工夫する． また自動販売機

等で店頭をふさがないように注意し

たい． 》

街路との結び付きを重視するなら

ば 。 ガラスより開け放ちがはるかに

効果的といえよう． そして店内への

損界が広がっていること．

寡 拿 寓

ショッブフロントの夜の扱いについ

て[ 6 1. ウィンドゥショッピング］

で触れる． また、 店韻内についての
原則は[ 6 2. 中庭を店づくりにい

かす] [ 6 3. 接客＋店呑コ ー ナ ー ］

でふれる . . .
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建築E. 店づくり・ . . (2) 

6 1 . ウィンドゥ ・ ショッピング＊

．｀ 
.. �- ベ｀`り

彎
• ;: t

.'·�、1. .. I ．． 
•
•

..鴨..... ., ， 3も'..
•一

,.._ 
-= .. . � 

� , .. ,,_. ..... - .-- .. ._ ... 

一 番街では、 夜や休日にはお店のシャッター が締まり、 町に表情がなくなってし

まう。

* * *

1
1

.I・・
1
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＇
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夜のウィンドゥ ・ ショッピングができるよう、 ショウウィンドゥを工夫するか、

夜でも店内の一部が見えるようにしよう。 かつての格子戸にならい、 パイプ式のシ

ャッターを採用したり格子戸そのものを復活するなど、 閉鎖的なシャッターにかわ

るものを工夫しよう。

.-::-:-:-::-::-:-::-:-:-:-::-:-:,, ・：-::-: ャ；；：：:,:,:-:::·-:-:::: ャ：-::-· ・：：-::-:·,::-:-::-:-: ャ： .,�,�: ・:-:-:,::ャ；．兄：ャ：：,::,: : :•::,·,:-: 
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・ ・ ・ [ 1 9. 夜の戸外生活も峯し

く］を実現する原則のひとつである．

1)課題

《 一 碧街では． 夜や休日にはお店の

シャッタ ー が締まリ ． 町に表情がな

くなってしまう． 》

一書街を夜歩く人は現状では少な

ぃ． だからといって ． ． ．

2)伝統的町並みにおける困霞

伝統町家には璃かにそもそもショ

ウウインドウはなかった． そしてそ

れは実際問題として困貴であった、

狭い間口では開放的な店箱と岡立し

翼いからだ． にもかかわらず、 いろ

いろな工夫が行なわれてきている．

図6 1 ー 1 夜の熊重

ショウウインドウの設置が団霞な

場合は ． 夜 t 店舗の 一 部を明るくし

て見せるという手があるだろう．

少なくとも 、 シャッターはやめた

ぃ． 板戸もやめたい． 達て具を工夫

したい．

3)結溢

《夜のウィンドゥ ・ ショッビングが

できるよう 、 ショウウィンドっを工

夫するか 、 夜でも店内の 一 郎が見え

るようにしよう． かつての格子戸に

ならい 、 バイア式のシャッターを採

用したリt! 子戸そのものを復活する

など 、 閉絹的なシャッタ ー にかわる

ものを工夫しよう． 》
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建築E. 店づくり・ ・ ・ (3)

6 2. 中庭を店づくりに生かす＊

さほど広くない店舗空間の魅力を、 川越独自のやり方でどうしたら高めることがで

きるだろうか。

＊＊＊ 

店舗空間の奥行を深め、 魅力を高めるために、 伝統町家文化の象徴ともいうべき

裏（中）庭を店舗空間と 一体に扱い、 積極的に生かしていく。

1
1

1.
,

1-9
 

1-J
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J
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・ ・ ・ [ 3 8. 併用住居としての町

家］という原則の中で店鑓空間の質

を最大限に高める．

3)結捻

《店籍空間の奥行を深め ． 鯰力を高

めるために 、 伝統町家文化の象団と

1)課題 もいうべき裏（中）庭を店繕空間と

I《さほと広くない店籍空間の魅力を、 一体に扱い ． 積極的に生かしてい<.

川越放自のやり方でどうしたら高め

ることができるだろうか． ）

2)町家の室間構成と店

川越狡自の駐力を持った店籍空間

は、 川越町家の空間構成を踏まえる

ことによって得られるだろう．

しかし、 伝統町家の「ミセ」は．

現在では｀ 業種によっては必ずしも

十分な面積であるとはいえない． こ

の場合 ． 何とか既存の空間を題使し

て商売の工夫をしていくか 、 「オクJ

と呼ばれるミセに続く住居部分を店

籟として変えていくか 、 2通りの選

択肢がありうる． 後者を還訳すれば 疇

拡張された店請は裏庭へ接続する一

とになる．

裏庭は密集した町中にあって、 貴

重な外部空間である． したがってつ

ぷすわけにはいかない． また. [ 4 

間· 4間 · 4間のル ール］によって

その位置をずらすべきではない．

新しい建物でもこの辺の事情は同

じはずである．

かくして． 店と真庭がつながるわ

けだが 、 単につながるというのでは

なく 、 真庭を積極的に店籍空間の 一

部として活用することによりさまざ

まな効果が期待される．

a. 店箱に奥行を与える．

b. 単に奥行というにとどまらず ｀

みずみずしいiまと ｀ 自然の採光 、 通

風が得られる． これが通りからも見

えれば ． その店箱の限りない魅力と

なるだろう．

C. 真庭は商定の生活文化を結集し

た庭園として堅備されていることが

多い． 「商家の生活文化」を商店街

の鯰力づくリの第1の資質としよう

としている 一 番街にとって｀ これは

見亭な演出効果をもたらすであろう．

d. 機能的には 、 ハナレ等との楼衝

ゾ ー ンとしての役割を果たすであろ

ぅ ．
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建築E. 店づくり・ ・ ・ (4)

6 3. 接客十店番コ ー ナー

顧客との対応を大切にする川越商人のホスピタリティを発揮できる店づくりとは。

＊＊＊ 

接客コ ー ナ ー を重視した店づくりを今後ともすすめる。 現在すでにあるこのコ ー

ナ ー は、 とてもアットホ ー ムな暖かみのある空間である。 改造、 新築のなどの過程

でこの特質を失わないようにすることはきわめて難かしいが、 最大限の努力を払う

必要があるだろう。 なお可能ならば、 中庭と関連させることがのぞましいだろう。

閲
芦
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・ ・ ・ [ 2 6. 個人商店が集まって
商店街をつくる] [ 3 9. 基本とし
ての個人商店］という原則をもっと
もよく表わしている空間を生み・出す
ための原則である．
1 }謙闘

《顧客との対応を大切にするJII越商
人のホスピタリティを究渾できる店
づくりとは． 》

2)謙踵の捐足
商店が顧客を大切にするのは当た

リまえだが 、 それをJII越 ー 香街の商
人のホスピタリティとしてどう表現
するかが謙題である． そしてそれは．
店の空間としてはとう．いう形を取る
べきなのか．

まず基本となるのは 、 大規槙量販
店とは異なる小規槙店舗の顧客との
対応の特litは何かということであろ
ぅ． それはなんといっても 、 商店主
の人柄が反映した顧客とのコミュニ
ケ ー ションにあると考えられる．

3)接客＋店香コー ナ ー の存在
それは空間的には 、 どの店にもみ

られる接客コー ナ ー に集約されてい
ると思われる． 多くの場合 ． そこに
は立派な家具が置いてあるわけでは

＇なく、 また必ずしも小きれいとはい
えないが、 とても落ち着く空間であ
る． なじみの客は． ここでお茶をす
すり 、 お菓子を食べ ． 茶のみ話しを
して帰る． こうして 。 買い物は単に
窃を買うという経済的行為にとどま
らず、 社会的行為となるのだ．

さらにこの空間は町の人連の接点
でもある． ここにいれば町の動きが
逐 一 分かるのである．

その位置はなかなか微妙である．
座リながらにして店のようすが1巴凋
できなければならないし ． かといっ
て落ち箸くために ． お客ににはチョ
イトわかリにくい陳列物の陰に置か
れているのが彗通である．

4)結盆
《接客コ ー ナ ー を重視した店づく リ

を今後ともすすめる． 現在すでにあ

るこのコ ー ナ ー は、 とてもアットホ
ームな暖かみのある空間である． 改
造． 新築のなどの過程でこの特質を
矢わないようにすることはきわめて
鑓かしいが 、 最大限の努力を払う必
蔓があるだろう． なお可熊ならば 、

中庭l::関連させることがのぞましい
t: ろう． ）
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建築 F. 構法・仕上げ・ ・ ・ (1)

6 4. 伝統構法を活用しよう ＊

人問的な建築にふさわしく、 かつもっとも風土に適合した構法を選択する必要があ

る。

＊＊＊ 

ー

ー

1

ー

ー

できるかぎり、 木造在来楕法を採用し、 その可能性を追求する。

_,
'

,
1
ヽl

 

•

J

,:-: 沿-:::・文•：.；．殴：：⑭；.,, ャ：-::-冷： ,::-::-:-:::-:: ャ；： -:::-以-:: 松：ヤ冷：平露-:-:・；：：-::::-:::::-::: 汲；：：：： ,:;:-::::-::-:-:-: 如心・：：●.; ・・・・；-:::-:::-:::-:: ャ ・・：：•：：•.ぇ：:-;,:;.;;::::,::-::::-:-:,:: ● ： -,:-::-:-:-:: 心-::心：.,, 平ぶ·岱沿-:-:-::-:ャ：•；•苺：.：：：：：心：ャ；；；；-::-:-::-; 殴：吟：：；：-:-:,::,•;,;:-:-:-:-::-:-泣-:-::::-:-:.

1 9 8 8年4月1 4日町並み委員会決定

k
 

-145-



・ ・ ・ [ 4 1 . 建物は一体でなく棟

に分けて］という原則で達物を部分

に分けることとした． このような達

物の構成にふさわしい構法を選沢す

る必要がある．

1)謙饉

《人間的な涅染にふさわしく ｀ かつ

もっとも風土に適合した構法を選tR

する必喪がある ． 》

安全 、 健康という条件も加味する

必要があろう．

2)検討

現代ではしばしばI素築の内容より

も構造が優先することがある． 本来

遠染に合わせてそれの最もふさわし

い構造を選択すべきなのである ．

鉄筋コンクリ ー トや鉄骨構造は 亀

大きな至間を形成したリ高い違物を

違てるためには良い構造であるが 、

小さな棟を集めて構成する 一 番街の

達船には必ずしもふさわしくない．

3)結捻

（できるかぎり ． 木造在来楕法を採

用し、 その可能性を追求する．》
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建築F. 構法 ・(.r上げ . . . (2)

6 5. 材料は自然的素材、 地場産を優先

近代工業によって造り出される製品は、 人間的な建築に不向きなことが多い。

* * *
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建築材料には、 できるかぎり、 自然的素材、 伝統的な素材を用いる。 「自然的素

材」とは、 風化とともに味わいを増すような素材、 生物が分解することのできる素

材、 土に戻る素材である。

琴 召夕
'r'-,.., 炉・ バ 心

国鼻ヽ, lC.1、

--<:〗＼、• 戸

V, \...--
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（開口部）
2)既往計画 ・ アルミサッシを使用するときは雹

以下の二つの調査で具体的な提案 色したものを用いる．
がなされている． ここではこれらを • 手すり 、 格子等は伝統的意匠に調
集大成して「結捻の捐足」としてあ 和的であること．
とにまとめる．
『デザインコ— 卜調査』1981�

『統一改装基準』1986/l

3)結捻
《建染材料には 、 できるかきり 。 自

然的素材 、 伝統的な素材を用いる．
r自然的素材」とは 亀 風化とともに

味わいを増すような素材 ｀ 生物が分
解することのできる素材 、 土に戻る
素材である． 》

4'結這の情足
具体的には． 木材とその加工品、

土から造ったもの、 石膏、 竹 ｀ 天然
繊緒． ある種のコンクリ ー ト ・鉄、
などである． し力、し 同一の素材で
も

高

度の工業技術

や

大重のエネルギ
ーを消費して加工されるものは ． 人
間的なスケ ー ルの達築にむかない．

以上の原則の下で 、 特に仕上げ材
について ． や

や

細かい原則を提案す
る．

（震根）
·• できる限り瓦を用いる． 瓦は地瓦

に限るものとし ． スペイン瓦 ． セメ
ント瓦は避ける． また 鳥 うわ薬を施
した瓦も涸ける．
・ やむなく金讀板を用いる場合は 亀

銅板、 コ ー ルテン鋼板が良い． アル
ミ板 ． 銅板 ． 鉄板を用いる場合は 、

暗色君色をほどこす．
• その他の材料でも暗色看色をほど

こす．
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建築F. 構法・仕上げ ・ ・ ・ (3)

6 6. 色は無彩色を基調に＊

さまざまな色の氾濫が町並みを混乱させている。

＊ 

*** 

色は素材感によって規定されるので、 いちがいにきめることが困難である。 そこ

で、 1)まず、 無彩色または茶系を基調とし、 原色は局部的・ 一時的に用いるのを

原則とする。 2)実際の色は 、 町並みの中で慎重に実験した上で決定する。
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1)諜題
《さまざまな色の氾濫が町並みを混

乱させている． 》

2)既往計画
『デザインコ ー ド調査』1981ん

色について 一 I日目•にまとまってい
るわけではないが 、 次のような表現
がとられている．
• 暗色着色のもの
・ （工業製品を史面に用いるとき）

けばけばしい色彩のもの、 光沢のあ

るもの 、 金属色が冗出しているもの
は涸ける．
・ （竺面ヤ壌装するとき）白• 黒・

木部の色に詞和した色謂とし ｀ 光沢
をつけない． （概要版33ペ ー ジ）

『統一改装基準』1986/l

この基準では色メニュ ー から選訳す
ることを基本としている． しかし．
このメニュ ー は1988年3月現在
まだ作成されていない．

3)参考―他都市における色のル ー

ル

『神戸市都市景観条例』197●
a. 伝統的遅造物群（景存地区
「許可基準；歴史的風致を著しくt員

なわないものであること／修景基準；

伝統的洋風達築に準ずる色彩とする
こと． 」
b. 都市景観形成地区
「けばけばしい色彩を使用しないこ

と. J 

『高山巾三町伝統的建造物群保存地
区保存基準』

fQ染物等の道陀に面する色彩は ．

保存地区にふさわしい薄ち拷きのあ
るものとする. J 

『高山市市街地畏観保存計画』1979

「建築物の道路に面した部分は 、 ベ
にがらにすすを混じた古代色、 また
はそれに類する色等 ． 渚ち善きのあ

るものとする. J 

『南木曽町費篭宿を守る（主民憲章』19
71 

「建物の修繕並びに新・改築に用い

る色彩は 、 黒または黒褐色を使用す
ること． 」

4)結這
《色は素材感によって規定されるの

で 、 いちがいにきめることが困罵で
ある． そこで. 1)まず. 1!! 彩色ま
たは茶系を基調とし ． 原色は局部的・
一時的に用いるのを原則とする. 2) 
実際の色は． 町並みの中でt真重に実
騒した上で決定する． 》

色のきめ方については ． よリ客観
的 な方法がありうるかどうか． 今後
も検討をすすめる必要があろう．
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建築 F . 構法・仕上げ . . . (4)

6 7. 建物を生かす看板＊＊

看板が氾濫しており、 町並みがとても混乱している。

＊＊＊ 

建物本体を重視し 、 看板は極力小さいものとする。

伝統を踏まえ、 業種にふさわしい種類とデザインを工夫する。
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1)埠題

《看板が氾濫しており 、 町並みがと

ても混乱している． 》

2)伝統的な雹板

「屋内用には 、 街立式の置看板 、

竺に掛ける掛君板 ． 装飾的な飾雹板

があった． 屋外用には、 軒看板｀ 立

雹板 ． 星根雹板があった． このうち

立看板には移動可自いな小型と定設の

ものとがあった． 夜間営業の店では ．

行灯雹板や提灯雹板を用いた． 辺女

屋 ・ 待合茶屋 ・ 旅逗屋などは1月提n 、

鰻屋などは軒行灯 ． 芝居茶歴なピは

提灯を用いた． ほかに ｀ 米屋 ・ 魚屋 ・

駿結床 ・ 茶阻• 甘酒涅などは障子雹

板｀ 餅歴 ・ 寿司屋 • 砂糖歴などは旗
看板． のぽり看板が多かった．

デザイン上では｀ 笠屋 ・ 麻お屋 ・

碩竪· 数珠歴 ・ 竃屋などが実物雹板 、

茶屋 · 酢屋 ・ 味噌屋 • 四油屋などは

容器雹板｀ 足袋屋 ・ 蜆燭屋 ・ 矢立屋・

袋物歴 · 姪管屋 ・ 帳iiii屋などは横型

看板であった． さらに湯屋の弓矢 、

まんじゅう屋の荒馬といった琵呂合

わせ看板もあった； 」（岡秀行「看

板のかたちと文字」よリ）

3) 一 香街における看板の現状
一 時はてんぶらタイアの看板が全

盛となった． しかし最近は工夫をこ

らしたものがあらわれてきている．

しかしまだまだ不十分である． とく

に気品とユ ー モアがこれからの課題

であろう．

4)既f主計画

コミュニティマ — 卜調査で具体的

な提案がなされている． ここではこ
れを再績成して「結捻の1爾足」とし

てあとにまとめる．

『統一改装基準』 1986/J

5)結溢

《建物本体を重視し｀ 看板は極力小
さいものとする。 伝統を躇まえ、 業

穫にふさわしい種類とデザインを工

大する． 》

6)結亡の樋足．

統 一看板という考え型はとらない．

一定の原則の下 、 各店による創意工

夫が競いあうようにする． 以下 ｀ 埴

足的にやや詳細に及ぷ原則を褐げる．

a. 2階の軒より上 亀 または3階の

壁面より上には看板をつけない．

b. 看板の材料はできるかきり天然

素材とする．

C• 素材を生かして無着色または茶

系を基調とし ． 原色は局部的に

用いる．

d. 雹板の数は1建物につき2種類 ｀

3個以内を原則とする． 屋号 ・ 店

名を示す屋根雹板（伝統建物の場

合）または史面雹板（近代達菜の

場合）と 、 その商店の商品やイメ
ー ジを表現する軒下看板または袖

看板の2種の組み合わせが原則で
あろう．

e. 雹板の大きさ等は 、 種類ごとに

次のような原則にのっとるのが

よい．

（屋根雹板）

• 主に伝統的建物で用いる ． 屋号・

店名を示す看板．

. 1階庇先より建物側. 2階軒先よ

リFに設置する．

・ 道路と平行に設け 、 垂直 、 ななめ

方向の面は設けない．

・建物ひとつにつき 一 個とする．

（軒下看板． 袖雹板）

• 主にその問店の商品やイメ ー ジを

表現する看板である．

・ デザインは ． ユ ー モアとエスアリ

をきかせ 、 実物看板または横型雹

板を原則とする．
• 位置は2階軒下が原則． なお． 軒

の出がない建物にあっては ． 伝統

的建物の2階毘根緯の道路側への

延長線より下．

（竺面呑板）

• 主に近代達築で屋根看板に代わっ

て用いる看板である．

・ 建物のファサ ー ドを重視したもの

であること．

・ ファサ ー ド全体とのバランスを考

え 、 大きすきないこと．

f. 庇の下ではのれんを活用する．
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町並み委員会・名簿

相談役

川越市助役

川越商工会議所専務理事

委員長

川越市都市計画審議会会長

副委員長

東洋大学助教授

早稲田大学教授

千葉大学助教授

商店街連合会会長

蔵の会会長

幸町自治会長

元町一丁目自治会長

仲町自治会長

元町二丁目自治会長

一番街商業協同組合理事長

” 副理事長

” ’’ 

’’ ” 

’’ ’’ 

’’ 理事

’’ ’’ 

” ’’ 

” ” 

” ’’ 

石 川 計 一

関 根 類 千

今 西 定 雄

内 田 雄 造

鎌 田 襄｛

福 川 裕

中 野 清

馬 場 弘

落 合 正 夫

島野平之介

有 山 政 平

木 下 雅 博

神 島 弘 光

町 田 忠 男

白 石 勲

荻 野 浩 平

田 中 信 次

粕 谷

原 正 次

栗 原 成
―

可 児 ― 男

小谷野 一 郎

（昭和 6 3 年 4 月 1 4 日現在）



町並み委員会・名簿

会長（相談役）
前町並み委員会委員長

委員長
一番街商業協同組合

副委員長
千葉大学教授
一番街商業協同組合

東海大学教授
コミュニティデザイナ ー

幸町自治会長
元町一丁目自治会長
元町二丁目自治会長
仲町自治会長
仲町商店街会長
鐘つき堂通商店会会長
蔵の会会長
蔵の会デザイン部会
建築設計士

一番街商業協同組合理
事

長
” ． 副理

事
長

II II 

II II 

II II 

II 理
II 事II

 

II II 

II II 

II 監
事

今

可
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羽
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原
田
屋
本
山
場
木
木

原
笠
安
守
松
杉
馬
鈴
笛

久
昭
至
雄
昭
勲
行
男
威
男

谷
岩
田
式
島
石
野
島
島
田

永
平
神
急
中
白
筋
豊
長
町

西

児

川
島

生
郷

定

裕
弘

修 二
真理子

助
之
夫

之

正
啓
謹
英
公
嘉

弘

嘉
高
幹
文

俊
佳

忠

雄

男

光

次

弘
篤
治

（平成 1 1 年 1 月現在）



、
ー
J

ー

ー

町並み委員会

会長（相談役）

前町並み委員会委員長

委員長
一番街商業協同組合

副委員長

千葉大学教授

一番街商業協同組合

東海大学教授

コミュニテイデザイナー

幸町自治会長

元町一丁目自治会長

元町二丁目自治会長

仲町自治会長

鐘つき堂通商店会会長

菓子屋横丁会会長

蔵の会会長

蔵の会

＂ 

＂ 

＂ 

• 名簿

今

可

福

笛

羽

西

岩

可

小

堤

杉

長

原

福

市

松

新

西 定 雄

日
し
ー
ノ 男

川

木

生

郷

崎

児

川

裕

弘 治

修 二

真理子

昭九郎

男

夫

山

井

田

川

山

井

夫

之

文

均

潤

久

邦

修

嘉

和

知

喜

雅

一番街商業協同組合理事長

II 副理事長

"

"

"

＂

＂

"

＂
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"
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理 事

II

II

II

II

II
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康
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之

明

信

正

男
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俊

忠

幹

嘉

（平成1 8 年 7月現在）



《写真出典》

68項目のタイトルにあった写真について次の方々の御協力を得ました。

川越市役所 秘呑広報課
都市計画課

町 田 忠 男氏

また、以下の項目の写真については、下記の著作から転載させていただきました。

感謝いたします。

5 : 『写真集 川越』岡村一郎編 国書刊行会

1 7 : 『ショッピング・モール計画』池沢寛著 商店建築社

1 8 : 『モール ・ 広場とデザインエレメント』
D. ベーミングハウス著 岡並木監訳 地域科学研究会

25: 『ショッピング・モール計画』池沢寛著 商店建築社

34: 『都市空問の計画技法』彰国社

40: 『都市環境の演出』ローレンス・ハルプソン著 伊藤ていじ訳 彰国社

54: 『都市環境の演出』ローレンス・ハルブソン著 伊藤ていじ訳 彰国社

59: 『モール・広場とデザインエレメント』
D. ベーミングハウス著 岡並木監訊地域科学研究会
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